
3. 電力セクターのモデル分析 
 

3.1. 電力セクターのモデル化 
 
3.1.1. 日本 
 
3.1.1.1. 日本の電力構造改革の成功・課題の要因と教訓 
 
日本の電気事業規制緩和・自由化は、電力需給の逼迫や、電気料金の内外較差の是正等

を目的として進められている。1995年の電気事業法改正により、卸供給入札制度が導入さ
れ、卸電力部門の一部自由化が実現したのを皮切りに、以降 3回の法改正により、2005年
4 月からは卸電力部門については完全自由化、小売部門についても国内需要電力量の 6 割
を超える部分について自由化がなされ、自由化範囲は着実に拡大している。 
旧来からの日本の電気事業の特徴は、公益事業として供給安定性が特に重用視されてき

た点であり、電力会社もこれを公益事業者としての責任として認識し、諸外国に比して高

い供給信頼度が達成されてきた。しかしながら、自由化政策に伴い、電力会社は各社の経

営計画に示される通り、公益事業者としての責任だけでなく、株式会社としての基盤強化

を強く意識するようになり、自己資本率等財務指標の改善に向けた活動を推進している。 
このような電力会社による意識の変化は、電気料金の低減という効果をもたらしており、

2001年の法改正により競争が導入された特定規模需要向けの電力単価は、殆どの地域にお
いてこの 3 年間で産業用で約 5～10%、業務用に至っては約 20%の低下が実現している。
日本の長期間かけた自由化への取り組みが奏功した点と言える。また、2003年の改正電気
事業法において導入が規定された送電部門の中立機関、ならびに卸電力取引市場の設立、

諸規則の設計などにおいて、既存の電力会社だけでなく新規参入者も交えた取り組みがな

されている点も、公正・平等な電力市場の形成に資する動きとして評価できる。 
しかしながら、自由化の目的を競争導入による市場効率性改善という側面で捉えた場合

には、これまでの自由化制度では十分な競争環境が整備しきれているとは言えず、依然問

題点も多い。日本の自由化において新規参入者に認められている事業形態は、PPS という
名が指す通り、発電と供給の一体型事業である。つまり、新規参入者が顧客を獲得するに

は、相応の供給力を確保することが求められる。卸電力取引市場が存在しないこれまでの

環境においては、新規参入者は（制度としては電力会社からの供給バックアップが存在す

るものの）それぞれ供給力の確保に苦心しており、結果、それらの市場シェアは販売電力

量ベースで 2%弱と停滞、需要家サイドの選択肢も限定されており、十分な競争が行われ
ているとは言えない状況となっている。次期制度の下では振替供給料金の撤廃など広域流

通の促進により、電力会社間の競争がこのような状況の打開に繋がることが期待されるも

のの、日本の電力流通設備は広域流通を前提とした形成が行われてきた訳ではなく、利用

可能な電力会社供給エリア間の連系線容量は限定的である。結局、日本の電力セクターに

おいてこれまでに競争が活性化されなかった、そして、次期制度下での活性化についても

懸念が大きい直接の原因は、既存電力会社と新規参入者の保有供給力に多大な格差が存在

する点であり、その背景には、小売自由化移行以前に発電部門の競争環境が制度面で十分

3-1 



整備されなかったことがある。 
従って、今後、他国が競争導入に重きを置く構造改革を標榜する場合には、 

・ 先ずは卸電力（発電）部門において十分な競争環境を整備すること 
・ 卸電力部門の競争環境、送電網の整備状況に則したグリッドコード、市場ル

ールを制定すること 
が日本の電力構造改革がそれらに与える教訓として挙げられる。 
 

表 3.1.1-1 日本における電力構造改革の成功/課題要因・教訓 

 日本 

電力セクター改革に
おける成功のポイン
ト 

・自由化政策により既存電力会社が自発的に経営効率改善を進めたことにより電気料金が低
下。 

・既存電力会社と新規参入者が一体となって系統利用ルールの整備、卸電力取引市場の設立を
実施 

電力セクター改革の
課題要因 

・制御エリア（各電力会社の供給エリア）間連系線の容量不足によって広域流通ならびに既存
電力会社間の競争が制限される可能性が大きい。 

・既存電力会社と PPSの保有供給力に著しい格差が存在。このため、PPSの販売電力量シェア
は停滞しており、PPSの事業者数、参入エリアも少ないことから、需要家にとっての選択肢
も限定されてしまっている。 

他国への今後の教訓 
・電力市場の自由化には、発電事業における十分な競争状態の創出や卸電力自由化環境に対応
した明確なグリッドコードの制定といった卸電力部門の環境整備から始まる順を追った取
り組みが重要。 

規制委員会の役割と
今後の展望 

小売自由化範囲外の電気料金、託送料金は経済産業省資源エネルギー庁が規制。卸電力取引
市場に関しては同庁による事後規制が原則とされる。市場参加者による非競争的行為につい
ては公正取引委員会が監視する。 

料金のパススルー制
度の構築 

卸電力調達コストは、電気料金に反映することができる。 

料金のアンバンドリ
ング体制の構築 

・小売部門への部分自由化導入に伴い、既存電力会社による自由化部門の赤字補填を目的とし
た規制部門の料金値上げを防止する目的で、経済産業省は各電力会社に部門別収支の提出を
義務付け。電力会社は水力発電、火力発電、原子力発電、送電、変電、配電、販売の 7部門
に自社費用を分割整理している。 

今後の設備投資への
障害 

現段階では未知数 
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3.1.1.2. 日本の電力セクターのモデル分析 
 

項目 概要 

①電力セクターの企業形態 

民営化と新規参入者 

電力需給の逼迫、供給コストの上昇傾向と内外価格差の指摘、技術革新などによる
発電部門への新規参入の可能性の増大を背景に、1995年 4月の電気事業法改正によ
って、卸発電事業への参入規制の原則撤廃と卸供給入札制度の導入にを通じて、発
電部門への競争導入が実現。また、特定電気事業が導入され、小売部門についても
制度の変更が実施された。 
2000年 3月の改正電気事業法施行に伴って、大口需要家（特定規模需要家）を対象
とした小売供給の部分自由化が実現。使用規模 2,000kW以上、供給電圧 7,000V超
の大口需要家に電力会社以外の新規参入者（PPS）を供給事業者として選択する権
利を付与。販売電力量ベースで全国の約 4分の 1に競争が導入された。 
2003年の制度改正において、2005年 4月目途に全高圧需要家（使用規模 50kW以上、
供給電圧 6,000V超）に小売自由化範囲を拡大することが決定。更に卸電力取引市
場も同時期に創設することとなった。2004年 2月時点での、新規参入者の販売電力
量ベースでのシェアは約 1.9%。 

アンバンドリングの状況 送電事業は発電及び供給事業から分離（既存電力会社から系統運用部門を機能分
離） 

メータリング業務の開放 開放されていない。 
請求書発行業務の開放 PPSとの契約分については、PPSが実施。 

②電力取引の形態 

 自由化の範囲（発電競争入札
/卸自由化/卸・小売自由化） 

卸・小売自由化。但し、小売部門は部分自由化。卸部門は卸電力取引市場の設立を
以て、完全に自由化されることになる。 

 
市場モデルの分類（シングル
バイヤー/強制プール/任意
プール/相対契約） 

相対契約＋任意プールモデル。 

 発電プラントの運用計画作
成／ディスパッチ 

電力会社、PPSとも自社で運用計画を作成し、ディスパッチを実施。2005年 4月の
卸電力取引市場創設後は、運用計画は電力会社系統運用部門が取引所での取引計画
を考慮して運用計画を作成。但し、ディスパッチは従来通りとなる見込み。 

 発電容量市場／容量確保義
務 発電容量市場は設置せず。所定量の容量確保義務もない。 

 派生市場 2005年 4月運営開始予定の卸電力取引市場では、スポット市場に加え、先渡し市場
も創設される予定。具体的な銘柄は未定。 

 発電事業者参入資格（最低規
模） なし。 

 小売市場開放度 

2004年 3月までは、使用規模 2,000kW、供給電圧 20,000V以上の特別高圧需要家の
み（全体の約 1/4）。2004年 4月より使用規模 500kW以上の高圧需要家（同約 1/3）、
2005年 4月からは全高圧需要家（同 2/3）に拡大される。家庭用需要家を含めた小
売全面自由化は、2007年に再度検討。 

 電力市場（取引所）の運営主
体 

中間法人「日本卸電力取引所（JEPX）」が運営。同法人は、既存電力会社、PPSな
ど 9社の出資により設立。 

 市場監視機関 卸電力取引市場が実施。規制当局（経済産業省）は事後規制のみ。 

 市場ルール策定・変更機関 市場ルールの詳細設計は、JEPXが実施する。基本設計は、経済産業省電気事業分
科会にて取り纏められた。 

 系統運用者による電力市場
運営 系統運用は、従来通り電力会社系統運用部門が司る。電力市場運営は JEPXが実施。

 電力市場運営者による送電
線所有 送電線は従来通り電力会社の所有となる。 

 電力市場の取引調整段階（電
力市場の種類） 翌日毎 1時間に対する 1日前スポット市場と、先渡し市場の 2種類。 

 市場参加者の応札形態 市場参加者は、任意価格で応札する。 

 市場価格 1日前市場は、1価格 1オークション方式で決定。一方、先渡し市場には、ザラ場
等のマルチプライス方式が採用される。 

 送電線混雑管理方式 
卸電力取引市場では、送電制約考慮の上、取引を制約させる。電力会社管轄エリア
間の送電混雑が顕著な場合には、市場を分断するマーケット・スプリッティング方
式を採用。 

 アンシラリーサービスの調
達方法 

アンシラリーサービスは、従来通り電力会社がすべて供給する。リアルタイム市場
の設置も当面見送られた。PPSは同時同量達成のために負荷追従のみを実施。 

③電力セクターの政策・計画立案の仕組み 

電源計画 卸部門の完全自由化に伴い、既存の長期（10カ年）にわたる電源計画（電力供給計
画の一部）の意義はほぼ失われる。 

系統計画 未定。 

送配電料金算定方式 
電力会社各社送電部門の所要収入（コスト）に基づき算定される。電力会社管轄エ
リアないは均一料金であり、管轄エリアを跨る際に課せられていた振替料金は広域
流通促進の観点から撤廃される。 

送配電線系統の運営・管理：
PBR（Performance-Based 
Regulation） 

従来からの総括原価方式が適用され、PBR的要素は含まれていない。 

エネルギー政策立案 経済産業省資源エネルギー庁が実施。 
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項目 概要 

都市電化と地方電化の分離 － 

電気料金（デフォルト・サー
ビス） 

自由化進展にあたり、海外で採用されているような既存電力会社の料金凍結措置
や、新規参入者の目標となる料金水準の設定（米テキサス州の"Price to Beat"など）
は行われない。既存電力会社の電気料金メニューには、引き下げ方向のものであれ
ば、認可制ではなく届け出制が適用される。 

回収不能投資費用の評価法 未定。 
回収不能投資費用の回収法 未定。 
企業間取引の規制等 特になし。 

規制組織・機関 経済産業省。但し、事前規制部分は極力排除し、事後規制に重点を置く。また、非
競争的行為については、公正取引委員会が監視。 

 電力事業法・関連法令 電気事業法のみ。 

 
電力設備の新設・運用に関す
る許認可・規則・基準・資格
制度 

電源新設には、地元自治体（知事）の承認、ならびに経済産業大臣の認可が必要。

 
 
3.1.2. 米国 
 
3.1.2.1. 米国の電力構造改革の成功・課題の要因と教訓 
 
米国の電気事業規制緩和は、1978 年の PURPA まで遡る。同法に基づき NUG と呼ばれる
電力会社以外の発電事業者が出現し、電力会社の独占に風穴が開けられた。以後、EPAct、
FERCオーダー888&2000等、連邦レベルの規制・指令によって卸電力部門の自由化が進展、
小売部門は 1997年より州単位で自由化が進められた。 
PJMは、ペンシルバニア州、メリーランド州など複数の州をカバーしており、今日、世界
的にも最も成功した電力市場の一つと評価されている。1927年より電力プールが形成され、
複数電力会社による協調運用が長年実践されてきたことが、州際競争的電力市場、ISO に
よる中立的な系統運用への円滑な移行を可能にした。卸レベルの自由化制度設計では、市

場価格決定方式への LMP 方式の採用、卸電力、アンシラリーサービスの同時最適化
（co-optimization）の実施、供給事業者への供給力確保義務の賦課と発電容量市場の設置が
大きな特徴であり、これらが経済的な市場運営、健全な需給状況の保持に寄与している。 
テキサス州も、自由化に係る制度設計面での評価が高い地域である。同エリアでは、系統

信頼度に係る自主規制機関である NERCの下部組織 ERCOTが、独立した系統運用者を兼
ねるとともに、卸電力市場のスケジューリングや監視も行っている。ERCOT エリアで採
用されている電力市場モデルは、完全任意（相対取引）モデルであり、PJMやニューヨー
クに見られるような公設の電力取引所は存在せず、市場参加者間の取引は各々の任意の手

段により実施され、自由度が高い。 
小売分野については、PJM（に含まれる各州）、テキサス州とも完全自由化が既に実現して
おり、新規参入者の市場参入機会拡大による競争促進の観点から、ペンシルバニア州、テ

キサス州では、既存電力会社の電気料金を新規参入者が抗し得る水準に凍結するという措

置が採られている。 
 
米国全体に当てはまる規制緩和の課題は、歴史的に規制体系が連邦と州に分かれており、

規制権限の分担が煩雑である点、及び規制緩和・自由化施策が首尾一貫していない点であ

る。これにより、例えば、自由化の進展度合は州ごとに異なり、FERCが提唱している SMD
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の実行の障害にもなっており、送電設備の許認可権限が依然として州（公益事業委員会）

に帰属している点は、州際の広域流通を前提とした設備形成の実現を困難ならしめている。

また、PJM、テキサス州でも設置されている ISOが、送電設備を保有せず、系統の機能的
運用のみを実施し、系統切替など物理的制御、及び作業計画の申請を発電設備を所有する

既存電力会社が行っている点は、市場を歪曲するリスクを孕んでおり、ISOは厳密には「独
立した系統運用」を行えていない。その他にも、送配電事業者への PBR不適用による送配
電設備投資の停滞、エリア間の系統運用規則の相違や系統運用者間のコミュニケーション

体制の欠如、法的効力がなく、市場環境に対応し切れていない系統信頼度基準の適用とい

った問題がある。 
これらの中、エリア間の系統運用規則の相違や系統運用者間のコミュニケーション体制の

不備といった所謂、「縫い目（seam）」の問題は、2003年 8月にニューヨークに多大な被害
をもたらした停電事故においても、その波及範囲を拡大した一因として認識されている。

尚、本停電事故を含め、米国において規制緩和が進展して以降に起こった停電事故全般に

ついて、それらの原因が自由化そのものにあったとの確たる証拠はない。大きな原因の一

つとなっている送配電設備の拡充や保守における過小投資も、自由化以前からの電力会社

のコスト低減圧力に依るところが大きい。しかしながら、自由化進展後もこの過小投資の

問題は解決されているとは言えず、大規模停電事故含め信頼度イベントの抑制には上述し

た PBRの適用など送配電設備投資を如何に促進するかは、引き続いての課題となる。 
 
以上から、米国の電気事業規制緩和の成功と失敗の教訓として、他国の電力構造改革にお

いては、以下のような点に関する配慮が必要と考えられる（詳細は表 3.1.2-1参照）。 
・ 国家～地方間で首尾一貫した電気事業再編/規制緩和、競争導入に関する施策
の作成 

・ 市場操作の回避・検出に資する制度設計、市場監視スキル 
・ ネットワーク事業者の収入、料金設計への PBRの適用 
・ ＜制御エリアが複数存在する場合＞系統運用規則/市場規則の整合性確保 
・ 市場環境に対応した系統計画基準、系統信頼度基準の作成 
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表 3.1.2-1 米国における電力構造改革の成功/課題要因・教訓 

 米国連邦レベル PJM ERCOT 

電力セクター改革に
おける成功のポイン
ト 

・ 電気事業者は、古くから統
合資源計画に基づいた設
備投資を実施。 

・ 卸電力部門からの段階的
自由化により市場参加者
（発電事業者）数が増加。

・オープンアクセスに係る連
邦大での統一ルール設定
により広域融通が実現。 

・ 連邦、地域レベルで共通か
つ明確な系統信頼度基準
を設定。 

・ 古くから電力プールを形
成し、複数供給エリアでの
協調運用を実践してきた
ことによる州際競争的電
力市場へのスムーズな移
行。 

・ 中立的な独立系統運用者
が系統運用と一体化した
市場運営、ならびに市場監
視を実施 

・ 独立系統運用者が系統運
用、市場に関する明確なル
ール、マニュアルを整備
し、公開。 

・ 供給事業者への供給信頼
度維持を考慮した供給力
確保義務の賦課による所
要供給力の確保。 

・ 競争市場形成当初、電力ス
ポット市場への入札は限
界コストに基づいて行わ
れ、これにより価格が安定
化。 

・ スポット電力、アンシラリ
ーサービスの同時最適化
（Co-optimization）による
最小コストの確保 

・ 既存電力会社の電気料金の
凍結、新規参入者に有利と
なる料金設定により、小売
部門の競争活性化を支援。

・ 系統信頼度基準の適用範
囲と小売部門の規制範囲
とが一致している条件下
での制度設計。 

・ 中立的な独立系統運用者
が市場監視を実施 

・ 州法により電力会社は、発
電/送配電/小売供給の組織
上のアンバンドリングを
実施 

・ 独立系統運用者が系統運
用、市場に関する明確なル
ール、マニュアルを整備
し、公開。 

・ 市場モデルとして相対取
引モデルを採用し、市場参
加者に多様な取引オプシ
ョンを提供。 

・ 新規参入者に有利となる
料金設定により、小売部門
の競争を活性化。 

電力セクター改革の
課題要因 

・ 規制の役割が連邦と州に
分権されており、電気事業
再編/規制緩和、競争導入
に関する考え方が不統一。
送電設備の立地許認可の
問題など 

・ 卸電力市場の設計（特にカ
リフォルニア州）、市場監
視（特定事業者による市場
濫用）に関する規制制度に
おいて失敗・不足が存在。

・ ネットワーク事業者に設
備の拡充・メンテナンス実
施に関するインセンティ
ブが十分に働いていない
ため、系統に対する過小投
資が顕在化。 

・送電制約、送電混雑管理を
利用して一部市場参加者
が市場操作を実施。 

・ 小売自由化を実施した多
くの州において既存電力
会社の電気料金（デフォル
トサービス）が卸電力価格
水準を下回り、小売競争が
停滞。 

・ 異なる制御エリア間での
系統運用/市場規則の不一
致やコミュニケーション
体系の不備など「縫い目」
問題が存在。 

・ 系統計画基準、系統信頼度
基準は自主規則であり、し
かも市場環境に完全に対
応したものになっていな
い。 

・ 夏季の猛暑時にスポット
市場価格（卸電力市場価
格）の高騰が発生 

・ 独立系統運用者（PJM 
RTO）は、系統の「機能的」
制御のみを実施。系統の
「物理的」制御は発電/小
売事業も営んでいる電力
会社が実施しており、厳密
には独立となっていない。

・ 卸電力価格上昇時には、需
要家の電力会社デフォル
トサービスへのスイッチ
バック、新規参入者の事業
撤退が発生。 

・ ゾーン制の採用により、混
雑解消費用は浅く広く負
担されており、電源/送電
設備投資の適正な価格シ
グナルとなっていない。 

・ 卸電力価格上昇時には、需
要家の電力会社デフォル
トサービスへのスイッチ
バックが発生。 
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 米国連邦レベル PJM ERCOT 

他国への今後の教訓 

・電力構造改革には、国家～
地方間で首尾一貫した電
気事業再編/規制緩和、競
争導入に関する施策が必
要。 

・米国等で起こった送電混雑
管理の悪用など市場操作
などに抗しうる制度設計、
市場監視が必要。 

・ネットワーク事業者の収
入、料金設計には、PBR
（Performance-based 
Regulation）を適用し、設
備投資、メンテナンス効率
化のインセンティブを与
えることが重要。 

・小売部門の競争活性化に
は、自由化移行時には、既
存電力会社の電気料金を
新規参入が促進されるよ
うに設計し、競争環境が十
分に整備された段階で料
金規制を撤廃。 

・制御エリアが（同一連系系
統内に）複数存在する場合
には、系統運用規則/市場
規則の整合性確保が必要。

・系統計画（設備投資評価）
基準、系統信頼度基準は、
市場環境（市場原理）を考
慮する形に改訂すること
が必要。 

・系統運用の中立性を担保す
るためには、ネットワーク
事業（送配電事業）と発電
/小売事業の完全なアンバ
ンドリングが必要。 

・制御エリア内の送電制約が
顕著な場合、新たな電源/
送電投資を促進するには、
LMP（地点別限界価格）方
式のような局所的な送電
制約を反映できる価格付
けが有効。但し、需要家へ
の費用転嫁方法には（依然
ゾーン制を適用する等）留
意しなければならない。 

規制委員会の役割と
今後の展望 

卸電力市場、送電料金は FERC（連邦エネルギー規制委員会）が規制。電気料金、小売電力
市場の規制、電力設備の建設許認可は各州の公益事業委員会が実施。同規制体系は当面変
更なし。系統信頼度については、NERC（北米電力信頼度評議会）の業界基準が適用されて
いる。 

料金のパススルー制
度の構築 

 ・卸電力価格はそのまま供給
事業者（LSE）に転嫁され、
LSEは任意に電気料金を
設計。但し、ペンシルバニ
ア州では既存電力会社の
料金は、新規参入者が抗し
うる水準に凍結。 

・相対取引モデルのため、需
要家には供給事業者
（REP）の卸調達コストが
そのまま転嫁される。但
し、小口需要家向けの既存
電力会社 REPの料金は、
小売競争が活性化される
まで凍結。 

料金のアンバンドリ
ング体制の構築 

・FERCオーダー888 & 2000
により、系統運用部門の他
部門からのアンバンドリ
ングを義務付け。 

・発電、送電、配電／小売料
金、競争移行料金（回収不
能投資費用分）にアンバン
ドル化。 

・発電、送電、配電／小売料
金、競争移行料金（回収不
能投資費用分）にアンバン
ドル化。 

今後の設備投資への
障害 

・殆どの送配電事業者には未
だ旧来からの総括原価方
式規制が適用されており、
自由化環境下では投資イ
ンセンティブが働いてい
ない。 

・系統拡充計画プロセスは明
確化されているものの、計
画はあくまでも推奨とい
う位置づけ。実際に必要な
設備投資が進むかは不透
明。 

・送電設備の増強は、ERCOT
が電力会社に推奨を行う
のみで、法的強制力はな
い。 
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3.1.2.2. PJMの電力セクターのモデル分析 
 

項目 概要 

①電力セクターの企業形態 

民営化と新規参入者 

電力会社以外の事業者による発電設備建設の促進を目的とした 1978年の PURPA
（公益事業規制政策法）発効に伴い、出力の全てを電力会社に卸売りする権利を有
する NUG（非電気事業者）の参入により卸電力部門が部分自由化。 
1992年の EPAct（国家エネルギー政策法）の下、IPPが適用除外発電事業者（EWG：
Exempt Wholesale Generator）として法的に位置づけられた。EWGとして指定された
事業者は、あらゆる地域の卸電力市場で発電電力の販売を行えるようになった。 
小売部門は、1996年 12月に Electricity Generation Customer Choice & Competition Act
（HB 1509）が成立し、1997年 11月から 1998年 12月にかけてパイロット・プログ
ラム（各私営電気事業者の料金クラス毎にピーク負荷の 5%に当たる需要家が対象。
約 25万需要家が参加）を実施。1999年 1月～の部分自由化（需要家の 66%が対象）
を経て、2000年 1月より全需要家が電力小売供給事業者を選択できる全面自由化に
移行している。 

アンバンドリングの状況 系統運用機能は PJMに移管されているものの、その他の組織再編は既存電力会社の
任意。 

メータリング業務の開放 開放されていない。 
請求書発行業務の開放 開放されていない。 

②電力取引の形態 

 自由化の範囲（発電競争入札
/卸自由化/卸・小売自由化） 卸・小売自由化。 

 
市場モデルの分類（シングル
バイヤー/強制プール/任意
プール/相対契約） 

強制プール＋金融的／物理的相対契約モデル。 

 発電プラントの運用計画作
成／ディスパッチ 

運用計画は、PJMスポット市場に入札されたものは PJMが作成、自己調整
（Self-Scheduling）分は事業者が自ら運用計画を作成する。スポット市場に入札され
た発電ユニットに運用計画は、自己調整分も考慮に入れて、プール大で最適化され
決定する。ディスパッチはすべて PJMが実施。 

 発電容量市場／容量確保義
務 

各 LSE（小売供給事業者）には、想定需要や発電プラントの利用不能性等を考慮し
た容量確保義務が割り当てられる。また、容量確保義務を超える分の発電容量を取
引する場として発電容量市場（Capacity Credit Market）が設置されている。 

 派生市場 公設のデリバティブ市場は存在しないが、NYMEX等の取引所にて PJMエリア内ハ
ブでの受け渡される先物商品の取引が行われている。 

 発電事業者参入資格（最低規
模） 定格出力 10MW以上の発電ユニットには、PJM市場への参加が認められている。

 小売市場開放度 小売部分自由化を経て、2000年 1月より州内全需要家に供給事業者の選択権限が与
えられた。 

 電力市場（取引所）の運営主
体 PJM（PJM Interconnection, LLC） 

 市場監視機関 PJMの Market Monitoring Unit 
 市場ルール策定・変更機関 PJM 

 系統運用者による電力市場
運営 

PJMエリアの RTO(Regional Transmission Organization）である PJMが電力スポット
市場（1日前市場＋リアルタイム市場）をはじめ、アンシラリーサービス市場、発
電容量市場、固定送電権（FTR）市場を運営 

 電力市場運営者による送電
線所有 送電線は、既存電力会社が規制緩和後もその所有権を有している。 

 電力市場の取引調整段階（電
力市場の種類） 給電計画は、1日前市場とリアルタイム市場の 2段階で作成されている。 

 市場参加者の応札形態 

PJM電力市場では当初、PJMエリア内の電源から PJM ISOが運営する市場に提示さ
れる電力およびアンシラリーサービス等その他の商品に関する入札価格は、その電
源の短期限界費用以下とされていたが、1999年 3月 10日に FERCオーダーにおい
て任意価格ベースでの入札（market-based offers：市場ベース価格）の導入が認めら
れ、同年 4月 1日より市場参加者は、以下に挙げる 3種類の入札の何れかを行える
ようになった。 
1) コストキャップ入札（Cost-capped Offers） 
・ 発電コストを基準に価格上限が設けられるという点で、99年 4月 1日以前に採
用されていたコストベース入札（可変費が上限）とほぼ同一 

・ 入札エネルギー価格（＝増分価格 (Offer for Energy: $/MWh)）には、発電設備運
転費の可変費分＋10%（×1.1）でキャップがかけられる。 

2) LMPキャップ入札（LMP-capped Offers） 
入札エネルギー価格は、当該発電設備が接続されている母線の過去 6ヶ月（の当
該発電設備の出力が最低出力以上で運用されていた時間帯）の LMPの移動平均
価格でキャップがかけられる。 

3) 市場ベース入札（Market-based Offers） 
・ 入札エネルギー価格は原則任意（但し、$1,000/MWh以下） 
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項目 概要 

 市場価格 

PJM RTOは、市場参加者から提出された電力量スポット市場、レギュレーション市
場、瞬動予備力市場へのオファー、及び自己調整の取引計画を考慮し、これら 3つ
の市場の毎 1時間の合計コストが最小となるような計画を策定する。つまり、3つ
の市場全体で最適化を行い、それぞれの市場価格を決定する。価格決定方式は、地
点別限界価格方式（Locational Marginal Pricing）を採用。制御エリア内に送電制約が
存在する場合には、市場価格は地点（母線）毎に異なったものとなる。 

 送電線混雑管理方式 給電計画は、送電制約を考慮の上、エリア大での最適化により策定されるため、送
電混雑解消の為の特別なアレンジメントは不要。 

 アンシラリーサービスの調
達方法 

PJM は自身が運営する競争的市場を通じて、①レギュレーション、②瞬動予備力
（Spinning Reserve）の 2種類のアンシラリーサービスを調達。 

③電力セクターの政策・計画立案の仕組み 
電源計画 － 

系統計画 

PJMでは、 
① 1年以上の長期ファーム送電サービスの申し込み、又は系統アデカシー の評価
において送電能力の不足が特定された場合 
② 地域信頼度協議会の信頼度評価の結果、送電能力の不足が特定された場合 
③ エリア内の発電設備の新設や廃止、需要想定、送電設備の追加の結果、送電制
約あるいは送電能力の不足が特定された場合 
④ 送電線所有者等によって系統拡充の提案があった場合 
のいずれかの状況が起こった際に、系統拡充に関する検討を開始し、10カ年の RTEP
（Regional Transmission Expansion Plan）の作成責務を負う。これをサポートする役
目として、PJM内には、計画委員会（Planning Committee）、系統拡充諮問委員会
（Transmission Expansion Advisory Committee）の 2つの委員会が設置されている。
計画委員会は、PJMの RTEP作成に資する技術的側面に関するアドバイス提供、支
援を行う役割を果たしている。送電線所有者には参加が義務づけられており、、RTEP
作成のための検討に必要とされるデータ、情報を提供しなければならない。一方、
系統拡充諮問委員会もやはり PJMの RTEP作成支援のためにアドバイス提供、勧告
を行う委員会組織である。 

送配電料金算定方式 

送電料金（系統利用料金）は、PJMが承認した PJMエリア内各送電線所有者の所要
収入に基づき算定される。配電料金は、HB 1509に基づき、配電会社の回収不能投
資費用の回収が完了するまでの期間は、1997年 1月 1日時点の同料金の水準が上限
とされている。 

送配電線系統の運営・管理：
PBR（Performance-Based 
Regulation） 

送配電事業者の収入管理は、従来からの cost of serviceベースで行われている。 

エネルギー政策立案 国全体のエネルギー政策は DOE（エネルギー省）が策定。地域レベルでは、エリア
内各州の公益事業委員会が担当。 

都市電化と地方電化の分離 － 

電気料金（デフォルト・サー
ビス） 

ペンシルバニア州内電力会社の電気料金の発電サービス部分（"Shopping Credit"）は、
新規参入の供給事業者が十分に対抗し得る水準に固定し、小売供給事業への競争促
進が図られた。 ※しかしながら、2001年の市場価格の高騰により、供給事業者の
中には、Shopping Creditより高い価格でしか電力を調達できず、事業撤退を余儀な
くされたところもある。 

回収不能投資費用の評価法 

HB 1509にて、既存電力会社がその回収不能投資費用を電気料金に競争移行料金
（competitive transition charge: CTC）を上乗せすることによって回収することが認め
られた。但し、電力会社が回収不能投資費用の軽減策を実施することが条件とされ、
また、最終的な回収可能額は PUCの判断に委ねられた。Duquesne Light Co.、GPU
では回収不納投資費用軽減を目的として発電設備の売却を実施した。 

回収不能投資費用の回収法 電気料金に上乗せされる競争移行料金（CTC）を通じて各電力会社が回収。 

企業間取引の規制等 
小売供給事業者～配電事業者間の情報交換は規制されず、情報遮蔽は義務付けられ
ていない。また、配電事業者の主たる責務は、中低圧系の運用管理であるが、発電・
小売供給を行うことも認められている。 

規制組織・機関 

連邦レベル：FERC 
州レベル：州公益事業委員会 PAPUC 
※供給信頼度関連の自主規制機関：NERC，MAAC ※MAACは NERC下部組織で
ある地域信頼度協議会の 1つ。 

 電力事業法・関連法令 【卸部門】国家エネルギー政策法（EPAct），FERC Order 888/2000 
【小売部門】the Electricity Generation Customer Choice and Competition Act (HB 1509)

 
電力設備の新設・運用に関す
る許認可・規則・基準・資格
制度 

電力設備の新設（立地）に係る許認可権限は、エリア内の各州公益事業委員会が保
有。運用に関しては、送電レベルは連邦（FERC）および PJM RTO、配電レベルは
州が監督する。 
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3.1.2.3. ERCOTの電力セクターのモデル分析 
 

項目 概要 

①電力セクターの企業形態 

民営化と新規参入者 

電力会社以外の事業者による発電設備建設の促進を目的とした 1978年の PURPA
（公益事業規制政策法）発効に伴い、出力の全てを電力会社に卸売りする権利を有
する NUG（非電気事業者）の参入により卸電力部門が部分自由化。 
1992年の EPAct（国家エネルギー政策法）の下、IPPが適用除外発電事業者（EWG：
Exempt Wholesale Generator）として法的に位置づけられた。EWGとして指定された
事業者は、あらゆる地域の卸電力市場で発電電力の販売を行えるようになった。 
小売部門は、1999年に可決した上院議案 7（Senate Bill 7：SB7）に基づき、2002年
1月 1日より私営電気事業者の需要家に供給事業者の選定権限が与えられた。 

アンバンドリングの状況 

州内私営電気事業者は、従来の垂直統合型電力会社から、発電事業者（Power 
Generation Company：PGC）、送配電事業者（Transmission and/or Distribution Service 
Provider：TDSP）、小売供給事業者（Retail Electric Provider：REP）に分割されてい
る。 

メータリング業務の開放 

Public Utility Policy Act（PURA）の規定に基づき、2004年 1月より産業用・業務用
需要家向け検針業務は TDSP以外の事業者にも開放。家庭用需要家向け検針業務に
ついては、40%の需要家が電力会社以外の小売供給事業者に乗り替えを行った時点、
或いは 2005年 9月 1日のいずれか遅い時期まで TDSPの独占となる。 

請求書発行業務の開放 小売自由化後も、TDSP以外には開放されない。 
②電力取引の形態 

 自由化の範囲（発電競争入札
/卸自由化/卸・小売自由化） 卸・小売自由化。 

 
市場モデルの分類（シングル
バイヤー/強制プール/任意
プール/相対契約） 

完全な相対契約モデル。公設（centralized）のパワーエクスチェンジ（電力取引所）
は存在しない。 

 発電プラントの運用計画作
成／ディスパッチ 

運用計画は市場参加者と ERCOT（Electric Reliability Council of Texas）の仲介役を務
める QSE（Qualified Scheduling Entity）が作成。QSEは、必ず需給バランスの取れ
た給電計画を ERCOTに提出する責務を負っている。 

 発電容量市場／容量確保義
務 なし。 

 派生市場 公設の派生市場は存在しない。NYMEX等では ERCOT受け渡しの電力デリバティ
ブ（先物等）を扱っている。 

 発電事業者参入資格（最低規
模） 特になし。 

 小売市場開放度 州内私営電力会社の全需要家に、2002年 1月 1日から供給事業者の選定権限が与え
られた。 

 電力市場（取引所）の運営主
体 

－※民間のパワーエクスチェンジとしては、Automated Power Exchange（APX）があ
る。 

 市場監視機関 ERCOT 
 市場ルール策定・変更機関 ERCOT 

 系統運用者による電力市場
運営 

公設電力市場は存在しないが、ERCOTは系統運用者としてアンシラリーサービス
市場の運営を行っている。 

 電力市場運営者による送電
線所有 送電線の所有権は、既存電力会社の TDSPに残っている。 

 電力市場の取引調整段階（電
力市場の種類） ERCOTの給電計画は、実運用前日、当日 60分前、直前の 3段階で実施される。 

 市場参加者の応札形態 － 

 市場価格 

アンシラリーサービス市場での市場価格は、メリットオーダー方式で、アンシラリ
ーサービスの確保必要量を満たすマージナルな応札の価格として与えられる。尚、
アンシラリーサービスの確保必要量、及び市場価格は、ERCOT内に 4つ設定され
ている各ゾーン単位で決定される。 

 送電線混雑管理方式 送電線混雑は、ERCOTが調達したアンシラリーサービスの一種、代替予備力をデ
ィスパッチすることで解消される。 

 アンシラリーサービスの調
達方法 

ERCOT が自身が運営するアンシラリーサービス市場にて調達する。市場を通じて
調達されるアンシラリーサービスの種類は、バランシングサービス、レギュレーシ
ョン、瞬動予備力、非瞬動予備力、代替予備力の 5種類。 

③電力セクターの政策・計画立案の仕組み 
電源計画 － 
系統計画 ERCOTは系統拡充の推奨のみを実施。 

送配電料金算定方式 

各送電事業者（TSP）の送電料金は、cost of serviceベースで決定。TSPの所要収入
をその管轄エリアの 6～9月の平均最大電力で除して算出される年間料金を、更に
12で除して得られる月間料金として与えられる。 
TSPの送電料金を支払う配電事業者（DSP）は、送電料金の変動分を最終需要家に
転嫁するために、1年に 2回、電気料金を変更することが認められている。 

送配電線系統の運営・管理：
PBR（Performance-Based 
Regulation） 

TSP,DSPとも、それらの所要収入は、cost of serviceにて決定されており、PBRは適
用されていない。 

エネルギー政策立案 国全体のエネルギー政策は DOE（エネルギー省）が策定。 
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項目 概要 

都市電化と地方電化の分離 － 

電気料金（デフォルト・サー
ビス） 

私営電力会社の REPは、同一電力会社傘下の TDSPの管轄エリア内に位置する（契
約電力 100kW未満の）家庭用ならびに小口業務用需要家に対して、1999年 1月 1
日時点の電気料金より 6%安いレベルに設定された”Price to Beat”（新規参入の小
売供給事業者が十分に競争力を持ち得ると考えられる水準の料金）で供給しなけれ
ばならないこととなった。REPは、小売自由化が開始されてから 36カ月経過後、
または需要家の 40%が私営電力会社の REP以外の小売供給事業者への乗り換えを
行うまでは、この”Price to Beat”からの料金変更が認められていない。 

回収不能投資費用の評価法 

既存電力会社は、電力購入ならびに発電サービス提供に係る検証可能かつ軽減策実
施後の回収不能投資費用の回収が認められている。また、環境対策設備の設備投資
額も回収不能投資費用として計上できる。 
回収不能投資費用の評価は、PUCTが既存電力会社各社の回収不能投資費用を市場
価格予測に基づいて推定、競争移行費用（Competition Transition Charge）の算定を
行う。電力会社は回収不能投資費用の最終金額が確定するまでの期間は、この CTC
を通じて回収を行える。回収不能投資費用の最終金額の確定は、2004年に発電設備
の売却やスワップなどを通じて、実際の市場価値を評価することで行う。 

回収不能投資費用の回収法 
既存電力会社は、先の競争移行料金（CTC）による料金収入、満期 15年以下の競争
移行債（transition bonds）を用いた証券化の 2通りの方法で、自社の回収不能投資費
用を回収できる。 

企業間取引の規制等 

上述の既存電力会社の組織分離に加え、TSDP～競争部門関連会社間の施設、従業員
共有の原則禁止や、取引記録の保管、1単位 75,000ドル以上（総額 100万ドル）以
上の製品・サービスの取引の禁止などが定められている。また、既存電力会社の送
配電業務従事者の関連会社への短期間出向の禁止なども規定されている。 

規制組織・機関 

連邦レベル：FERC 
州レベル：州公益事業委員会 PUCT 
※供給信頼度関連の自主規制機関：NERC，ERCOT ※ERCOTは NERCの下部組
織である地域信頼度協議会も兼ねている。 

 電力事業法・関連法令 

【全般】PUCT Rules - Chapter 25 Applicable to Electric Service Providers 
【卸部門】国家エネルギー政策法（EPAct），FERC Order 888/2000，Senate Bill (SB) 
373 
【小売部門】Public Utility Regulatory Act (PURA)，the Texas Electric Competition Act
（SB7） 

 
電力設備の新設・運用に関す
る許認可・規則・基準・資格
制度 

電力設備の新設に係る許認可権は、PUCTが保有している。2002年 1月 1日以降、
PGC は、ERCOT エリア内、或いは州内の他のいかなるエリアにおいて設備容量の
20%以上の発電設備を保有することができなくなった。 
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3.1.3. 中南米諸国 
 
3.1.3.1. 中南米諸国の電力構造改革の成功・課題の要因と教訓 
 
チリ、アルゼンチン、パナマの電力構造改革における成功および課題の要因、他国の教訓

となり得るポイントは以下の通り。 
 
(1) 電力供給力と質の確保 
① 電力セクターの自由化が供給の安定やサービスの質にネガティブな影響を与える

との懸念にもかかわらず、3 ヶ国とも改革直後は懸念されていた電力供給不足の可能性は
遠のいている。停電や電圧低下が頻繁に起こった過去に比べて、サービスの質も改善され

ているといえる38。 
② 短期的な成功にもかかわらず、1998‐99年のチリにおける電力危機に示されるよ
うに、市場のルールや規制枠組の不備、市場支配力をもったマーケットプレーヤーの存在

などにより市場の安定が脅かされる可能性も存在している39。 
③ チリ及びアルゼンチンにおいては、発電部門の拡張にもかかわらず、電力の需要･

供給に見合った系統拡充が行われていない。両国では、送電線制約を反映した「ノード」

価格を市場シグナルとして、発電・配電事業者が送電会社との交渉を通じて自発的に送電

線拡充を行うと想定していたが、実際には送電線混雑を解消するための投資の足取りは遅

かった。投資額の統計は入手困難であるが、送電部門への投資が十分ではないとの認識か

ら、アルゼンチンでは行政主導の送電線拡張計画が策定されている。同計画では、スポッ

ト価格への上乗せ料金（$0.6/MWh）を財源として、連邦政府が 4区間における高圧線網の
拡充を行う。チリでも 2004年 3月に公布された電力事業法改正法において拘束力をもつ系
統計画策定が導入された。これは、発電、送電、配電会社など利害関係者の参加のもとに

エネルギー政策策定機関である CNEが最適な系統計画を策定し、送電会社は同計画に基づ
く系統拡充の責任を負う。系統拡充に必要な費用は送電料金に含まれることとなる。 
 
(2) 民間投資の促進 
① チリ、アルゼンチン、パナマを含む中南米における電力セクター改革の直接の動

機は、劣化の著しい電力セクターの設備を更新するために民間資金の導入が必要であった

ことが指摘されている40。このため、改革の重点は国営公社の民営化や自由化に置かれた。

投資家の不安を和らげるため、既に確立している先進国やチリのモデルに準じた構造改革

が設計され、途上国における改革としては速度、深度ともに大きなものとなった。また、

電力セクター改革はより経済全般にわたるより広範な構造改革の一環として行われている。 
② 他方で、各国の条件を考慮せずにチリや先進国のモデルをそのまま移植するケー

スが目立ち41、民営化のタイミングや順序も必ずしも最適化されたものではなかった。パ

                                                       
38 アルゼンチンにおいては経済危機の影響で 2003年以降再び電力不足が生じている。 
39 Fishcher and Galetovic （2000, pp. 5-6） 
40 Millan, Lora, and Micco （2001, p. 4）. 
41 中南米でチリに引き続き 1990 年代初頭に電力セクター改革を行ったアルゼンチン、ペルー、ボリビアはチリ・モ
デルに準じている。ただし、ペルー、ボリビアはほぼチリの模倣であるのに対し、アルゼンチンでは大幅な改良が
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ナマにおいては中南米では唯一シングルバイヤーモデルを経由する段階的自由化となって

いる点は評価されるが、市場規模が小さいことから必ずしも十分な新規参入を獲得するに

至っていない。 
 
(3) 競争の導入による効率改善 
① 中南米においては民間資金の導入が急務であったところから、自由化後の競争の

確保については必ずしも十分な注意が払われなかった。チリにおいてはアンバンドリング

の不徹底と企業間取引規制の欠如、パナマにおいては市場規模のために市場支配力を有す

るマーケットプレーヤーが出現することとなった。チリやパナマにおいて市場支配力の行

使により価格操作が行われたとの証拠は存在しないが、チリ国内でも規制市場のシェアが

大きい SICに比べ大口需要家向け電力供給における競争が熾烈な SINGにおける価格低下
が著しいことや、企業間取引規制や保有発電容量制限などの措置により十分な競争を確保

できたアルゼンチンでは価格低下が起きていることから、競争の欠如と電気料金の高止ま

りの関連を指摘する声もある。 
② チリにおいては規制機関の能力や独立性が疑問視されており、市場での競争確保

の阻害要因の一つとなっている。また、パナマにおいては、市場の寡占状態により規制の

必要が高まっているのに比して、規制機関の人的資源の不足が問題となっている。 
 
(4) 地方電化の推進 
① 地方電化については都市電化と明確に分離され行政主導で行われる。行政主導と

はいえ、政府が電力事業には直接関与せず、Output-based contractと呼ばれる民活導入スキ
ームが実施されている42。 
② チリでは国家エネルギー委員会（CNE）により 1994年に地方電化計画（Programa 
de Electrificación Rural: PER）が策定されている。同計画は主にグリッドへの接続による電
化を中心としているが、再生可能エネルギーを利用したオフグリッドの電化もサポートさ

れる。地方電化プロジェクトの費用負担は、通常政府が投資額の 60~70%、被益者が 10%、
電力事業を運営する配電会社もしくは共同組合が 20～30％を負担する。配電会社は電化す
る地域や電化世帯数を明記したプロポーザルを提出し補助金獲得を競い合う。 
③ アルゼンチンでは、エネルギー庁（Secretaría de Eenergía: SE）により地方電力供
給プロラム（Programa de Abastecimiento Eléctrico a la Población Rural de Argentina: PAEPRA）
が策定されている。PAEPRAの中でもオフグリッドの電化プロジェクトを支援するための
地方電力市場再生可能エネルギープロジェクト（Proyecto de Energía Renovable en el 
Mercado Eléctrico Rural:PERMER）では、独占営業権を民間企業に付与する方式が採用され
ている。一定地域の電力事業における独占営業権を得る代わりに、営業権を得た企業は地

域内の需要を満たす義務を課せられる。企業の選定は国際入札により行われ、必要とされ

る補助金が最も少ないオファーが落札される。 

                                                                                                                                                               
加えられている。コロンビアでは改革前のイングランド・ウェールズの強制プールモデルが採用された。Millán (2000, 
pp. 7-8)。 

42 Output-based contractは、公共サービスの供給を民間に委託する際に補助金の交付を実際の成果に結びつけて行うも
のである。Output-based contractについてはBrook and Smith (2001)、地方電化におけるOutput-based contractの適用例
についてはTomkins (2001)を参照。 
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④ パナマでは、地方電化局（Oficina de Electrificación Rural: OER）が政府一般予算を
用いて行う。地方電化プロジェクトは競争入札で、政府が提供する一定額の資金で最も多

くの世帯を電化するオファーが落札される。補助金は建設進展状況に応じてディスバース

される。建設終了後、地方電化設備は配電会社に移行され、配電会社は今後 20年間同施設
の運営に必要とされる補助金を一括して受け取る。 
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表 3.1.3-1 中南米諸国における電力構造改革の成功/課題要因・教訓 

 アルゼンチン チリ パナマ 

電力セクター改革に
おける成功のポイン
ト 

・電力事業のアンバンドリン
グの徹底（発電、送電、配
電事業の兼業の規制） 
・競争の確保（企業間取引規
制、保有発電容量規制な
ど）。 
・規制機関 ENRE の独立性の
確保。 
・電力卸市場の利害関係者が
全て関与する市場運営者
（CAMMESA）の設立。 

・構造改革・民営化に先立っ
て電力公社のリストラと電
力料金改定を実施。後の改
革への抵抗を減ずるととも
に、潜在的な投資家にポジ
ティブなシグナル。 
・電力供給の限界費用に基づ
く料金設定をルール化。 
・営業権契約における権利・
義務の明確化。 

・発電部門への IPP 参入、シ
ングルバイヤーモデルを経
由する段階的自由化。 
・電力セクターを含む公共サ
ービス全般の規制を担当す
る ERSP の設立など、限ら
れた人的資源を有効に活用
する工夫。 

電力セクター改革の
課題要因 

・送電線拡充の責任及びコス
ト負担が不明確。送電セク
ターへの投資が進まず。 
・大口需要家向け料金の低下
と比較して小口需要家向け
の電気料金の低下幅が小さ
い。 
・アルゼンチン電力セクター
の現在の苦境は、マクロ経
済政策の誤りや政治的不安
定など、電力セクターの制
度に内在的ではない要因に
よる。 

・アンバンドリングが不徹底
（企業間取引規制が不十
分）。 
・限られた競争。市場におけ
る集中度が高い。市場支配
力を有する発電事業者が存
在。 
・系統運用者兼市場運営者で
ある CDEC には少数の発電
事業者のみが参加、中立性
に疑問。また CDEC に対す
る規制機関の監督権限が弱
い。 
・エネルギー政策決定機関で
ある CNEが規制機関として
の機能を有しており、独立
性に疑問。規制機関 SECと
の調整も不十分。 
・送電料金の算出基準に曖昧
な点があり、係争多発。ま
た、送電線拡充の責任・コ
スト負担も不明確。 
・小口需要家向けの電力料金
にほとんど低下が見られ
ず。 
・法令が詳細に踏み込みなが
らも細則が不明確。ルール
の微調整が困難であり、制
度的欠陥に対する対応が遅
れた。 

・限られた競争。市場規模制
約により市場参加者数が少
ない。市場支配力を有する
発電事業者が存在。 
・システム・オペレーターや
規制機関で利用可能な人的
資源の制約の問題。 
・規制機関が政治的圧力から
完全に隔離されていない。
・自由化後、電気料金にほと
んど低下が見られず。 

他国への今後の教訓 

・電力市場が効率的に機能す
るには、アンバンドリング
の徹底と市場支配力の抑制
に細心の注意が必要。この
点でアルゼンチン・モデル
はチリ・モデルに比較し大
幅な改善が見られる。 
・送電線拡充の責任の所在と
コスト負担のルールを明確
に定めておく必要がある。
・電力セクター改革のみなら
ず、政治的･経済的安定を可
能とする広範な改革を同時
に行う必要がある。 

・アンバンドル化の徹底は不
可欠。特に送電部門の発電
部門からの分離。また、公
社の分割・民営化に際して
市場支配力を持ったプレー
ヤーが現れないように細心
の注意が必要。 
・政治的影響から隔離された
規制委員会の設置。 

・市場運用者の中立性を確保。
・送電線拡充の責任の所在と
コスト負担のルールを明確
に定めておく必要がある。
・制度的枠組の柔軟性。市場
ルールに対する信頼を確保
しつつも、現実に応じて微
調整を行う余地を残してお
く必要がある。 

・市場の規模が小さい場合は、
自由化に先駆けて十分な競
争を確保する措置をとるべ
き。また、地域統合などに
より集中度を下げる工夫が
必要。 
・限られた人的資源を有効に
活用する措置（電力セクタ
ーのみならず公共サービス
全体の規制を行う機関な
ど） 

規制委員会の役割と
今後の展望 

・2001-2002年の経済危機によ
り公共サービス料金は政治
問題化。経済緊急事態法に
より、電気料金が凍結。今
後の課題は、電力料金の正
常化と規制委員会の独立性
に対する信頼の回復。 

・規制の役割が CNE、SEC、
公正取引委員会などに分散
しており、調整が不十分。
また CNEは関連省庁が関与
しており独立性に疑問。 

・寡占状態にある電力市場の
現状、また電力セクター改
革に対する一般市民の不信
感に鑑み、規制機関 ERSP
の能力向上は最重要課題の
ひとつ。 

配電会社のキャパシ
ティビルディング 

不明 不明 不明 

料金のパススルー制 ・電気料金は予想されるスポ ・電力を引き出す地点の電力 ・スポット市場の電力価格は
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 アルゼンチン チリ パナマ 
度の構築 ット価格の四半期平均（季

節価格）に配電付加価値を
加えたもの。季節価格はス
ポット市場の価格変動が電
気料金に与える影響を緩和
するために設定されるもの
で、年 4 回改定される。発
電事業者が受け取るスポッ
ト市場価格と季節価格の差
から生じる利益・損失は価
格安定基金を通じて調整さ
れる。尚、固定相場制が崩
壊した 2002年 1月以降、電
気料金は凍結されている。

供給短期限界費用である
｢ノード価格」が小口消費者
向け市場の卸料金となる。
配電会社はこの「ノード価
格」に配電事業の付加価値
を加えて電力を再販する。
｢ノード価格」は年 2回改定。

供給時の短期限界費用。配
電会社は電力調達コストを
電気料金に転嫁可能。各配
電会社は電気料金を算出
し、ERSPの承認を受ける。
電気料金表は 4 年間有効で
あり、四半期毎に更新。 

料金のアンバンドリ
ング体制の構築 

・卸、送電、配電／小売料金
にアンバンドル化。卸料金
はスポット市場で決定。送
電料金は規制料金（プライ
ス・キャップ制）であり、
送電システムの運用・維持
の費用回収を念頭に設定。
配電／小売料金もプライ
ス･キャップ規制の対象で
あり、スポット価格＋配電
付加価値。 

・卸、送電、配電／小売料金
にアンバンドル化。卸料金
は発電短期限界費用＋送電
ロス・コスト（ノード価格）
で、CNE により設定。送電
料金は送電システムの運用
維持のための費用を Cost of 
service ベースで回収する水
準に設定。配電料金は
Efficiency Standardによる規
制の対象であり、ノード価
格＋配電付加価値。 

・卸、送電、配電／小売料金
にアンバンドル化。卸料金
はCNDが算出する発電の短
期限界費用。送電料金は送
電システムの運営・維持及
び予想される需要を満たす
ために必要な投資のコスト
を回収する水準に設定。配
電料金は、発電コスト＋送
電コスト＋配電付加価値。

今後の設備投資への
障害 

・電気料金の凍結の解除とコ
スト回収可能なレベルへの
引き上げの見通しが不透
明。 

・価格設定における行政権限
強大。特に発電事業者はノ
ード価格の水準が低すぎる
との不満を抱いている。 
・送電線混雑を解消するため
の系統拡充をいかに達成す
るかが不透明。 

・市場支配力を有するプレー
ヤーの存在が参入障壁。 

地方電化推進への課
題 

・未電化地域の独占営業権を
国 際 競 争 入 札 す る
Output-based contract制度を
実施中。最も低い補助金を
要するオファーが落札され
る。1)

・Output-based contractを用い
た地方電化計画を実施中。
被益者等の一部費用負担が
条件。補助金は投資に対し
てのみで、運営・維持費は
電気料金を通じて回収。1)

・Output-based contractを用い
た地方電化プログラムを実
施中。地方電化プロジェク
トを競争入札にかけ、一定
額で最も多くの世帯を電化
するオファーが落札され
る。1)

1) Ray Tomkins. 2001. "Extending Rural Electrification: A Survey of Innovative Schemes." In Contracing for Public Services: 
Output-based aid and its Applications, edited by Penelope J. Brook and Suzanne M. Smith, Washington D.C.: World Bank and 
International Finance Corporation. 
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3.1.3.2. 中南米諸国の電力セクターのモデル分析 
 

項目 チリ アルゼンチン パナマ 
①電力セクターの企業形態 

民営化と新規参入者

1980年代を通じて段階的に国
営電力会社 Endesaおよび
Chilectraを垂直・水平分割･民
営化。1982年の「電力事業法」
により発電部門については新
規参入は自由化。（ただし、
水力電源開発については営業
権契約方式）。送電・配電／
小売事業への参入には営業権
契約もしくは許可が必要。 

1991年「電力民営化法」によ
り、大ブエノスアイレス電気
公社（Segba）が 4発電会社と
3配電会社、水道・電気公社
（Ayee）が 12火力発電会社と
4水力発電会社および北部パ
タゴニア水力発電公社
（Hydronor）が 5水力発電会
社に分割・民営化。次いで州
電力公社もほとんどが民営
化。発電部門及び配電部門は
新規参入も進み、発電部門は
43社、配電部門は 65社が参
入（2003年 11月現在）。送
電部門は旧公社 3社が高圧線
を所有する Transner社と地域
低圧線を運営する 5社に分割
されている。 

1995年 2月に、発電部門への
民間の参加が認められる。
1997年「電力事業枠組法」に
より、電力セクターを垂直統
合していた水力資源・電化公
社（Instituto de Recursos 
Hidráulicos y Electrificación: 
IRHE)を発電会社 4社、送電会
社 1社、配電 3社に分割の上、
発電及び配電会社を民間に売
却。発電会社は AES、ENRON、
American Generation Group、配
電会社は Union Fenosaなどが
買収。また発電部門への参入
が自由化（水力、地熱を除く）
され、7社が新規参入、特に
パナマ運河庁が旧 IRHE3社に
次ぐ第 4位の発電供給者とな
っている。配電/小売部門への
参入は地域独占営業契約の取
得が必要であり、2004年 2月
現在で新規参入はなし。送電
部門は国有の送電公社
（Empresa de Transmisión 
Eléctrica, S.A.: ETESA）が独
占。 

アンバンドリングの
状況 

発電、送電、配電／小売部門
が分離され、各部門において
も国営公社が複数の企業に分
離されている（垂直・水平分
離）。ただし、各部門間の企
業取引については法的規制が
存在しない。特に、1982年の
「電力事業法」では送電事業
が自然独占事業であるとの認
識が薄く、発電部門と送電部
門の分離が不完全。SIC、SING
の２大系統とも発電事業者が
直接・間接的に送電線の大半
を所有する構造となってい
る。 

垂直統合されていた電力公社
を複数の発電、送電、配電会
社に垂直・水平分割。送電業
者による電力の売買は禁止。
また、発電および配電事業者
による送電事業企業の所有を
原則禁止。一部の州において
は、まだ公社による垂直統合
独占が残っている。 

垂直統合型電力公社が垂直・
水平分割され、発電事業者、
送電事業者、配電事業者に分
割されている。 

メータリング業務の
開放 

開放されていない。 開放されていない。 開放されていない。 

請求書発行業務の開
放 

開放されていない。 開放されていない。 開放されていない。 

②電力取引の形態    

 
自由化の範囲（発電
競争入札/卸自由化/
卸・小売自由化） 

卸市場は完全自由化。小売市
場は大口需要家についてのみ
自由化。ただし、大口需要家
の要件が接続容量 2MW以上
と高めに設定されているた
め、自由市場参加者は少数（総
需要の 27％）。 

卸部門は完全自由化。小売部
門は大口需要家向け市場のみ
自由化。 

1995年 2月に垂直統合型国営
公社を残したまま、発電部門
への民間の参入が自由化
（Monopsonyモデル）。1997
年 2月に卸・小売自由化。た
だし、小売部門は部分的・段
階的な自由化。1997年「電力
事業枠組法」発効から 5年間
は「移行期間」定められ、大
口需要家向けを除く電力を送
電公社 ETESAが購入し配電
事業者に再販する（この規制
市場による取引が全体の 85％
以上でなければならない）。
2002年以降は ETESAのシン
グルバイヤー機能は廃止さ
れ、配電会社との相対契約も
自由化。大口需要家の要件は
段階的に引き下げ。 
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項目 チリ アルゼンチン パナマ 

 

市場モデルの分類
（シングルバイヤー
/強制プール/任意プ
ール/相対契約） 

相対契約＋発電事業者間の協
調的プール。 

相対契約＋任意プールモデ
ル。 

「移行期間」はシングルバイ
ヤーモデルと相対契約＋任意
プールモデルの混合。2002年
より相対契約＋任意プールモ
デルに移行。 

 
発電プラントの運用
計画作成／ディスパ
ッチ 

相対契約は物理的運用計画を
拘束しない。CDECが算出す
る各発電プラントの短期限界
費用に基づきディスパッチを
行う。 

CAMMESAが各発電事業者か
ら申告された短期限界費用を
基にプラントの運用計画を策
定し、ディスパッチを行う。
相対契約は金融取引にとどま
り、CAMMESAのディスパッ
チには影響を与えない。 

相対契約は経済的取引のみを
拘束。物理的なプラント運用
計画はシステム・オペレータ
ー（CND)が申告された各プラ
ントの短期限界費用に基づき
ディスパッチを行う。 

 発電容量市場／容量
確保義務 

発電事業者は SEが算出する
翌年ピーク時需要量に一定の
予備マージンを加えた容量・
エネルギーを確保しておく義
務が課せられている。CDEC
は各発電事業者毎に容量確保
義務の過不足を算出し、ピー
ク時容量取引の移転を行う。
取引価格は短期限界費用に基
づく規制スポット価格であ
り、CDECが計算する。なお、
チリの卸市場においては電力
と発電容量が取引されてきた
が、容量に対する報酬につい
ては政令レベルの規定にとど
まり、法的な根拠が弱いとさ
れてきた。2004年に成立した
「電力事業法改正法」では、
発電容量市場の法的位置付け
を明確化している。 

発電容量市場が存在。配電会
社は長期契約を通じて需要を
満たすに十分な容量･エネル
ギーを確保する義務を有す
る。電力不足により一定の質
の電力を供給できなかった場
合は、罰金が課される。 

配電事業者は翌年に予想され
るピーク時需要を満たすに十
分な容量を事前に相対契約で
確保する義務を有する。契約
でカバーされない需要につい
ては、配電会社は予備電力市
場で必要な発電容量の確保を
しなければならない。予備電
力確保は CNDが発電の限界
費用に基づく競争入札で行
う。 

 派生市場 派生市場は存在しない。 派生市場は存在しない。 派生市場は存在しない。 

 発電事業者参入資格
（最低規模） 

発電部門に参入するための最
低規模は特に定められていな
い。 

規模による参入資格を特に規
定されていない。 

特に定められていない。 

 小売市場開放度 

長期契約市場に参入できる大
口需要家の要件が接続容量
2MW以上と敷居が高いため、
自由市場への参入者数は限定
され、規制市場が全消費量の
60%を占めている。自由市場
の参加者を拡大する目的で、
2004年 2月の「電力事業法改
正法」により、自由市場に参
入できる要件が 2MWから
500kWに引き下げられた。 

大口需要家市場のみ開放。大
口需要家は 3種類が設定され
ている：GUMA（接続容量１
MW以上、年間消費量
4,380MWh以上）、GUME（接
続容量 30～2000kW）、GUPA
（接続容量 30～100kW）。
30kW未満の消費者は配電会
社を通じて電力を購入。市場
のシェアは大口需要家が約
20％、小口需要家が約 80％と
なっている。 

ピーク時需要が 500kW以上の
需要家は大口需要家として電
力供給先を自由に選択でき
る。自由化段階での大口需要
家の需要は総需要量の 8％に
過ぎないが、大口需要家の要
件であるピーク時需要は段階
的に引き下げられ、2005年 1
月以降は 100kW以上となる。

 電力市場（取引所）
の運営主体 

各系統に電力施設の運用の調
整を行うために経済給電セン
ター（CDEC)が設置されてい
る。CDECは各系統に接続し
ている一定規模以上の発電及
び送電事業者の出資により設
立されており、大手発電事業
者の影響力が強いとも言われ
る。 

卸電力市場管理会社
（Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico, 
S.A.: CAMMESA)により行わ
れる。CAMMESAは政府及び
発電事業者、配電会社、大口
需要家の各業界団体の等分の
出資により設立され、現在約
2,000社・団体が参加。 

電力事業枠組法第 72条に基
づき、全国給電センター
（Centro Nacional de 
Despacho：CND）が ETESAの
内部に設置されている（ただ
し、CNDと ETESAの送電事
業は会計上分離）。 
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項目 チリ アルゼンチン パナマ 

 市場監視機関 

国家エネルギー委員会
（Comisión Nacional de 
Energía: CNE)及び電力燃料監
督庁（Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles: 
SEC）。 

国家電力規制局（Ente Nacional 
Regulador de la Electricidad：
ENRE）。主要業務は電力事業
関連の規制、管理、具体的に
は電力事業法（法律第 24065
号）の施行、営業権契約締結
の承認および管理、各事業者
の事業活動の開始／中断／再
開に関する規制、電力事業で
の禁止行為の管理（競争制限
行為、独占行為、差別行為）、
電力料金の決定基準の設定と
その運用管理、公開協議会や
公聴会の開催およびそれらに
関する規則の施行が含まれ
る。 

1996年法律第 26号で創設さ
れた公共サービス監督庁
（Ente Regulatorio de los 
Servicios Públicos：ERSP）が
電力部門での規制の遵守を監
視する。具体的には電力事業
枠組法に基づき、営業権契約
締結の承認および管理、公共
サービスの質の監視、競争制
限的な行為の排除、規制電力
料金の承認、利用者の権利と
義務の監督、違反に対する処
罰の施行などが含まれる。な
お、パナマの市場規模が小さ
いことから、公共サービス全
般（下水道、電気、放送、通
信）をカバーする機関となっ
ている。 

 市場ルール策定・変
更機関 

1978年に設置された国家エネ
ルギー委員会（Comisión 
Nacional de Energía: CNE）が電
力市場におけるルールの策定
を行う。CNEは大統領府直属
の独立行政機関である（ただ
し、法的行為は鉱業省を通じ
て行う）主要業務は、エネル
ギー産業の円滑な機能および
発展のための政策および計画
の調整。鉱業相、経済相、財
務相、国防相、大統領府官房
長官、計画・調整庁長官によ
って構成される理事会の管理
下に置かれる。 

経済省エネルギー局
（Secretaría de Energía：SE）。
政府の経済政策に沿ってアル
ゼンチンのエネルギー政策を
策定・実施する機関。具体的
には、エネルギー需要見直し
および政策を示す「プロスペ
クティバ」の作成、国内のエ
ネルギー需給バランスを維持
するために必要に応じて事業
者間のコーディネート。また、
エネルギー事業に適用される
技術基準、環境基準の確立、
エネルギー利用効率改善のた
めの計画策定も行う。 

電力市場のルールについては
CNDの作成する「電力卸市場
運用細則」を ERSPが承認す
ることで策定される。 

 系統運用者による電
力市場運営 

CDECが系統運用者と電力市
場運営者を兼ねる。CDECは
系統に接続している発電会社
の代表により経営されるが、
参加資格の発電容量が高いた
め、少数の大規模発電事業者
のみ参加可能。 

CAMMESAが系統運用と電力
市場運営を兼ねる。 

送電公社である ETESAの内
部に市場運営者である CND
が設置されている。電力市場
運営機関である CNDは
ETESAの内部局であるが、会
計上は ETESAから分離され
ている。 

 電力市場運営者によ
る送電線所有 

送電線は民間の送電会社の所
有となっている。 

送電線は民間の送電会社によ
り所有されている。 

国営公社 ETESAが送電線を
所有している。 

 
電力市場の取引調整
段階（電力市場の種
類） 

発電事業者間のプール市場で
の取引。 

スポット市場においてリアル
タイムで需給が調整される。

スポット市場で発電・配電事
業者や大口需要家が電力の余
剰・不足を調整。 

 市場参加者の応札形
態 

ノード毎の電力供給電力供給
の短期限界費用が応札価格と
なる。 

ノード毎の電力供給短期限界
費用が応札価格となる。限界
費用は各発電事業者が半年毎
に自己申告する。 

発電の短期限界費用が応札価
格となる。 

 市場価格 

CDECが限界費用の低い順に
落札していき、最後に落札さ
れた発電所の限界費用が取引
価格となる。 

CAMMESAがメリット･オー
ダーでディスパッチし、最期
にディスパッチされた発電所
の限界費用が市場価格とな
る。他方、配電事業者はスポ
ット市場における電力の調達
に際して「季節価格」と呼ば
れる価格を支払う。これはス
ポット市場における価格変動
が最終消費者に与える影響を
緩和することを目的に設定さ
れているもので、予想される
スポット価格の平均を算出し
たもの。四半期毎に改定され
る。スポット価格と季節価格
の差から生じる利益・損失は
価格安定基金を通じて調整さ
れる。 

オークション方式。最後落札
されたオファーの価格がスポ
ット市場価格となる。 
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 送電線混雑管理方式

送電線の制約を反映した資源
配分を促すために地域毎の電
力供給限界費用であるノード
価格を設定している。また、
2004年 2月の「電力事業法改
正法」においては、ある地点
の送電線混雑が系統全体に影
響を与える可能性がある場合
は系統分離を行うことが認め
られた。 

送電線の制約を反映した資源
配分を促すために地域毎の電
力供給限界費用であるノード
価格を設定している。スポッ
ト市場での取引分について
は、CAMMESAが送電制約を
考慮してディスパッチを行
う。送電制約等により系統全
体に影響が及ぶ可能性のある
場合は、系統を分離すること
ができる。 

 

 アンシラリーサービ
スの調達方法 

1982年の「電力事業法」にお
いてはアンシラリーサービス
に関する規定が存在せず、そ
の調達方法やサービスに対す
る報酬が不透明であった。
2004年 2月に成立した「電力
事業法改正法」は電力供給の
安定性に資する補完的サービ
ス市場のルールを整備する旨
規定している。 

運転予備力及び待機予備力の
市場が存在している。また、
各発電事業者に周波数制御サ
ービスの提供が義務付けられ
ている。 

周波数制御、電圧制御、需給
バランス調整、予備力などの
アンシラリーサービスはCND
の認可を得た発電事業者や大
口需要家などが供給する。 

③電力セクターの政策・計画立案の仕組み 

電源計画 

CNEは将来 10年間のピーク
時の需要を予測し、将来４年
間これらの需要を満たす最も
効率的な電源開発・系統拡張
計画を策定している。しかし
ながら、この計画は「ノード
価格」の決定のために行われ
るもので、強制力を持たない。

SEが電源開発計画を策定す
るが、計画に強制力はない。

「移行期間｣中は ETESAが強
制力をもつ電源拡充計画を策
定するが、「移行期間」終了
後は ETESAの計画は指針的
性格を持つものとなり、実際
の投資決断は民間に委ねられ
る。Esti水力発電所完成後は、
政府は新しい電源開発を行う
意図はない。 

系統計画 

送電線拡充の費用は送電会社
ではなく送電線の利用者負
担。CNEが「ノード価格」決
定のために行うが、強制力を
持たない。送電部門への投資
が進んでいないことから、政
府は電力事業法改正法案に強
制力を持つ送電システム拡張
計画を盛り込んだ。これは送
電設備の所有者、利用者及び
規制機関が共同で投資計画を
策定するメカニズムを構築し
ようとするものであったが、
電力会社の多くは強く反発
し、議会の審議で送電線拡充
計画に関する部分は削除され
た模様。 

送電線拡充の費用は送電会社
ではなく利用者負担。系統拡
張計画は立てられていなかっ
たが、市場シグナルが送電線
拡充への十分な投資を誘発し
ていないとの判断から、1999
年に高圧線拡充のため「連邦
送電信託基金（Fondo 
Fiducuario del Transporte 
Eléctrico Federal: FFTEF)」が創
設された。SEが「連邦送電計
画（Plan Federal de Transporte 
de Energía Eléctrica en 
500kV）」を策定し、
MEM-MEMSP接続など 4案件
が選定されている。FFTEFの
財源はスポット市場価格へ
$0.6/MWhの上乗せにより賄
われ、大口需要家及び配電事
業者が支払う（最終的には需
要家に転嫁）。 

ETESAが COPEの定めた基
準･政策に沿って策定。今後
15年間について電源開発の複
数シナリオを想定。各シナリ
オ毎にディスパッチング案を
策定、各案の財政コストを検
討した上で、推奨される拡充
計画を決定する。現在の計画
は 1999～2015年のもので、
2003年よりは強制力を失い指
針的なものとなる。計画は毎
年改訂される。 
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送配電料金算定方式

送電料金は①可変料金と②固
定料金の 2つが存在。①は送
電ロスの回収を意図してお
り、配電会社が電力を引き出
す際の購入価格である「ノー
ド価格」と発電事業者を注入
するノードにおける受け取り
価格の差である。②は発電事
業者の「影響地域（area de 
influencia）」内の送電線ネッ
トワークの固定費用の回収を
目的としている。「影響地域」
外のノードにおいて取引する
場合は更に追加料金が生ず
る。実際には「影響地域」の
法律上の定義が曖昧なため、
固定料金は利用者と送電会社
の交渉により決定されてい
る。当初、送電線拡充のため
の投資費用は送電料金には含
まれず、送電線利用者と所有
者の交渉により決定されるこ
とになっていたが、1990年の
電気法改正により送電会社に
資本費用分の回収が認められ
た。配電料金は配電会社が受
け取る小売料金に含まれ、①
配電中の電力ロス、②配電設
備の投資費用、維持・運営経
費の回収を念頭においてい
る。 

送電料金は①可変料金、②固
定料金から構成される。①は
送電ロスの回収を目的として
おり、電力を注入するノード
と引き出すノードにおける送
電ロス・ペナルティ（ノード
係数）が異なることから生じ
る供給側の受け取り額と需要
側の支払額の差を通じて徴収
される。②には、(i)送電線へ
の接続料金、(ii)送電容量に関
する固定料金および(iii)補助
料金がある。(i)は送電線接続
に要する設備の費用を回収す
るためのもの、(ii)は送電線の
使用に対する報酬で１時間
100km当たりの固定料金が電
圧別に規定されている。(iii)
は送電線拡充工事の費用を回
収するものである。配電料金
は配電会社が受け取る電気料
金に含まれて徴収される。料
金設定は配電線拡充の投資費
用を含む費用配電ネットワー
クの固定費用の回収を念頭に
おいている。 

送電網の運用・管理、予想さ
れる需要に見合った電力の安
定供給を可能とする投資の費
用をカバーするものでなけれ
ばならない（第 101条）。送
電料金の構成は、①接続料、
②送電線利用料、③電力卸市
場管理料金。①は系統への接
続に必要な設備に対する料金
で固定、②は送電容量に対す
る料金で距離に応じて 10地
域毎に料金が設定、③は CND
の電力市場管理運営に対する
料金で全市場参加者が発電設
備容量に応じて支払う。配電
会社が受け取る小売料金は、
電力調達コストに①配電線接
続・利用コスト、②配電中の
電力ロス、③一般管理費、メ
ータリング、請求書送付など
配電事業の必要経費、④公共
街灯設備への電力供給コス
ト、を加えたもの。 

送配電線系統の運
営・管理：PBR
（Performance-Based 
Regulation） 

送電会社の収入については
cost of serviceに基づき決定さ
れ、PBRは存在しない。配電
事業者の収入は電力小売料金
レベルのプライス･キャップ
と配電部門全体における報酬
率への上限・下限（6～14％）
が課せられており、その範囲
での効率化が求められてい
る。 

プライス・キャップによる収
入制限を採用しており、 PBR
は採用されていない。 

送電会社 ETESAの収入は、そ
の投資額に対して 30年物米
国財務省証券の年利から 5～
9％ポイントの範囲に収めら
れる。配電事業については、
モデル企業の効率を基に収益
率に上限が課されており、そ
の範囲内での効率化が求めら
れる。 

エネルギー政策立案

1978年にエネルギー政策や規
制に関する政府の諮問機関と
して電気事業委員会（CNE）
が設立され、電力構造改革の
制度設計を行った。この成果
として、1982年には自由化を
主眼とした電力法が公布さ
れ、限界費用に基づく電気料
金の設定についての政策が示
された。 

経済省の下部組織であるエネ
ルギー庁（Secretaría de 
Energía)が電力構造改革を策
定。また連邦・州政府の電力
政策の諮問機関である CFEE
において、中央・州政府の役
割を調整。 

電力事業枠組法第第 7 条に基
づき、企画・経済政策省管轄
下にエネルギー政策委員会
（ Comisión de Política 
Energética：COPE）が設置（現
在は財務・経済省管轄）。エ
ネルギー政策の最高意思決定
機関であり、その役割は、(i)
電力を含むエネルギー部門の
総合政策の策定、(ii)エネルギ
ー政策の実施、(iii)エネルギー
政策に関する行政府への諮
問、(iv)エネルギー政策の実施
に必要な法案の提出。COPE
の議長は企画・経済政策相も
しくは次官が務め、貿易産業
相（次官）及び財務相（次官）
から構成される。事務局長は
5 年の任期で政府により任命
される。 
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都市電化と地方電化
の分離 

地方電化は政府が補助金を支
出し、再生可能エネルギーに
よる発電の奨励などを通じて
行う。統括機関はCNEであり、
1994年に地方電化計画
（Programa de Electrificacion 
Rural: PER）が策定されてい
る。財源は内務省地域・行政
開発次官補の管轄下にある地
域開発基金（FNDR）。2000
年地方電化率は 75％。
Output-based contractingによ
る地方電化プロジェクトへの
補助金支出。2006年までに全
ての州における電化率を 90%
に引き上げることを目標とす
る。Output-based contractを競
争入札。 

人口希薄な内陸部の電化は都
市電化と分離されており、政
府（エネルギー庁）が総括。
スポット市場価格への上乗せ
料金（＄2.4/MWh）を用いて
設立された国家電力エネルギ
ー基金（FNEE）の 40％が内陸
部電力開発基金（FEDEI）に
当てられている。電化計画の
策定･実施は地方政府主導。
FNEEはエネルギー庁や各州
の代表から構成される連邦電
力審議会(Consejo Federal de la 
Energía Eléctrica: CFEE)により
運営される。一定地域におけ
る地方電化の独占営業権を競
争入札。最も低い補助金を要
するオファーを落札する。 

地方電化は都市電化と分離さ
れており、地方電化局（Oficina 
de Electrificación Rural: OER)
が政府一般予算を用いて行
う。OERは当初大統領府直轄
であったが、1999年に社会投
資基金（Fondo de Inversión 
Social: FIS)に移管された。地
方電化プロジェクトは競争入
札で、一定額で最も多くの世
帯を電化するオファーが落札
される。 

回収不能投資費用の
評価法 

回収不能投資費用については
特に規定がない。 

回収不能投資費用については
特に規定がない。 

回収不能投資費用については
特に規定がない。 

回収不能投資費用の
回収法 

回収不能投資費用については
特に規定がない。 

回収不能投資費用については
特に規定がない。 

回収不能投資費用については
特に規定がない。 

企業間取引の規制等

チリにおいては発電、送電、
配電部門間の兼業も規制され
ておらず、企業活動の自由度
が高いことが特徴。特に発電
部門と送電部門においては垂
直統合の度合いが高くなって
おり、新規発電事業者への参
入障壁となっている。 

送電会社による電力の売買は
禁止。発電、配電会社、大口
需要家による送電会社の所有
や過半数の株式保有を原則禁
止。送電会社間もしくは配電
会社間の系列化・合併はENRE
の承認が必要。 

電力事業者は発電、送電、配
電、輸出入のいずれかひとつ
の部門のみに参入可能。発電
事業者が配電会社の経営に直
接･間接的に参加することは
禁止。また、全国電力消費の
25％を越えるシェアを達成す
る営業権を申請することはで
きない。配電会社は営業権を
獲得した地域の需要の 15％を
超える電力を供給する発電事
業者と資本関係を結ぶことは
禁止。 

規制組織・機関 

CNEが料金（｢ノード価格」）
設定など規制機関としての役
割も有する。電力燃料監督庁
（Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles: 
SEC）は、発電、送電、配電
の法律、規制、技術基準の順
守状況の監視、配電設備、水
力発電所建設、変電所、送電
線敷設の暫定許可（事前調査
のための許可）の発行、また、
認可業者のサービス品質もチ
ェックなどを行う。最終営業
権の発行は経済開発再建省の
権限となっている。企業間取
引の規制は公正取引委員会が
行う。 

自然独占事業における参入、
価格、品質、企業間取引の規
制については ENRE、電力卸
市場運営の規制に関しては
CAMMESAが担当する。規制
枠組は SEが策定する。 

ERSPが独立機関として、①発
電所の建設・運用、送電事業、
配電事業の許可・独占営業権
の付与、②規制料金（送電料
金、小売料金）の算出の基準
設定と料金の承認、③系統接
続のための技術的基準の設
定、④相対契約の基準・手続
きの設定、⑤CNDが策定した
電力卸市場の運用細則の承認
などを担う。 

 電力事業法・関連法
令 

1982年の「電力事業一般法」
は、政府の許認可や営業権契
約の対象となる活動、規制価
格の対象や算出基準などを規
定。この「電力事業法」を実
情に合わせ更新・肉付けした
ものが 1998年の「電力事業法
の細則を定める政令第 327
号」。この「細則」には CDEC
の組織や機能についても定め
られている。電力小売料金を
算出する際に用いられる公式
は経済開発再建省省令により
定められる。現行の公式は
2000年 11月の「配電会社の
料金算出式を定める経済開発
再建省省令第 632号」で定め
られている。 

1991年法律第 24065号「電力
民営化法」により、①自由化
される分野と規制の対象とな
る分野の区別、②規制機関と
して ENREを創設。電力卸市
場のルールや系統への接続に
ついては CAMMESAの「電力
卸市場運営手続き
（Procedimientos）」に規定さ
れている。 

1996年法律第 26号により
ERSPが創設され、公共サービ
ス関連法規の遵守を監視する
役割が定められた。1997年「電
力事業枠組法」は電力事業に
おける各種規制と ERSPの権
限が定められている。さらに、
1998年大統領令第 22号によ
り「枠組法」の細則が定めら
れている。電力卸市場の技術
的基準や市場ルールについて
は CNDが作成し ERSPが承認
した「電力卸市場運用細則」
が存在する。 
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電力設備の新設・運
用に関する許認可・
規則・基準・資格制
度 

火力発電設備の建設には許認
可必要なし。水力電源開発に
関しては SECまたは経済開発
再建省の許可もしくは営業権
契約を必要とするほか、水利
法に基づき陸表水の使用権の
獲得が必要。電力セクターの
営業権や許可の対象はチリ国
民もしくはチリ法に則り設立
された会社（合資会社を除く）
に限られる。事前調査を目的
とする暫定許可については
SEC に申請を提出、公報での
公表から 90 日以内に許可の
付与が決定。最終許可は経済
開発再建省に申請、120 日以
内に許可の付与が決定。 

水力以外の発電所建設につい
ては営業権契約、許認可を必
要としない。水力発電につい
ては政府による独占営業権の
付与が必要。 

火力発電に関しては ERSP の
許可、水力･地熱発電は ERSP
からの独占営業権の付与が必
要。許可に関しては、所定の
環境、安全･衛生基準を満たす
ことを条件に与えられる。「移
行期間」の 5 年間は、水力・
地熱発電所の独占営業権の申
請があった場合は公開競争入
札が行われるが、「移行期間」
終了後は競争入札は必要とな
い。落札者は環境評価調査を
自然資源庁に提出し、右が認
められれば営業権を与えられ
る。水力・地熱発電所の営業
権の有効期間は 50年以下（更
新可能）。 
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3.1.4. EU 
 
3.1.4.1. EU諸国の電力構造改革の成功・課題の要因と教訓 
 
欧州では、EU加盟国の多くが 1992年、1996年の EU指令に基づいて国内電気事業の再編、
自由化を実施している。EU 指令では、系統アクセス方式や電気事業のアンバンドリング
が規定されているが、それぞれ複数のオプションが与えられ、具体的な制度設計は各国が

実施している。 
英国イングランド＆ウェールズ、ならびに北欧諸国（※ノルウェーは EU非加盟）は、EU
指令以前に既に電力構造改革が実行されてきたエリアである。前者では当初、89年電気法
に基づき 1990年に電気事業の民営化とプール市場の創設という形で構造改革が行われた。
しかしながら、強制プールという硬直的な市場モデルにより、同改革はあまり上手く機能

せず、2001年に完全任意（相対取引）モデルである NETAに移行、強制プール時代に顕在
化していた市場支配が緩和されると共に電力価格も劇的に低下し、小売部門も含めて非常

に競争的な市場が形成されている。 
一方、北欧も 1990年代前半より各国で電気事業の規制緩和、自由化が進められ、現在各国
の系統運用者が出資している電力取引所 Nord Poolも 1996年に発足された。北欧では、各
国の電源構成の違い（北部は水力、南部は火力が主）から規制緩和以前より国際間融通が

盛んになされ、国際連系線も十分に整備されている。このことが今日の効率的と評価され

る地域電力市場の形成に繋がっている。 
ドイツの電力構造改革の最も大きな特徴は、EU 加盟国で唯一、電気事業向けの独立規制
機関が設置されていないことである。系統アクセスに関する規則も、あくまで自主協定で

あり、これにより、送電線を保有する電力会社と市場参加者との間の紛争が頻発した。 
電力小売部門については、上記 3つの国・地域においては、完全（100%）自由化が実現し
ており、配電部門・小売部門のアンバンドリングがなされている。これに加え英国イング

ランド＆ウェールズでは検針ビジネスも配電部門から分離され、競争が導入されている。 
以上から、前出 3つの国・地域の電気事業規制緩和が他国の電力構造改革に与える教訓と
しては、以下のような点が挙げられる（詳細は下表参照）。 

・少数の市場参加者による硬直性の強い市場の形成は、市場の混乱を招く。 
・十分な参入者数と効率化が見込まれる事業には競争導入の可能性を模索する必

要あり。 
・系統アクセスについては、独立規制機関監督の下、明確なルールが不可欠。 
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表 3.1.4-1 EUにおける電力構造改革の成功/課題要因・教訓 

 英国イングランド 
＆ウェールズ 北欧 ドイツ 

電力セクター改革に
おける成功のポイン
ト 

・ 電気事業再編以前より発
電/送電/配電は別部門とな
っており、スムーズにアン
バンドリングを実現 

・ 送電事業（NGC）に対する
インセンティブ規制（収入
キャップ）を適用 

・ 配電会社による積極的な
発電資産買収により発電
事業者数が増加。 

・ 取引調整方式の変更
（NETAへの移行）により
市場支配を緩和し、価格が
安定化 

・ 各国間の電源構成の違い
から、古くから国際間融通
が行われ、国際連系線も整
備されているため、コスト
効率的な電力市場を形成。

・ 送電会社の電力取引所
（Nord Pool）への共同出資
による、系統運用と密着し
た電力取引を実施。 

・ Nord Poolにおける多様な
商品ラインナップが取引
の流動性を増大。 

 

電力セクター改革の
課題要因 

・ 強制プール時代は、特定発
電事業者による市場支配
力行使が顕著。 

・ 水力が約半数を占めるた
め、渇水時には電力価格が
高騰。 

・ 独立規制機関が設置され
ておらず、系統アクセスを
巡る紛争が頻発。 

他国への今後の教訓 

・ ネットワーク事業者の収
入、料金設計には、PBRを
適用し、生産性向上のイン
センティブを与えること
が重要。 

・ 少数の市場参加者による
硬直性の高い市場の形成
は、市場の混乱を招く。 

・十分な参入者数と効率化が
期待できる（既存電力会社
の）事業には競争導入の可
能性を模索する必要あり。

 ・ 系統アクセスについては、
独立規制機関監督の下、明
確なルールが不可欠。 

規制委員会の役割と
今後の展望 

・ 電力・ガス市場の規制は
Ofgemが実施。取引調整方
式の変更や市場監視を実
施。唯一の公設市場である
バランシングメカニズム
のコード類は、NGCの非
営利子会社である Elexon
が管理。 

・ スウェーデンは、独立規制
機関 Swedish National 
Energy Administrationを設
置。ノルウェーは水資源エ
ネルギー庁が電気事業も
規制している。 

・ 電気事業向けの独立規制
機関なし。連邦カルテル庁
が事後規制（紛争処理）の
みを実施。2004年 7月に
独立規制機関設置予定。 

料金のパススルー制
度の構築 

・ 供給事業は配電事業から
アンバンドル化されてお
り、卸電力の調達コストは
最終需要家に転嫁可能。 

・ 同左 ・ 小売部門は完全に自由化
されており、需要家に卸電
力コストを転嫁すること
ができる。但し、需要家の
供給事業者乗り替えは殆
ど起こっていない。 

料金のアンバンドリ
ング体制の構築 

・ 発電、送電/バランシング
サービス、配電/小売料金
にアンバンドル化。 

・ 発電、送電、配電/小売料
金にアンバンドル化。 

・ 発電、送電、配電/小売料
金にアンバンドル化。 

今後の設備投資への
障害 

・ 特になし ・ 特になし ・ 特になし 
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3.1.4.2. 英国イングランド＆ウェールズの電力セクターのモデル分析 
 

項目 概要 

①電力セクターの企業形態 

民営化と新規参入者 

サッチャー政権の民営化政策の下、1989年電気法に基づいてそれまで国営だった中
央電力発電局（CEGB）、地方配電局（Area Board）が民営化され、併せて送電会社
NGCが運営する電力プール市場が設置された。このプール制度は、1990年 4月以
降 11年間にわたって運用がなされてきたが、発電事業者の市場支配力行使 によっ
て思うほど電力価格の低下が進まなかったこと等により廃止され、2001年 3月 27
日からは、民間パワーエクスチェンジ＋RTPAを市場モデルとする新たな卸電力取
引制度 NETAの運用が開始されている。NETAの下では、卸電力取引は市場参加者
間で自由に行われるようになり、OTC市場やパワーエクスチェンジが急速に発展し
た。 
小売部門の自由化は、1990年 4月に 1,000kW超の大口需要家を対象に開始されたの
を皮切りに段階的にその範囲拡大がなされ、1999年に家庭用需要家を含むすべての
需要家が供給事業者の選択を行えるようになったことで完了済み。供給事業者の変
更率は、業務用・産業用需要家で 6割以上、家庭用需要家でも 4割弱で、活発な競
争が行われている。 
競争原理は、発電・小売供給事業だけでなく、検針ビジネスにも導入されている。

アンバンドリングの状況 

旧体制（89年電気法以前）から新たに発電部門と送電部門、配電部門と小売部門が
分割され、発電／送電／配電／小売のアンバンドリングが実現。配電部門と小売供
給部門には、組織分離と会計分離が義務づけられている。一方で、特にプール制が
廃止された NETA移行後、配電会社による発電所の買収、或いは発電事業者による
配電会社の買収によって、垂直統合化の動きが見られる。 

メータリング業務の開放 開放されている。 
請求書発行業務の開放 開放されていない。 

②電力取引の形態 

 自由化の範囲（発電競争入札
/卸自由化/卸・小売自由化） 卸・小売自由化。 

 
市場モデルの分類（シングル
バイヤー/強制プール/任意
プール/相対契約） 

NETAにより強制プールモデルから相対契約モデルに移行。 

 発電プラントの運用計画作
成／ディスパッチ 

市場参加者が自身で運用計画を作成し、ディスパッチを実施。但し、5万 kW以上
の発電ユニット、負荷に係る取引計画は NGCに提出され、NGCはそれに基づいて
需給調整市場（バランシングメカニズム）の運営、バランシングメカニズムへの入
札がなされた発電ユニット、負荷に対して需給調整能力のディスパッチを行う。 

 発電容量市場／容量確保義
務 なし。 

 派生市場 UKPX、IPEなどの民間取引所に開設されている。 

 発電事業者参入資格（最低規
模） なし。 

 小売市場開放度 100%。1990年より段階的に範囲が拡大され、1999年に家庭用需要家を含む全需要
家への市場開放を達成。 

 電力市場（取引所）の運営主
体 

卸電力の取引所は UKPX、IPEなどの民間が運営。その他、NGCが需給調整市場に
相当するバランシングメカニズムを運営。 

 市場監視機関 Ofgem。 

 市場ルール策定・変更機関 市場全体の取引調整ルールは、Ofgemが中心となって策定。バランシングメカニズ
ムの取引ルールは、NGCの 100%子会社 Elexon管理の下、官民合同で作成される。

 系統運用者による電力市場
運営 

系統運用およびバランシングメカニズムの運営は NGCが実施。卸電力市場運営は
民間が行う。 

 電力市場運営者による送電
線所有 送電線はバランシングメカニズムの運営も行う NGCの所有となっている。 

 電力市場の取引調整段階（電
力市場の種類） 電力受け渡しの前日と 1時間前の 2段階。 

 市場参加者の応札形態 民間取引所でもバランシングメカニズムでも、市場参加者は原則、任意価格で応札
できる。 

 市場価格 
卸電力の市場価格は、民間取引所で決められており、特に規制はない。バランシン
グメカニズムでの価格決定方式は、成約した市場参加者の応札価格とな
る”Pay-as-Bid”方式。 

 送電線混雑管理方式 送電混雑は、NGCがその解消用に市場から調達した電力を用いて解消する。 

 アンシラリーサービスの調
達方法 

バランシングサービス以外のアンシラリーサービスは、NGCが発電事業者との相対
契約に基づいて調達し、供給を行う。 

③電力セクターの政策・計画立案の仕組み 
電源計画 － 
系統計画 NGCおよび配電会社が策定し、Ofgemに提出。送電線の建設も NGCが実施。 
送配電料金算定方式 

送配電線系統の運営・管理：
PBR（Performance-Based 
Regulation） 

送電会社である NGC、ならびに配電会社の収入管理には、それらが顧客から回収で
きる料金収入に上限を設定する「収入キャップ方式」が適用されている。同方式の
下、送配電事業者の報酬率は、設備投資費用や O&M費だけでなく、経営効率化や
供給品質を加味したパフォーマンスにより左右される仕組みとなっており、供給品
質の維持向上や送配電事業者による効率的な設備投資、効率的な財務管理などの実
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項目 概要 

践のインセンティブとなることが期待されている。 
エネルギー政策立案 エネルギー全般の政策は、DTIが策定。 
都市電化と地方電化の分離 － 

電気料金（デフォルト・サー
ビス） 

2002年 4月より小売電気料金に関する規制は完全に撤廃され、自由価格による競争
が行われている。この背景には、配電ライセンスと供給ライセンスの分離によって、
既存配電会社の需要家がすべて供給事業者に割り振られたことで小売部門の競争
が活性化されたことがある。 

 
回収不能投資費用の評価法 
 
 

回収不能投資費用の回収法 

回収不能投資費用の評価・回収法は、原子力発電の CEGBからの Nuclear Electricへ
の移行、Nuclear Electricの民営化時に検討がなされた。89年電気法に基づいて CEGB
から Nuclear Electricに移管された原子力発電プラントは、廃炉コスト、使用済み燃
料コストを考慮した場合に運転コストが市場価格を上回ることが想定されたため、
これを補助する目的で供給事業者からその売上に一定比率を乗じた金額を徴収し、
高コストな非化石燃料発電に分配する化石燃料課徴金（Fossil Fuel Levy）制度を導
入。また、原子力関連の莫大な債務を解消するために、廃炉に係る費用を Nuclear 
Electricから独立した特別な引当金により補填。 

企業間取引の規制等 配電会社～小売供給事業者間の情報の融通は、配電運用に必要な情報を除き禁止さ
れている。 

規制組織・機関 Ofgemは電力・ガス市場を規制。 

 電力事業法・関連法令 【全般】89年電気法（Electricity Act 1989）、2000年公益事業法（Utilities Act 2000）
【各事業部門】発電／送電／配電／供給ライセンス 

 
電力設備の新設・運用に関す
る許認可・規則・基準・資格
制度 

発電設備の新設・運用に関する許認可、基準等は、89年電気法にて規定されており、
許認可権限は貿易産業相に帰属している。 
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3.1.4.3. 北欧（Nord Poolエリア）の電力セクターのモデル分析 
 

項目 概要 

①電力セクターの企業形態 

民営化と新規参入者 

スウェーデンでは、1992年 1月の事業再編に伴い、垂直統合型機能を全うしてきた
Statens Vattenfallswerk（スウェーデン電力庁）から発電部門、送電部門が分離。そ
の後も競争活性化により、地方配電公社によるトレーディング部門の売却や大手に
よる小規模電力トレーディング企業の買収など事業構造が著しく変化。 
卸電力部門の自由化は、1996年 1月施行の新たな電気法により実現。同じ年にはス
ウェーデン系統運用局 Svenska KraftnätによるノルウェーStattnet Markedへの出資に
伴って国際的な卸電力取引所 Nord Poolが誕生した。 
小売部門も、デンマークを除く他の北欧諸国と同様、既に完全自由化が実現してお
り（1996年～）、全需要家が供給事業者の選択を行える状況になっている。 

アンバンドリングの状況 

【スウェーデン】送電部門は Svenska Kraftnätにより所有されており、配電部門も法
人組織・会計分離がなされている。配電部門と小売供給部門、送配電事業と他の事
業部門との会計分離も新電気法の規定に基づき実現している。 
【ノルウェー】送電部門は国営企業である Statnettが一括運用。配電部門の他事業
からの組織分離は義務づけられていないが、配電事業者が他の事業を同一組織内で
実施する場合、つまり組織分離が行われない場合には、会計上の分離が義務づけら
れている。実態としては、大部分の大手配電会社が配電事業と小売供給事業を組織
上も分離している。 

メータリング業務の開放 開放されていない。 
請求書発行業務の開放 開放されていない。 

②電力取引の形態 

 自由化の範囲（発電競争入札
/卸自由化/卸・小売自由化） 卸・小売自由化。 

 
市場モデルの分類（シングル
バイヤー/強制プール/任意
プール/相対契約） 

任意プール（Nord Pool）＋金融的・物理的相対契約モデル 

 発電プラントの運用計画作
成／ディスパッチ 

市場参加者、Nord Poolは翌日毎 1時間の運用計画を作成し、系統運用者に提出。当
日のディスパッチも市場参加者が実施する。当日の需給状況の変化により生じた需
給不均衡分は、調整電力（Regulating Power）市場に登録された発電出力／負荷調整
能力により賄われ、この調整電力のディスパッチは系統運用者が実施する。 

 発電容量市場／容量確保義
務 

市場参加者には容量確保義務は課せられていないが、ノルウェーでは TSOの Statnett
が競争入札により一定期間にわたる調整電力を発電事業者、大口需要家から確保す
るメカニズムを導入（2000年 11月～）。 

 派生市場 Nord Poolにおいて先物・先渡市場（Eltermin）、オプション市場（Eloption）が開設
されている。 

 発電事業者参入資格（最低規
模） なし。 

 小売市場開放度 100%（スウェーデン、ノルウェー、フィンランド） 

 電力市場（取引所）の運営主
体 地域内各国の送電会社が出資する Nord Pool ASAが運営。 

 市場監視機関 【スウェーデン】Swedish National Energy Administration 
【ノルウェー】ノルウェー水資源エネルギー局（NVE） 

 市場ルール策定・変更機関 Nord Pool市場に関しては、Nord Poolが市場ルールを策定。調整電力市場について
は、各国の TSOが策定。 

 系統運用者による電力市場
運営 各国 TSOは調整電力市場を運営。 

 電力市場運営者による送電
線所有 送電線は調整電力市場の運営も行う各国 TSOにより所有されている。 

 電力市場の取引調整段階（電
力市場の種類） Nord Poolでは、電力受け渡しの前日（Elspot）と 1時間前（Elbas）の 2段階。 

 市場参加者の応札形態 Nord Poolの市場参加者は任意価格で応札できる。 

 市場価格 
Elspotでは、市場参加者の応札から生成される需給均衡価格が市場決済価格となる。
つまり、板寄せ方式が採用されている。調整電力市場については、TSOと調整電力
供給者との間での契約価格が適用される。 

 送電線混雑管理方式 送電混雑は、Nord Poolのゾーン分割により解消する。ノルウェーでは、2003/04冬
季には最大 3ゾーンへの分割が行われた。 

 アンシラリーサービスの調
達方法 

調整電力がアンシラリーサービスに相当。調整電力は、その提供者（発電事業者、
大口需要家）との相対契約に基づいて TSOが調達。 

③電力セクターの政策・計画立案の仕組み 
電源計画 － 

系統計画 ノルウェーでは、系統計画は TSOが系統増強による便益を評価した上で策定する。
送電設備の建設も TSOが実施する。 

送配電料金算定方式 

ノルウェーStatnett管内における送電料金の算定方式には、送電系統との接続点単位
で決定されるポイント・タリフ方式が採用されており、送電系統の資本費、運用費、
保守費などを回収するための接続料金、限界送電損失費用の回収を目的としたエネ
ルギー料金、送電混雑の解消に関わる増分費用の回収を目的とした容量料金の 3成
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項目 概要 

分で構成。配電料金も送電料金と同様、系統への接続点毎に算定され、固定費を回
収するための接続料金、送電損失費用を回収するためのエネルギー料金で構成され
ている。 

送配電線系統の運営・管理：
PBR（Performance-Based 
Regulation） 

スウェーデンの送配電会社の収入管理方式は、2003年に旧来の総括原価方式から供
給品質等需要家にとっての価値（Customer Value）を考慮した総収入規制方式に移
行している。ノルウェーの送配電会社にも同様の考え方に基づいた総収入規制がか
けられている。 

エネルギー政策立案 スウェーデン、ノルウェーではエネルギー全般に係る政策は政府により立案され
る。 

都市電化と地方電化の分離 － 
電気料金（デフォルト・サー
ビス） 新規参入を促すような既存電力会社の小売料金の設定変更は行われていない。 

回収不能投資費用の評価法 
回収不能投資費用の回収法 回収不能投資費用についての規定は特になし。 

企業間取引の規制等 特になし。 

規制組織・機関 

【スウェーデン】電力市場・料金規制：Swedish National Energy Administration 
        反競争的行為の規制：競争庁 
        保安規制：国家電力保安委員会 
【ノルウェー】電力市場・電力取引・料金規制：NVE 
       反競争的行為の規制：競争庁 

 電力事業法・関連法令 
【スウェーデン】電気法、送配電ライセンス 
【ノルウェー】エネルギー法、建設・運用ライセンス（発電／流通設備）、取引ラ
イセンスなど 

 
電力設備の新設・運用に関す
る許認可・規則・基準・資格
制度 

ノルウェーでは、発電設備、送配電設備の新設・運用に関する許認可、基準等は、
建設・運用ライセンスにて規定。係る許認可権限は NVEが保有している。 
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3.1.4.4. ドイツの電力セクターのモデル分析 
 

項目 概要 

①電力セクターの企業形態 

民営化と新規参入者 

エネルギー法（the German Energy Industry Act）に基づき、1998年 4月末より電気事
業の卸・小売の全面自由化が実現。自由化後も 4大電力会社グループと地方配電会
社、地方自治体営電力会社（Stadtwerk）が電力供給の中心を担っている。4大電力
会社グループの発電部門のシェアは設備容量で約 8割、発電量で約 9割を占め、IPP、
新規参入者の存在はあまり大きくない。 

アンバンドリングの状況 

EU指令における送電部門の経営分離、各事業部門の会計分離の義務付けに対応し、
エネルギー法にて、垂直統合型電気事業者の発電事業、送電事業、配電事業、非電
気事業の 4区分への会計分離、経営分離（部門別運営）、情報遮断が規定されてい
る。送電部門からの系統運用機能のアンバンドリングはなされていない。 
エネルギー経済法では、配電－小売供給業務の分離に関して規定され、両部門間の
配電系統運用に無関係な情報の融通も禁止されている。 

メータリング業務の開放 開放されていない。 
請求書発行業務の開放 開放されていない。 

②電力取引の形態 

 自由化の範囲（発電競争入札
/卸自由化/卸・小売自由化） 卸・小売自由化。 

 
市場モデルの分類（シングル
バイヤー/強制プール/任意
プール/相対契約） 

任意プール＋NTPAモデル。 

 発電プラントの運用計画作
成／ディスパッチ 

電力取引を実施している事業者はすべて需給バランスを保つバランシンググルー
プとして位置付けられ、同単位で運用計画を作成。TSOとのインタフェースの役割
を果たすバランシンググループマネージャが、グループ内で集約した発電計画
（100MW未満の発電ユニットのみ）を TSOに提出。100MW以上の発電ユニット
については、TSOが発電計画を作成する。計画に沿ったディスパッチは市場参加者
が実施する。但し、TSOが調達したアンシラリーサービスのディスパッチは TSO
が行う。 

 発電容量市場／容量確保義
務 なし。 

 派生市場 派生市場を提供している民間取引所としては EEXが存在する。 

 発電事業者参入資格（最低規
模） なし。 

 小売市場開放度 100%。段階的自由化を経ず、1998年 4月に全面自由化。 

 電力市場（取引所）の運営主
体 

卸電力の取引所は民間の EEXが運営。その他、TSOがアンシラリーサービスを競
争メカニズムにより調達している。 

 市場監視機関 連邦カルテル庁が紛争処理など事後規制のみを実施。独立した市場監視機関は存在
しない。 

 市場ルール策定・変更機関 EEX市場については EEXが市場ルールを策定。 

 系統運用者による電力市場
運営 

系統運用およびアンシラリーサービス市場の運営は TSOが実施。卸電力市場運営は
民間が行う。 

 電力市場運営者による送電
線所有 

なし。送電線は 4大電力会社グループの TSOが所有。TSOは卸電力市場の運営は
行っていない。 

 電力市場の取引調整段階（電
力市場の種類） 原則、電力受け渡しの前日 1回のみ（※給電計画の調整段階）。 

 市場参加者の応札形態 民間取引所でもアンシラリーサービス市場でも、市場参加者は任意価格で応札でき
る。 

 市場価格 卸電力の市場価格は、民間取引所で決められており、特に規制はない。EEXのスポ
ット市場では、板寄せ方式、ザラ場方式が併用されている。 

 送電線混雑管理方式 

TSOは、受領した取引計画において、送電混雑を発生させる取引を検出した場合に
は、少なくとも同取引に関連する混雑継続時間、混雑解消方法、混雑解消のための
スケジューリングに要する時間を公表し、適宜混雑に関係する取引の認定／拒否を
行う。 

 アンシラリーサービスの調
達方法 

TSOが競争メカニズムにより調達するアンシラリーサービスは、 
・Primary Control（一次制御予備力）…ガバナフリーによる自律制御能力 
・Secondary Control（二次制御予備力）…AFC 機能付き発電ユニットにより提供さ
れる出力調整能力 
・Minute Reserve（ミニット予備力）…供給力不足時に TSOの給電指令から 5分以
内に負荷追従を行え、二次予備力レベルの回復に資する調整能力 
の 3種類。 
TSOの一つ、RWE netでは、一次予備力、二次予備力を競争入札による期間 6カ月
間の長期契約、ミニット予備力を競争入札に基づく 1日単位の契約で調達 

③電力セクターの政策・計画立案の仕組み 
電源計画 発電所所有者が作成し、TSOが取り纏めを行っている。 

系統計画 

各 TSOが系統計画の策定ならびに実行についての責任を負う。計画作成にあたって
の基本的な概念は、作成時点における需給断面、既に系統を利用している、或いは
今後系統を利用する可能性のある市場参加者のニーズを考慮して、その中で最も経
済的と考えられる設備計画を作成するというもの。計画案の作成後の計画の実施、
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項目 概要 
計画に盛り込まれた増強設備の収用・建設に関する自治体や地元住民への説明やそ
れらの許諾に係る手続きも、TSOの役割とされている。 
自由化前後において、計画の策定、実行に係るプロセスに変更はなく、将来の電源
投資に係る不確実性や電力価格の予測結果を考慮した設備計画方法は採られてい
ない。 

送配電料金算定方式 

送配電系統の利用者には、系統使用料金協定（”Associations’ Agreement on Criteria 
to Determine Use-of-System Charges for Electric Energy and on Principles of System 
Usage”；通称「VVII+」）の原則に沿って決められた系統使用料金（Use-of-System 
Chargesまたは System Usage Charges）が課金され、同料金を通じて、 
1) 送配電インフラ費用…送配電線，変圧器，遮断器など 
2) 系統サービス費用…一次・二次制御予備力，電圧制御，送電ロス補償など 
3) 検針・決済費用 
が回収される。系統利用者の需要設備の系統接続電圧レベル（超高圧／高圧／中圧
／低圧）別に算定される、需要料金（demand rate）と電力量料金（energy rate）の二
部料金制となっている。 

送配電線系統の運営・管理：
PBR（Performance-Based 
Regulation） 

PBRは適用されておらず、送配電事業者は、先の系統使用料金協定により定義され
る系統使用料金を通じて費用回収が行える。 

エネルギー政策立案 エネルギー全般の政策は、連邦政府が策定。 
都市電化と地方電化の分離 － 

電気料金（デフォルト・サー
ビス） 

小売電気料金は、電力会社の原価申請、（電力会社の本社が立地する）各州の経済
省の認可により決定。料金水準には上限規制がかけられているものの、その範囲内
であれば、電力会社は任意に料金設定を行える。自由化前後で算定方式の変更はな
く、新規参入を促すような既存電力会社の電気料金設定等は行われていない。 

回収不能投資費用の評価法 
回収不能投資費用の回収法 回収不能投資費用についての規定は特になし。 

企業間取引の規制等 特になし。 

規制組織・機関 

電気事業向けの独立規制機関は設置されていない。但し、このことに伴う紛争の発
生や批判から、連邦政府は独立規制機関の設置を 2004年 7月までに実現すること
を 2003年 3月に決定、通信・郵便事業監督庁（RegTP）がその役割を司ることにな
る見込み。 
送配電料金に係る規則（系統使用料協定）、グリッドコード（Grid Code 2000）は共
に法的に担保されたものではなく、産業団体の自主協定。 

 電力事業法・関連法令 【全般】エネルギー法 
【料金】連邦電気料金令 

 
電力設備の新設・運用に関す
る許認可・規則・基準・資格
制度 

1998年のエネルギー法により発電設備、送電設備の建設に係る許認可、資格等の規
制は撤廃済み。 
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3.2. 電力構造改革のモデル化 
 
3.2.1. 電力構造改革諸制度のベストプラクティスと成立条件 
 
本項では、調査対象国における電力構造改革関連法制度等の整備状況、及び各国の電力

構造改革に向けての課題を明らかにするために、3.1.1～3.1.4にて示した比較対象国・地域
における電力構造改革から得られる教訓、ならびに電力構造改革のモデル分析結果を基に、 

• 電力構造改革諸制度の制度設計の方向性 
電力構造改革に関わる各制度設計項目（＝電力構造改革モデルの各分類視点）

に対する、比較対象国・地域の制度および課題から現状考え得るベストプラクテ

ィス 
• 電力構造改革関連諸制度の制度設計のタイミングと成立条件 

電力構造改革に関わる各制度設計項目について、制度変更が必要とされる構造

改革のタイミング、ならびにそれぞれの効果的実施のために事業環境や規制機関、

事業者に求められる要件 
について分析を行った結果を示す。 
 
分析結果は、表 3.2.1-1 の通り。ここで、制度設計のタイミングは、旧来の電気事業体

制から次に挙げる電力市場モデルへの移行段階を表している。 
 シングルバイヤー（ベーシック）モデル 

競争導入は、卸電力部門に対してのみ。独立したシングルバイヤーが競争入札に

より発電事業者との固定的な契約に基づいて卸電力を調達する市場モデル。 
 シングルバイヤー（強制プール）モデル 

競争導入は、卸電力部門に対してのみ。独立したシングルバイヤーが電力プール

市場を運営し、あらゆる卸電力が同市場を介して取引される市場モデル。 
 卸競争モデル 

競争導入は、卸電力部門に対してのみ。電力プール市場の有無に関わらず、卸電

力は市場参加者の任意の形態で取引される市場モデル。 
 卸・小売競争モデル 

卸電力部門、小売電力部門双方に競争導入がなされた市場モデル。需要家は旧来

の電力会社（配電会社）以外の供給事業者も選択することができる。 
 
また、表 3.2.1-2～表 3.2.1-5 は、表 3.2.1-1 を基に整理した上記各電力市場モデルを採
用する場合のセクター改革の成立条件を示している。 
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表 3.2.1-1 電力構造改革諸制度のベストプラクティスと構造改革の成立条件 

制度設計のタイミング 

分類視点 
制度設計の方向性 

（先行国のﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽ） ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｲﾔｰ

（ﾍﾞｰｼｯｸ）

ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｲﾔｰ 
（強制ﾌﾟｰﾙ） 

卸競争 
卸小売 
競争 

セクター改革の成立条件 

①電力セクターの企業形態 

民営化と新規参入者 
電気事業の全体コスト効率化に

は、国営電力会社の民営化、競争

導入（新規参入の促進）が必要。

 

   

• 明確かつ堅実な法的枠組み（新しい電力事業法・
関連法令の施行） 

• 透明性の高い制度的枠組み（独立した規制機関の
設置） 

アンバンドリングの状況 

自然独占となるネットワーク事業

（送配電）と他の競争的事業（発

電小売供給）の分離は、公正な競

争（既存電力会社による市場支配

の回避）に不可欠である。 

  

 

 • 独立したシングルバイヤーの設立 
 
• 透明性の高いクライテリア、料金算定方法に基づ
いた発電料金、送電料金の設定 

 
• 独立した系統運用者の設置 
 
• 透明性の高いクライテリア、料金算定方法に基づ
いた配電事業と小売事業の分離と配電料金の設

定 

メータリング業務の開放 

構造改革の大きな目的の 1つは、
競争的ビジネスになり得る業務を

既存電力会社から分離することで

ある。 

  

 

 

請求書発行業務の開放 
請求書発行業務の開放は、新規参

入者のブランド力、需要家の認知

度を高め、参入機会拡大に繋がる。

   

 

• 既存電力会社の需要家の需要情報が事業者間で
公平にシェアされること 

• 一定時間間隔での計量が可能なインターバルメ
ータの導入 

• メータ性能基準の設定、メータの審査、検針デー
タの検証の実施 

• 検針データ集約、料金徴収管理を行える需要家情
報システムの導入 

②電力取引の形態 
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制度設計のタイミング 

分類視点 
制度設計の方向性 

（先行国のﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽ） ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｲﾔｰ

（ﾍﾞｰｼｯｸ）

ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｲﾔｰ 
（強制ﾌﾟｰﾙ） 

卸競争 
卸小売 
競争 

セクター改革の成立条件 

 
自由化の範囲（発電競争入札/卸自由
化/卸小売自由化） 

競争に堪えうる十分な数の市場参

加が見込める事業は、競争導入に

よる効率化が見込める。 

 

 

  

• 透明性の高いクライテリア、料金算定方法に基づ
いた発電料金、送電料金の設定 

• 卸電力コストの電気料金への転嫁が可能である
こと 

 
• 供給予備力が十分に確保されていること 
• 十分な数の発電事業者の存在 
• 送電における大きな制約がないこと 
• 市場モデルに見合った市場ルールの確立 
• 一定時間間隔での計量が可能なインターバルメ
ータの導入 

• メータ性能基準の設定、メータの審査、検針デー
タの検証の実施 

 
• 競争的小売供給事業者（既存配電会社以外の供給
事業者）の参入促進策が講じられていること 
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制度設計のタイミング 

分類視点 
制度設計の方向性 

（先行国のﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽ） ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｲﾔｰ

（ﾍﾞｰｼｯｸ）

ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｲﾔｰ 
（強制ﾌﾟｰﾙ） 

卸競争 
卸小売 
競争 

セクター改革の成立条件 

    

 
市場モデルの分類（シングルバイヤ

ー/強制プール/任意プール/相対契

約） 

卸電力取引は、バイヤー／セラー

には、各々の目的に合った取引形

態の選択が認められる完全任意ベ

ースで行われるのが望ましい。硬

直性の強いプール市場は、バイヤ

ー／セラーの能力向上、事業革新

を阻害する。 

• シングルバイヤー取引ルール、発電設備の系統連
系要件、最低コストリソースプランニングの確立 

 
• 市場監視の枠組みの確立 
 
• 市場モデルに見合った市場ルール、グリッドコー
ドの確立 

• 供給予備力が十分に確保されていること 
• 十分な数の発電事業者の存在 
• 送電における大きな制約がないこと 
• オープンアクセス、送電料金に関するルールの明
確化 

 
• パワーマーケター、民間取引所のライセンス要求
項目と手続きが確立されていること 

 

• 配電料金に関するルールの明確化 
• 競争的小売供給事業者（配電会社以外の供給事業
者）の参入促進策が講じられていること 

 
発電プラントの運用計画作成／ディ

スパッチ 

中立的な系統運用者が需要想定、

発電計画の集約、市場参加者への

系統利用状況などの情報公開を実

施し、送電制約、所要アンシラリ

ーサービス（系統信頼度）を考慮

したディスパッチを行うことが必

要。 

 

 

  

• 独立した系統運用者の設置 
• 市場モデルに見合った市場ルール、グリッドコー
ドの確立 

• 市場運営システムの確立 
• 市場運営システムと給電システムとの連携 

 発電容量市場／容量確保義務 

供給信頼度の維持向上には、市場

参加者（供給事業者）による十分

な規模の供給力確保を動機付け、

適切に電源投資を喚起することが

重要。 

 

 

  

• 規制機関または系統運用者に十分な供給信頼度
分析能力が備わっていること 

• 十分な数の発電事業者・供給事業者が市場に存在
すること 

• 卸電力コストの電気料金への転嫁が可能である
こと 
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制度設計のタイミング 

分類視点 
制度設計の方向性 

（先行国のﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽ） ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｲﾔｰ

（ﾍﾞｰｼｯｸ）

ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｲﾔｰ 
（強制ﾌﾟｰﾙ） 

卸競争 
卸小売 
競争 

セクター改革の成立条件 

 派生市場 

市場参加者の信用リスク軽減のた

めには、価格変動リスクをヘッジ

するためのデリバティブ取引が必

要である。 

  

 

 
• パワーマーケター、民間取引所のライセンス要求
項目と手続きが確立されていること 

 発電事業者参入資格（最低規模） 

競争導入による市場効率化効果を

得るには、十分な数の市場参加者

が必要であり、参入資格は不要に

厳格化すべきではない。 

 

 

  
• 市場モデルに見合った市場ルール、グリッドコー
ドの確立 

 小売市場開放度 

小売自由化範囲が広い程、新規参

入者にとって好ましい市場とな

る。また、需要家の選択性も拡大

する。 

   

 • 小売市場競争導入のスケール、タイムテーブル、
実施計画が完成していること 

• 競争的小売供給事業者（配電会社以外の供給事業
者）の参入促進策が講じられていること 

• 既存電力会社の需要家の需要情報が事業者間で
公平にシェアされること 

• マスメディア等を通じて需要家教育が十分に行
われ、市場参加者に対する訓練が十分行われてい

ること 

 電力市場（取引所）の運営主体 

公設電力市場は、送電混雑管理等

の面で系統運用と密に連携した運

営が望ましい。 
 

 

  

• 市場モデルに見合った市場ルール、グリッドコー
ドの確立 

• 市場運営システムの確立 
• 市場運営システムと給電システムとの連携 

 市場監視機関 

市場ルールの欠陥の迅速な是正な

ど市場支配緩和のためには市場監

視機能の強化が必要。 

 
   • 市場監視の枠組みの確立 

 市場ルール策定変更機関 
市場ルールの策定変更は、中立的

な体制で実施されるべきである。

 
   

• 独立規制機関に電力市場分析に係る適切な人的
能力が備わっていること 

• 市場監視の枠組みの確立 
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制度設計のタイミング 

分類視点 
制度設計の方向性 

（先行国のﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽ） ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｲﾔｰ

（ﾍﾞｰｼｯｸ）

ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｲﾔｰ 
（強制ﾌﾟｰﾙ） 

卸競争 
卸小売 
競争 

セクター改革の成立条件 

 系統運用者による電力市場運営 

（公設の電力市場が存在する場合

には）中立的な系統運用者が市場

運営を行う方がコスト効果的であ

り（取引コストを抑制でき）、且

つ公平性がより確実に保たれる。

 

 

  

• オープンアクセス、送電料金に関するルールの明
確 

• 市場モデルに見合った市場ルール、グリッドコー
ドの確立 

• 系統運用者が電力市場運営に係る人的能力を十
分に有していること 

 電力市場運営者による送電線所有 

公設電力市場は、系統運用者によ

り運営されるのが望ましく、また、

公平性担保の観点から系統運用者

が送電線を保有し、作業停電計画

の直接的作成、系統の物理的制御

を実施するのが好ましい。 

 

 

  

• 発電事業と送電事業の分離、独立した系統運用
者・送電会社の設立 

• 電力市場運営者が送電・系統運用に係る人的能力
を十分に有していること 

 
電力市場の取引調整段階（電力市場

の種類） 

給電（運用）計画は、需要想定誤

差など需給状況変動の程度を考慮

し、必要に応じて段階的に実施さ

れる方が、市場参加者への価格シ

グナル提供などの観点から好まし

い。 

  

 

 

• 十分な数の発電事業者が市場に存在すること 
• 市場モデルに見合った市場ルールの確立 
• 市場運営システムの確立 
• 市場運営システムと給電システムとの連携 

 市場参加者の応札形態 

（公設の電力市場が存在する場合

には）競争環境の整備状況に合わ

せた応札条件を設定することが、

市場支配による価格高騰を防止す

る上で重要。 

 

 

  
• 競争環境に見合った応札ルールの設定 
• 市場監視の枠組みの確立 

 市場価格 

適切な電源投資の喚起、送電設備

の拡充、一部事業者による市場操

作の防止には、地点別の要素を盛

り込む等、市場価格の決定方法に

ある程度の工夫が必要。また、市

場価格には需要家サイドの意思が

反映されることも重要。 

 

 

  

• 競争環境に見合った応札ルールの設定 
• 市場モデルに見合った市場ルールの確立 
• 市場運営システムの確立 
• 市場監視の枠組みの確立 
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制度設計のタイミング 

分類視点 
制度設計の方向性 

（先行国のﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽ） ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｲﾔｰ

（ﾍﾞｰｼｯｸ）

ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｲﾔｰ 
（強制ﾌﾟｰﾙ） 

卸競争 
卸小売 
競争 

セクター改革の成立条件 

 送電線混雑管理方式 

広域流通に堪えうる設備形成が十

分になされていない環境下で系統

管理を効率的に行うには、市場価

格に混雑費用を反映できる LMP方
式を適用するのが望ましい。 

 

 

  
• 市場モデルに見合った市場ルールの確立 
• 送電網整備状況に見合った市場ルールの確立 

 アンシラリーサービスの調達方法 

少なくとも予備力（周波数調整能

力）については、十分な数の提供

可能者（市場参加者）が存在すれ

ば、競争的調達による効率化が望

める。また、卸電力との同時最適

化が総電力コスト抑制の観点から

好ましい。 

 

 

  

• 十分な数の発電事業者が市場に存在すること 
• 供給予備力が十分に確保されていること 
• 市場モデルに見合った市場ルールの確立 
• 市場運営システムの確立 

③電力セクターの政策計画立案の仕組み 

電源計画 － 
 

   
• 既存電力会社に系統計画と整合性の取れた電源
計画を策定する能力があること 

系統計画 

系統計画の策定は、中立的な体制

で実施されるべきである。また、

市場原理（電源投資の不確実性増

大）に対応した計画策定方法の検

討が必要。 

  

  

• 既存電力会社に電源計画と整合性の取れた系統
計画を策定する能力があること 

 

• 規制機関もしくは系統運用者に系統計画に係る
適切な人的能力が備わっていること 

送配電料金算定方式 

適切な発電投資の喚起、需要家に

よる電力品質、分散型電源設置等

の選択肢拡大には、ネットワーク

料金設定に地点別の要素を導入す

る等、ある程度の工夫が必要。 

 

  

 • 透明性の高いクライテリア、料金算定方法に基づ
いた発電料金、送電料金の設定 

 
• 透明性の高いクライテリア、料金算定方法に基づ
いた配電事業と小売事業の分離と配電料金の設

定 

送配電線系統の運営管理：PBR
（Performance-based Regulation） 

従来からの原価報酬率規制のみで

は、送配電事業者の経営効率化、

新技術導入のインセンティブとな

らない。PBR適用により（送配電
事業者の収入規制に関する）規制

コストの低減も期待される。 

 

   

• 料金のアンバンドル化がなされ、透明性の高いク
ライテリアや料金算出方法が確立されているこ

と 
• 独立規制機関に料金設計に係る適切な人的能力
が揃っていること 
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制度設計のタイミング 

分類視点 
制度設計の方向性 

（先行国のﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽ） ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｲﾔｰ

（ﾍﾞｰｼｯｸ）

ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｲﾔｰ 
（強制ﾌﾟｰﾙ） 

卸競争 
卸小売 
競争 

セクター改革の成立条件 

エネルギー政策立案 

規制当局によりガス等他のエネル

ギーも含めた政策の明確な立案周

知がなされ、他の規制機関と調和

した計画・施策がなされることが

重要。 

 

   
• 明確かつ堅実な法的枠組み 
• 透明性の高い制度的枠組み 

都市電化と地方電化の分離 

地方電化は、地域開発・社会保障

の観点から都市電化とは別スキー

ムで実施。その推進には、住民の

参加、明確な指標とモニタリング

の仕組み作りが重要。 
※詳細は、3.2.2参照のこと 

    
• 明確かつ堅実な法的枠組み（各規制機関の権限の
明確化） 

電気料金（デフォルトサービス） 

既存電力会社の電気料金は、新規

参入者の料金設定の目安となるた

め、競争活性化には、少なくとも

想定される卸電力の価格水準より

も高めに設定することが重要。 

   

 • 料金のアンバンドル化がなされ、透明性の高いク
ライテリアや料金算出方法が確立されているこ

と 
• 独立規制機関に料金設計に係る適切な人的能力
が揃っていること 

• 小売市場競争導入のスケール、タイムテーブル、
実施計画が完成していること 

• 競争的小売供給事業者（配電会社以外の供給事業
者）の参入促進策が講じられていること 

回収不能投資費用の評価法  

 

  

回収不能投資費用の回収法 

回収不能投資費用の評価は、将来

価格の予測に基づくため、正確に

行うのは極めて困難。且つ既存電

力会社には回収不能投資費用を多

目に見積もるインセンティブが働

くため、新規参入者との間に不公

平性が生じる可能性がある。この

点から最も好ましい方法は回収不

能投資資産の売却（オークション）

である。 

 

 

• 独立規制機関に市場分析に係る適切な人的能力
が揃っていること 

• 料金のアンバンドル化がなされ、透明性の高いク
ライテリアや料金算出方法が確立されているこ

と 
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制度設計のタイミング 

分類視点 
制度設計の方向性 

（先行国のﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽ） ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｲﾔｰ

（ﾍﾞｰｼｯｸ）

ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｲﾔｰ 
（強制ﾌﾟｰﾙ） 

卸競争 
卸小売 
競争 

セクター改革の成立条件 

企業間取引の規制等 

既存電力会社（及びその派生企業）

による市場支配回避には送配電事

業者と競争部門の事業者が非干渉

な関係にあることが重要である。

 

  

 • 発電事業と送電事業の分離 
• 市場監視の枠組みの確立 
 
• 配電事業と他の競争的事業（発電・小売）との分
離 

規制組織機関 

構造改革の円滑な推進には、各規

制機関の権限が明確化されている

こと、規制機関間に権限の重複矛

盾がないことが必要である。 

 

   

• 明確かつ堅実な法的枠組み（各規制機関の権限の
明確化） 

• 透明性の高い制度的枠組み（独立した規制機関の
設置） 

 電力事業法・関連法令 

法制度は、体系的かつ競争環境・

設備形成の状況に見合った内容と

なっていることが重要。 

 
   

• 明確かつ堅実な法的枠組み（新しい電力事業法・
関連法令の施行） 

 
電力設備の新設運用に関する許認可

規則基準資格制度 

設備投資の促進、及び供給力の安

定確保には、許認可基準の明確化、

許認可プロセスのスピードアップ

または簡略化が必要とされる。 

 

   
• 明確かつ堅実な法的枠組み 
• 透明性の高い制度的枠組み 
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表 3.2.1-2 シングルバイヤー（ベーシック）モデルを採用したセクター改革の成立条件 

1. 
明確かつ堅実な法的枠組み（新しい電力事業法・関連法令の施行、各規制機関の権限の明

確化） 

2. 透明性の高い制度的枠組み（独立した規制機関の設置） 

3. 独立したシングルバイヤーの設立 

4. 
透明性の高いクライテリア、料金算定方法に基づいた発電料金、送電料金の設定（発電事業と

送電事業の分離） 

5. 卸電力コストの電気料金への転嫁が可能であること 

6. 
シングルバイヤー取引ルール、発電設備の系統連系要件、最低コストリソースプランニングの確

立 

7. 市場監視の枠組みの確立 

8. 独立規制機関に料金設計、電力市場分析に係る適切な人的能力が備わっていること 

9. 既存電力会社に相互に協調した設備計画（電源計画，系統計画）策定能力が備わっていること 
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表 3.2.1-3 シングルバイヤー（強制プール）モデルを採用したセクター改革の成立条件 

1. 
明確かつ堅実な法的枠組み（新しい電力事業法・関連法令の施行、各規制機関の権限の明

確化） 

2. 透明性の高い制度的枠組み（独立した規制機関の設置） 

3. 独立したシングルバイヤーの設立 

4. 
透明性の高いクライテリア、料金算定方法に基づいた発電料金、送電料金の設定（発電事

業と送電事業の分離） 

5. 卸電力コストの電気料金への転嫁が可能であること 

6. 市場監視の枠組みの確立 

7. 独立規制機関に料金設計、電力市場分析に係る適切な人的能力が備わっていること 

8. 独立した系統運用者の設置 

9. 一定時間間隔での計量が可能なインターバルメータの導入 

10. メータ性能基準の設定、メータの審査、検針データの検証の実施 

11. 供給予備力が十分に確保されていること 

12. 十分な数の発電事業者の存在 

13. 送電における大きな制約がないこと 

14. 市場モデルに見合った市場ルール、グリッドコードの確立 

15. オープンアクセスに関するルールの明確化 

16. 市場運営システムの確立 

17. 市場運営システムと給電システムとの連携 

18. 系統運用者が電力市場運営に係る人的能力を十分に有していること 

19. 電力市場運営者が送電・系統運用に係る人的能力を十分に有していること 

20. 競争環境に見合った応札ルールの設定 

21. 送電網整備状況に見合った市場ルールの確立 

22. 規制機関もしくは系統運用者に系統計画に係る適切な人的能力が備わっていること 
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表 3.2.1-4 卸競争モデルを採用したセクター改革の成立条件 

1. 
明確かつ堅実な法的枠組み（新しい電力事業法・関連法令の施行、各規制機関の権限の明

確化） 

2. 透明性の高い制度的枠組み（独立した規制機関の設置） 

3. 
透明性の高いクライテリア、料金算定方法に基づいた発電料金、送電料金の設定（発電事

業と送電事業の分離） 

4. 卸電力コストの電気料金への転嫁が可能であること 

5. 市場監視の枠組みの確立 

6. 独立規制機関に料金設計、電力市場分析に係る適切な人的能力が備わっていること 

7. 独立した系統運用者の設置 

8. 一定時間間隔での計量が可能なインターバルメータの導入 

9. メータ性能基準の設定、メータの審査、検針データの検証の実施 

10. 供給予備力が十分に確保されていること 

11. 十分な数の発電事業者の存在 

12. 送電における大きな制約がないこと 

13. 市場モデルに見合った市場ルール、グリッドコードの確立 

14. オープンアクセスに関するルールの明確化 

15. 市場運営システムの確立 

16. 市場運営システムと給電システムとの連携 

17. 系統運用者が電力市場運営に係る人的能力を十分に有していること 

18. 電力市場運営者が送電・系統運用に係る人的能力を十分に有していること 

19. 競争環境に見合った応札ルールの設定 

20. 送電網整備状況に見合った市場ルールの確立 

21. 規制機関もしくは系統運用者に系統計画に係る適切な人的能力が備わっていること 

22. パワーマーケター、民間取引所のライセンス要求項目と手続きが確立されていること 
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表 3.2.1-5 卸・小売競争モデルを採用したセクター改革の成立条件 

1. 
明確かつ堅実な法的枠組み（新しい電力事業法・関連法令の施行、各規制機関の権限の明

確化） 

2. 透明性の高い制度的枠組み（独立した規制機関の設置） 

3. 
透明性の高いクライテリア、料金算定方法に基づいた発電料金、送電料金の設定（発電事

業と送電事業の分離） 

4. 卸電力コストの電気料金への転嫁が可能であること 

5. 市場監視の枠組みの確立 

6. 独立規制機関に料金設計、電力市場分析に係る適切な人的能力が備わっていること 

7. 独立した系統運用者の設置 

8. 一定時間間隔での計量が可能なインターバルメータの導入 

9. メータ性能基準の設定、メータの審査、検針データの検証の実施 

10. 供給予備力が十分に確保されていること 

11. 十分な数の発電事業者の存在 

12. 送電における大きな制約がないこと 

13. 市場モデルに見合った市場ルール、グリッドコードの確立 

14. オープンアクセスに関するルールの明確化 

15. 市場運営システムの確立 

16. 市場運営システムと給電システムとの連携 

17. 系統運用者が電力市場運営に係る人的能力を十分に有していること 

18. 電力市場運営者が送電・系統運用に係る人的能力を十分に有していること 

19. 競争環境に見合った応札ルールの設定 

20. 送電網整備状況に見合った市場ルールの確立 

21. 規制機関もしくは系統運用者に系統計画に係る適切な人的能力が備わっていること 

22. パワーマーケター、民間取引所のライセンス要求項目と手続きが確立されていること 

23. 
透明性の高いクライテリア、料金算定方法に基づいた配電事業と小売事業の分離と配電料

金の明確化 

24. 既存電力会社の需要家の需要情報が事業者間で公平にシェアされること 

25. 検針データ集約、料金徴収管理を行える需要家情報システムの導入 

26. 
競争的小売供給事業者（既存配電会社以外の供給事業者）の参入促進策が講じられている

こと 

27. 小売市場競争導入のスケール、タイムテーブル、実施計画が完成していること 

28. 
マスメディア等を通じて需要家教育が十分に行われ、市場参加者に対する訓練が十分に行

われていること 

29. 配電事業と他の競争的事業（発電・小売）との分離 
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3.2.2. 調査対象国の制度整備等の状況 
 
本節では、3.2にて示した電力構造改革の成立条件に対する本件調査の主対象国であるフ
ィリピン、ベトナム、インドネシアにおける現段階での制度、インフラ、実施体制等の整

備状況を示す。 
 
3.2.2.1. フィリピンにおける制度整備等の状況 
 
フィリピンでは、既に EPIRAにおいて小売自由化までを含めた電力構造改革の法制化が
なされているほか、独立規制機関である ERC による料金のアンバンドリングや、WESM
のシステム開発等、構造改革の具体的実施に向けた様々な活動も開始されている。 
表 3.2.2-1 に、フィリピン電力セクターが最終的に指向する卸・小売競争モデルの成立

条件（表 3.2.1-5 に同じ）に対する現状の整備状況を示す。制度面での完成度は高く、未
整備と言えるのは、健全な市場運営を支える送電網の整備といったインフラ面や ERC、
WESM等での実施体制・能力面、小売自由化に向けての各種取り組みである。 
 
表 3.2.2-1 フィリピンにおける電力構造改革成立条件に対する制度整備等の状況 

成立条件 法制度等の整備状況 

1. 明確かつ堅実な法的枠組み（新しい電力事業法・
関連法令の施行、各規制機関の権限の明確化） 

済 

2. 透明性の高い制度的枠組み（独立した規制機関の
設置） 

済（ERC） 

3. 
透明性の高いクライテリア、料金算定方法に基づ

いた発電料金、送電料金の設定（発電事業と送電

事業の分離） 

済（料金算定方法が確立済みで、ア

ンバンドリングを実施済み） 

4. 卸電力コストの電気料金への転嫁が可能であるこ
と 

済（GRAM法に基づく） 

5. 市場監視の枠組みの確立 EPIRAにて規定済み 

6. 独立規制機関に料金設計、電力市場分析に係る適
切な人的能力が備わっていること 

ERCが既に係る活動を開始済み。但
し、人的能力については強化が必要

7. 独立した系統運用者の設置 EPIRAにて規定済み。当面は
TRANSCOが実施 

8. 一定時間間隔での計量が可能なインターバルメー
タの導入 

未 

9. メータ性能基準の設定、メータの審査、検針デー
タの検証の実施 

今後の課題（ERCが係る活動の実施
を検討中） 

10. 供給予備力が十分に確保されていること 

IPP導入以前の 1994年頃までは慢性
的な電力不足が続いていたが、現時

点では余剰気味。但し、需要の急伸

から依然大規模な電源投資が必要。

11. 十分な数の発電事業者の存在 2004年 2月時点では 57事業者にラ
イセンスが供与されている。 

12. 送電における大きな制約がないこと 未（世銀、JBICが送電系統増強支援
を実施中） 
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成立条件 法制度等の整備状況 

13. 市場モデルに見合った市場ルール、グリッドコー
ドの確立 

市場ルール（WESMルール）、グリ
ッドコードとも制定済み。但し、市

場ルールは現状、卸電力市場にのみ

対応しており、小売市場については

今後の課題。 

14. オープンアクセスに関するルールの明確化 EPIRAにて規定済み 

15. 市場運営システムの確立 
ADB・JBICの協調融資によりWESM
のハード・ソフト面のインフラ整備

がなされている。 

16. 市場運営システムと給電システムとの連携 上記WESMシステムで対応される
見込み。 

17. 系統運用者が電力市場運営に係る人的能力を十分
に有していること 

未（今後決定される TRANSCOコン
セッショネアの能力に依る） 

18. 電力市場運営者が送電・系統運用に係る人的能力
を十分に有していること 

未（今後決定されるマーケットオペ

レータの能力に依る） 

19. 競争環境に見合った応札ルールの設定 
WESMルールにて規定済み（但し、
WESMデモの結果によって変更の
可能性有り） 

20. 送電網整備状況に見合った市場ルールの確立 
済（ノーダルプライシング採用によ

り送電制約を加味した価格決定が

なされる） 

21. 規制機関もしくは系統運用者に系統計画に係る適
切な人的能力が備わっていること 

未（DOEに対しては JICA開発調査
による支援を実施） 

22. パワーマーケター、民間取引所のライセンス要求
項目と手続きが確立されていること 

未 

23. 
透明性の高いクライテリア、料金算定方法に基づ

いた配電事業と小売事業の分離と配電料金の明確

化 

未 

24. 既存電力会社の需要家の需要情報が事業者間で公
平にシェアされること 

未 

25. 検針データ集約、料金徴収管理を行える需要家情
報システムの導入 

未 

26. 競争的小売供給事業者（既存配電会社以外の供給
事業者）の参入促進策が講じられていること 

未 

27. 小売市場競争導入のスケール、タイムテーブル、
実施計画が完成していること 

一部済（小売自由化の範囲、タイム

テーブルは EPIRAにて規定済み） 

28. 
マスメディア等を通じて需要家教育が十分に行わ

れ、市場参加者に対する訓練が十分に行われてい

ること 

未 

29. 配電事業と他の競争的事業（発電・小売）との分
離 

未（発電と配電は従来から分離され

ている） 

 
 
3.2.2.2. ベトナムにおける制度整備等の状況 
 
ベトナムでは電力構造改革を規定する電力法が未だ草案の状態にあり、明確な制度設計

は行われていない。ADBの支援により作成された「電力セクター構造改革ロードマップ」
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に従えば同国の電力市場は、スポット市場を伴わないシングルバイヤーモデルから、スポ

ット市場の創設（強制プールモデル）、卸競争モデル、卸・小売競争モデルへと長期間かけ

て移行することになる。 
表 3.2.2-2 は、当面の目標とされるシングルバイヤーモデル、強制プールモデルへの移

行にあたって満たすべき条件と現状の整備状況を示している。 
 

表 3.2.2-2 ベトナムにおける電力構造改革成立条件に対する制度整備等の状況 

成立条件 整備状況 

シングルバイヤー（ベーシック）モデルの成立条件と整備状況 

1. 明確かつ堅実な法的枠組み（新しい電力事業法・
関連法令の施行、各規制機関の権限の明確化） 

未（電力法は現在制定作業中） 

2. 透明性の高い制度的枠組み（独立した規制機関の
設置） 

未 

3. 独立したシングルバイヤーの設立 未 

4. 
透明性の高いクライテリア、料金算定方法に基づ

いた発電料金、送電料金の設定（発電事業と送電

事業の分離） 

済 

5. 卸電力コストの電気料金への転嫁が可能であるこ
と 

未（現時点では全国一律料金を適

用。内部移転価格システムにより電

力コストの把握は可能な状態にな

っている） 

6. シングルバイヤー取引ルール、発電設備の系統連
系要件、最低コストリソースプランニングの確立

未 

7. 市場監視の枠組みの確立 未 

8. 独立規制機関に料金設計、電力市場分析に係る適
切な人的能力が備わっていること 

未（独立規制機関自体が設立されて

いない） 

9. 既存電力会社に相互に協調した設備計画（電源計
画，系統計画）策定能力が備わっていること 

未（JICA専門家派遣により支援実施
中） 

シングルバイヤー（強制プール）モデルの成立条件と整備状況 

10. 独立した系統運用者の設置 未（EVN NLDCが独立系統運用者と
なる案あり） 

11. 一定時間間隔での計量が可能なインターバルメー
タの導入 

未 

12. メータ性能基準の設定、メータの審査、検針デー
タの検証の実施 

未 

13. 供給予備力が十分に確保されていること 
未（1997年頃までは予備率 20%が確
保されていたが、その後は特に下記

に供給力不足が生じている） 

14. 十分な数の発電事業者の存在 未（現段階では、EVNと IPP4事業
者のみ） 

15. 送電における大きな制約がないこと 未（JBICが送電系統増強支援を実施
中） 

16. 市場モデルに見合った市場ルール、グリッドコー
ドの確立 

未 

17. オープンアクセスに関するルールの明確化 未 

18. 市場運営システムの確立 未 

19. 市場運営システムと給電システムとの連携 未 
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成立条件 整備状況 

20. 系統運用者が電力市場運営に係る人的能力を十分
に有していること 

未 

21. 電力市場運営者が送電・系統運用に係る人的能力
を十分に有していること 

未 

22. 競争環境に見合った応札ルールの設定 未 

23. 送電網整備状況に見合った市場ルールの確立 未 

24. 規制機関もしくは系統運用者に系統計画に係る適
切な人的能力が備わっていること 

未 

 
 
3.2.2.3. インドネシアにおける制度整備等の状況 
 
インドネシアでは、2.2.3.にて述べた通り、法令 2002 年第 20 号・新電力法にて、（競争
地域における）卸・小売の完全自由化の実現が謳われており、併せて電力市場監督委員会、

電力システム管理者、電力市場管理者の設置が規定されている。 
表 3.2.2-3 に、インドネシア電力セクターが最終的に指向する卸・小売競争モデルの成

立条件（表 3.2.1-5 に同じ）に対する現状の整備状況を示す。これから分かる通り、上述
の新電力法での規定内容のうち既に実現しているのは、電力市場監督委員会としての

EMSAの設置のみであり、しかも具体的な制度設計においてはその EMSAの役割が大きい
ため、現時点では実施体制の整備以前の問題として制度面での未整備部分がかなり存在す

る。バタム地域、ジャワ－マドゥラ－バリ地域への競争導入が、それぞれ 2004 年、2007
年に計画されている中、送電ボトルネックの解消などインフラ面と併せて早急な整備が必

要とされる。 
 
表 3.2.2-3 インドネシアにおける電力構造改革成立条件に対する制度整備等の状況 

成立条件 法制度等の整備状況 

1. 明確かつ堅実な法的枠組み（新しい電力事業法・
関連法令の施行、各規制機関の権限の明確化） 済 

2. 透明性の高い制度的枠組み（独立した規制機関の
設置） 済（EMSA） 

3. 
透明性の高いクライテリア、料金算定方法に基づ

いた発電料金、送電料金の設定（発電事業と送電

事業の分離） 
未 

4. 卸電力コストの電気料金への転嫁が可能であるこ
と 

未（2006年 1月 2日までに自動電力
料金調整メカニズムを導入予定） 

5. 市場監視の枠組みの確立 未（但し、市場監視機関として EMSA
を設立済み） 

6. 独立規制機関に料金設計、電力市場分析に係る適
切な人的能力が備わっていること 未（EMSAにて人選を実施中） 

7. 独立した系統運用者の設置 未（当初は PLNが系統運用を実施す
る可能性が大きい） 

8. 一定時間間隔での計量が可能なインターバルメー
タの導入 未 
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成立条件 法制度等の整備状況 

9. メータ性能基準の設定、メータの審査、検針デー
タの検証の実施 未 

10. 供給予備力が十分に確保されていること 

2002年の予備率はジャワ－バリ地
域で約 35%。但し、出力可能容量が
大幅に低下しており、実態を反映し

た数字とはなっていない。 

11. 十分な数の発電事業者の存在 
ジャワ－バリ地域においては 19の
IPP事業者が存在。その他の地域は
PLNのみ。 

12. 送電における大きな制約がないこと 未（世銀、ADB、JBICが支援中） 

13. 市場モデルに見合った市場ルール、グリッドコー
ドの確立 

未（ADB支援によりドラフトは完成
済み。但し、市場モデル自体が未確

定） 

14. オープンアクセスに関するルールの明確化 未（ADB支援によりドラフトは完成
済み） 

15. 市場運営システムの確立 未 
16. 市場運営システムと給電システムとの連携 未 

17. 系統運用者が電力市場運営に係る人的能力を十分
に有していること 未 

18. 電力市場運営者が送電・系統運用に係る人的能力
を十分に有していること 

PLNが電力市場運営者を兼ねる場
合のみ。その他のケースは未知数。

19. 競争環境に見合った応札ルールの設定 未 
20. 送電網整備状況に見合った市場ルールの確立 未 

21. 規制機関もしくは系統運用者に系統計画に係る適
切な人的能力が備わっていること 

未（JICA開発調査により支援実施
中） 

22. パワーマーケター、民間取引所のライセンス要求
項目と手続きが確立されていること 未 

23. 
透明性の高いクライテリア、料金算定方法に基づ

いた配電事業と小売事業の分離と配電料金の明確

化 
未 

24. 既存電力会社の需要家の需要情報が事業者間で公
平にシェアされること 未 

25. 検針データ集約、料金徴収管理を行える需要家情
報システムの導入 未 

26. 競争的小売供給事業者（既存配電会社以外の供給
事業者）の参入促進策が講じられていること 未 

27. 小売市場競争導入のスケール、タイムテーブル、
実施計画が完成していること 未 

28. 
マスメディア等を通じて需要家教育が十分に行わ

れ、市場参加者に対する訓練が十分に行われてい

ること 
未 

29. 配電事業と他の競争的事業（発電・小売）との分
離 未 
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3.3. 地方電化 
 
(1) 地方電化の必要性と政府の役割 
 
本項では、開発途上国での電力セクター構造改革における地方電化の意義と、中南米に

おける事例をベースに地方電化推進策に関する基本的な提言を述べる。調査対象国ごとの

地方電化の課題や支援可能性については、後段の該当箇所を参照のこと。 
 
地方電化プログラムは、貧困者層に対する重要な開発プロジェクトの一環として、数多

くの開発途上国政府やドナー機関が積極的に取り組んでいる。言うまでもなく、開発途上

国の貧困遠隔地域は、あらゆるタイプのインフラ（道路、水道、医療、情報、通信、教育

施設、市場など）へのアクセスが充分ではない。電力も人々の生活を支えるエネルギーで

あり、基本的なインフラとして経済発展には必須のものである。村落が電化されることで、

農業や商業活動における生産性の向上、家事労働の軽減、より明るい照明、教育レベルの

向上、テレビやラジオを通じた情報へのアクセスなど、生活の質が格段に向上し、経済活

動の促進の基となる。こうしたことから、遠隔地域への電力の供給は、政府による「基本

的な社会福祉サービスの提供」の一環と位置付けられ、貧困撲滅対策の柱として重要な役

割を担っている。 
 
電力市場の構造改革・自由化においては、政府の役割は政策決定、法制度の枠組みの設

定が中心となり、実際の電力供給事業は民間資本を活用することを意図している。しかし

ながら、利益の最大化を目的とした民間資本を、地方電化に導入するには無理が伴う。そ

もそも未電化地域は、1) 遠隔地で初期投資コストがかかる、2) 人口および人口密度が低
く電力消費量も多くないため、充分な収入が見込めない、といった状況があるからこそ、

電化が進んでいないからである。従って未電化率の高い開発途上諸国の電力セクター改革

においては、商業性が高い地域における政府の役割（法制度の枠組み設定と市場監視）と、

未電化村への電化推進における政府の役割（より積極的な関与）とを区別して取り組む必

要があるのである。 
 
地方電化の問題に直面しつつもセクター構造改革を推進した国は、チリ、アルゼンチン、

パナマである。次にこの 3カ国の地方電化推進策について述べる。 
 
(2) 中南米での地方電化推進 

① 地方電化については都市電化と明確に分離され行政主導で行われる。行政主導とは
いえ、政府が電力事業には直接関与しないOutput-based contractと呼ばれる民活導入
スキームも実施されている6。Output-based contractは、公共サービスの供給を民間
に委託する際に補助金の交付を実際の成果に結びつけて行うものである。詳細は後

で述べる。 
                                                       
6 Output-based contractの詳細についてはWB：Private Sector Development Strategy（2002）やBrook and Smith（2001）を
参照。 
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② チリでは国家エネルギー委員会（CNE）により 1994年に地方電化計画（Programa de 
Electrificación Rural: PER）が策定され、1992年の統計で 53％だった農村地域電化
率が、1999年末までに 76％まで向上した7。同計画は主にグリッドへの接続による

電化を中心としているが、再生可能エネルギーを利用したオフグリッドの電化もサ

ポートされる。地方電化プロジェクトの費用負担は、通常政府が投資額の 60~70%、
被益者が 10%、電力事業を運営する配電会社もしくは共同組合が 20～30％を負担
する。配電会社は電化する地域や電化世帯数を明記したプロポーザルを提出し補助

金獲得を競い合う。 
③ アルゼンチンでは、エネルギー庁（Secretaría de Eenergía：SE）により地方電力供
給プロラム（Programa de Abastecimiento Eléctrico a la Población Rural de Argentina：
PAEPRA）が策定されている。PAEPRAの中でもオフグリッドの電化プロジェクト
を支援するための地方電力市場再生可能エネルギープロジェクト（Proyecto de 
Energía Renovable en el Mercado Eléctrico Rural:PERMER）では、独占営業権を民間
企業に付与する方式が採用されている。一定地域の電力事業における独占営業権を

得る代わりに、営業権を得た企業は地域内の需要を満たす義務を課せられる。企業

の選定は国際入札により行われ、必要とされる補助金が最も少ないオファーが落札

される。 
④ パナマでは、地方電化局（Oficina de Electrificación Rural：OER）が政府一般予算を
用いて行う。地方電化プロジェクトは競争入札で、政府が提供する一定額の資金で

最も多くの世帯を電化するオファーが落札される。補助金は建設進展状況に応じて

ディスバースされる。建設終了後、地方電化設備は配電会社に移行され、配電会社

は今後 20年間同施設の運営に必要とされる補助金を一括して受け取る。 
 
(3) 地方電化推進のための提言 
 
1) 地方電化資金の確保 
地方電化の財源は、1) 政府の予算、2) 最終需要家やIPP事業者などから徴収する料金（一
種の税金）8、3) ドナー機関からのローンやグラント、などがある。 
電力セクター構造改革においては、各最終需要家に対する真の電力供給コストを明確に

することが一つの目的であり、そのため、電力料金制度における相互補助（cross subsidy）
の排除が焦点となる。相互補助とは、ある需要家層が真の電力供給コストを上回る電力料

金を支払い、別の需要家層を補助する仕組みのことである。垂直統合・独占事業体の下で

は、地方電化も全国一律料金のもとでの相互補助により進められてきたが、セクター改革

にあたっては、相互補助の廃止と電力料金制度の透明性確保（料金のアンバンドリング）

とが求められる。そのため地方電化の財源も、フィリピンにおけるユニバーサルチャージ

のような「個別化された」料金徴収制度が適用される傾向である。従って、需要家その他

                                                       
7 Alejandro Jadresic, Promoting Private Investment in Rural Electrification – The case of Chile, Viewpoint, Note. No.214, The 

World Bank Group, June 2000 
8 フィリピンのユニバーサルチャージやBR-1-94（IPP事業者からの徴収）などがその例。ただし、ユニバーサルチャ
ージは地方電化以外に環境保護などにも利用される。 
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の市場参加者がどの程度負担をするのが妥当なのか、どう説明し、納得させるのか、こう

した点に課題が残る。また、政府予算や需要家・事業者からの税金徴収、そしてドナーか

らの支援の全てをしても、地方電化に必要な投資・維持管理資金を満額確保することは現

実的には厳しい。民活スキーム促進なども含めた革新的な制度作りが求められよう。 
 
2) 民間セクターも取り込んだ推進策 
地方電化の事例のなかには、電力供給事業を行う民間企業以外からも投資が行われるケ

ースも存在する。例えば、ある特定の地域で自家発電設備を用いて生産活動を行う企業が、

副業として地域の住民に対して電力を供給するケースなどである。しかしそうしたケース

はごく一部で、通常は、配電事業体が国からの補助金などにより電化を進めるのが一般的

である。 
 
世銀は、社会福祉サービスへのアクセス向上手段として、民間セクターも政府の役割を

補足する形で重要な役割を果たしてきていることを指摘している9。ここで言う「民間セク

ター」とは、より広い意味で使用されており、民間企業のほかに、例えば宗教団体、NGO、
地域コミュニティが財政支援するもの、組合員を対象とした協同組合なども含まれる。貧

困地域の開発においては、1) 地域コミュニティのオーナーシップと住民参加、2) 適切な
ファイナンシングスキーム、がカギとなる。この 2つのポイントをうまく押さえて地方電
化を行った例が、チリのOutput-based Contractスキームである。 

 
Output-based Contractは、提供された公的資金が、約束された成果の達成に使用されたか
どうかを評価するスキームであるといえる。特徴としては、 

① まず地方電化プロジェクト評価のためのクライテリアおよび客観的な指標、評価方
法を設定する。 

② 配電会社や地域住民、あるいは両者の協力によりプロポーザルを提出 
③ 競争入札を行い設定された指標に基づきプロジェクトの優先順位をつける 
この 3つが挙げられる。 

 
チリの場合、評価指標には、プロジェクトの収支分析のほかに、ロスの低下、配電会社

による投資コミットメント額、社会的インパクトなどが含まれる。国家の役割は、補助金

提供のための評価指標とプロジェクトの選定プロセスを設定し、資金の拠出を行うほか、

技術的なサポートを提供することに限定される。 
住民参加とオーナーシップの促進は、プロジェクトの推進プロセスと住民による若干の

資金負担で実現される仕組みになっている。プロポーザル提出は地域住民中心に進められ、

地域住民が配電会社に対して地域の電化に関する技術プロポーザルを地方政府に提出する

よう要請する。（配電会社側も補助金を得るために積極的にプロポーザルを提出するインセ

ンティブが働く10。）プロポーザルの評価は、地方政府がクライテリアに則って行う11。一

                                                       
9 The World Bank Group, Private Sector Development Strategy – Directions for the World Bank Group, April 9, 2002, p.58 
10 配電会社は、政府の決定した算出方式に則ってプロジェクトコストの「ミニマムコントリビューション」を初期投
資にコミットしなければならないが、補助金はプロジェクト着工時に一括で支払われる。 
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方、家屋への配電と屋内配線については住民の自己負担が要求される。この自己負担額は、

電力利用料金に加算し返済することとなる12。 
 
チリのケースにおける問題点は、地方政府と配電会社との情報のギャップであると言わ

れている。地方政府側はできる限りコストを抑えるよう、配電会社側へ圧力をかけたいと

ころだが、細かい地理上の条件も加味した適切なコストの把握を、配電技術のノウハウを

持たない地方政府が実施するのはかなり無理がある。また、約束された成果の達成度をモ

ニタリングする仕組みも検討の余地がある問題である13。 
 
さらに重要な視点は、「電化」そのものが目的化されてはいけない、ということである。

つまり、村落の電化率が向上すればそれで目的達成というのではなく、電力を利用して経

済活動を活発化させ、地域の社会福祉や生活レベルが向上することが地方電化の真の目的

である。そのことを政策担当者は常に念頭に置いて地方電化を進めなければならない。数

字を上げることにのみ邁進しては、本来の目的を見失ってしまう恐れがある。 
 
地方電化の進め方の一例として Output-based Contract スキームを中心に論じたが、制度
設計の仕方や政府、配電事業体、住民などプレイヤーの責務や役割分担など細かい条件は、

国によって異なるであろう。地方電化推進策の提言として重要な点は、住民がオーナーシ

ップを持って取り組める仕組み、明確な指標とモニタリング、そしてそれを支える制度作

り（ファイナンシング、競争導入、パフォーマンス水準など）を政府が如何に効果的に実

施できるか、これらにかかっていると言える。 
 

                                                                                                                                                               
11 Alejandro Jadresic、Ibid 
12 R. Tomkins, Extending rural electrification – A survey of innovative schemes, Viewpoint 214. World Bank, June 2000、p.49 
13 R. Tomikins, Ibid 
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3.4. 調査対象国の課題 
 
3.4.1. フィリピン電力セクターの課題 
 

フィリピンの電力セクター改革に係る法制度は、3.2.2.1でも述べた通り、自由化先行国
を含む各国・機関からの長年にわたる支援もあり、セクター改革／自由化制度としては、

現時点では世界的に見ても非常に完成度の高いものと評価できる。しかしながら、フィリ

ピン電力セクターが抱える課題はその裏腹、つまり、EPIRAにおける理想が高く、現実が
なかなか追いつかない点である。 

EPIRAは、2001年 6月の施行から 2年 9ヶ月が経過したものの、スケジュール的にも非
常にタイトであり、多くの項目が期限を迎えながら実施に至っていない。中でも、

TRANSCO民営化、NPC資産の売却、WESMの導入の遅滞により、その実施を前提条件と
しているオープンアクセスや小売自由化などは実現の見通しが立っていない。以下に、フ

ィリピン電力セクターの今後の課題を取り纏める。 
 

(1) 電力セクター改革の推進に関する課題－ERCの実施能力向上とWESM運営 
 

1) ERCにおける実施能力の不備 
規制機関および電力プール市場は、セクター改革の根幹に関わるものであり、これらが

上手く機能するかどうかが、今後のフィリピン電力セクターの命運を握るといっても過言

ではないほど、重要である。 
 
EPIRAにおいても先に取り上げた通り、ERCには広範かつ重要度の高い役割が課せられ

ている。規制機関が如何に効果的に電力セクター政策実施と市場の監理を行えるかどうか

は、電力の安定的かつ効率的供給、電力料金の適正化、競争性・透明性の高い電力市場の

確立、市場参加者数の増加（投資促進）に関する問題などとも密接に絡み合っており、こ

うした諸課題の解決の鍵を握っている。 
 
しかしながら、現状の ERCは、予算も人員配置も不足している。議会では 3月に入って
も 2004 年の予算策定が滞っており、2003 年度予算で活動を行っている。また、海外にお
ける ERCスタッフの研修も実施したいという希望があるものの、予算面での制約により、
スタッフの能力向上に十分対処できていない。ERCの予算・人材を含め、能力強化は、喫
緊の課題である。 
 
2) WESM成立条件の未達 

WESMの設立は電力セクター改革の目玉のひとつである。もともと EPIRAでは、EPIRA
施行後 1年以内にスポット市場を確立することになっていたが、スケジュール的には大幅
に遅れている。スケジュールの遅れが、投資家やフィリピン国民などから、フィリピン政

府の改革への姿勢に対する疑問を引き起こし、投資環境にも悪影響を及ぼしている。 
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電力スポット市場の健全な運営には、一般的に①十分な数の市場参加者（特に発電事業

者）、②十分な送電容量、③市場参加者間の信頼関係、の存在が必須である。しかし現状で

は、NPCの民営化、発電資産の売却が予定通り進んでおらず、十分な数の発電事業者はま
だ存在しないことや、市場参加者間の信頼関係が育っていない（ERCの実施能力不足に起
因する面も否定できない）ことなどを鑑みるに、これら要件が満たされているとは言い難

い。 
こうした問題が複雑に絡み合い、現時点ではWESMにおける取引量、市場価格は共に見
通せない状況にある。諸外国の例からみて、WESMが正常に機能するためには、少なくと
も数年かかると思われる。 
 

(2) NPCの民営化に関する課題 
 

PSALMによる NPC資産の売却は、前述の通り、フィリピン政府の思惑通りには進んで
いない。その要因は 2つある。ひとつはフィリピン政府の信頼性への懸念の存在、そして
もうひとつは投資促進策の不備である。 

 
TRANSCO におけるフランチャイズ権供与の問題と二度にわたる競争入札失敗の背景に
は、TRANSCO フランチャイズ法をめぐる政府と議会との対立が解決しないまま入札を実
施してしまったフィリピン政府に対する、投資家側の強い不信感がある。TRANSCO フラ
ンチャイズ法は、TRANSCO運営権を競争入札によって取得したコンセッショネアに対し、
議会承認を経ずとも TRANSCOフランチャイズを引き渡すという条項が入っている。フィ
リピン上院は、この条項に反発を示し、競争入札の勝者であってもフランチャイズ譲渡は

議会承認が必要であると主張したため対立が続いた。結局、PSALM は、同法のフィリピ

ン国会通過のめどが立たぬまま、売却開始に踏み切ったのである。当然、投資家側からの

反応は冷たく、フィリピン政府の信頼性を失墜させる結果となってしまった。 
 
投資促進策の不備については、次項で詳細を述べるが、結局フィリピン政府の実施能力

と信頼性にすべてが関わってくるのである。 
 

(3) 投資促進に関する課題 
 

近隣諸外国と比べ、フィリピンの電力セクターは投資促進政策で不十分な点がまだある。

今後電力セクターが民営化されると、民間対民間の取引になるので、免税・優遇措置の動

向（発電プロジェクト等で税制面の優遇がなされるのか否か）が重要なポイントになる。

例えば以下のような問題点が指摘されている。 
 

① 投資申請・許認可プロセスにおける支援策の欠如 
政府による投資家向けの許認可支援政策・サービスが十分でない。現状では、許

認可プロセスが不明確かつ長期にわたっている点、また中央レベルと地方レベルと

で許認可制度が体系化されておらず、事業承認まで投資家に多大な労力と時間とを
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要しているといった問題点が指摘される。特に許認可体系の投資家向け情報提供と

いった、間接支援制度が未整備であるため、投資家自身の負担が多大なものとなっ

ている。 
また、フィリピンでは土地登記が整備されておらず、地権の所在が不明確なため、

立退料の支払い等にも時間がかかることがある。 
② 投資優遇措置の未整備 

Income Tax Holidayの免税期間の短さ（パイオニア・ステータス下で 6年間）・適
用開始時期の運用上の硬直性、VATの還付制度の還付にかかるスピードの遅さ等が
外国投資誘致にあたっての問題点として指摘される。その他にも外国法人への配当

課税率の高さ・輸入関税の免税措置の欠如等、タイ、インドネシアといった同じく

電力セクター改革を推進中の他国と比しても未整備な点が多く存在する。 
③ VAT還付の遅滞に関する問題 

フィリピンでの VAT免除に係るプロセスは、1) 事業会社による VAT込みでの支
払い→2) 政府からの VAT 0%証明書発行→3) 事業会社による国税局への免税手続
き→4) 国税局による還付、となっているが、最後の国税局の還付に著しい遅れ（未
払い）があり、還付のメリットが損なわれている。 

 

また、NPC資産の売却にあたっても、発電プラントの資産価値評価のための情報開示が
不十分で、潜在的投資家が入札に参加するための障害となっている。フィリピン政府は、

投資家のニーズに沿った公平な情報提供が、投資促進・競争促進の第一歩であることを心

してかかるべきである。 
 
効果的な投資促進策は、ERCによる制度設計や、適切な電力料金システムとリスクパス

スルーシステムの有無、およびフィリピン政府への信頼性など、さまざまな要素が絡み合

う包括的なものである。フィリピンにおいては、投資促進策そのもの以上に、制度設計の

不備やフィリピン政府の姿勢に対する不信感を払拭することが最重要課題であろう。 
 

(4) 電力セクターの計画・政策立案に関する課題 
 

電力セクターの計画・政策立案は DOE の役割である。DOE はフィリピンエネルギープ
ラン（PEP）を毎年策定し、それに基づいて Power Development Plan（PDP）、Transmission 
Development Plan（TDP）を策定する。 

DOEは 2001年から組織改革を実施しており、現在でも継続している。JICAが 2002－2003
年度に実施した「電力構造改革のためのエネルギー省キャパシティビルディング開発調査」

によると、PDPを担当する電力局の人員配置状況は逼迫しており、PDP策定業務に携わる
実務担当者の絶対数は圧倒的に不足している。また、PDPの策定スケジュールは非常にタ
イトで、関連機関との事前調整を精力的に行わなければ EPIRAに定められた国会提出期日
（9月 15日）を守れない状況である。 

 
PDPや TDPの基準となる需要予測シナリオについても、これまでは NPC内部でデータ
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収集が可能であったが、分割後は IPPと配電会社、大口需要家間の相対取引も含めた電力
取引の全体像を TRANSCOが把握できないという問題が生じている。データ収集の問題に
ついては、「電力構造改革のためのエネルギー省キャパシティビルディング開発調査」にお

いて、収集プロセスの構築についても助言を行っているが、今後WESMが運用開始となる
ため、WESMを反映したデータ収集プロセスを再構築する必要がある。 
 

(5) 電力の安定供給のための送配電設備・系統運用に関する課題 
 

フィリピンにおける電力系統は、ルソン系統、ビザヤス系統、ミンダナオ系統の 3つに
分けられる。ルソン系統とビザヤス系統は、350kV直流送電（レイテ・ルソン連系、容量
440MW）により連系されている。TRANSCOが作成した TDP2003によれば、2011年にビ
ザヤス系統とミンダナオ系統を連係する 250kV直流送電が建設され、フィリピンの電力系
統 3つがすべて連係される計画である。他にもいくつかのプロジェクトが計画されている
が、JICAでは、「電力構造改革のためのエネルギー省キャパシティビルディング開発調査」
を通じて系統計画の妥当性の検討を行い、DOEへの問題提起および提言を行っている。 

 
特に今後の問題として指摘されたのは、TDPの審査体制および策定スケジュールである。
送電系統の運用および維持管理、TDP の策定、DOE への提出は、TRANSCO が実施する。
TDP策定のためには、DOEが策定する需要予測と電源計画および各配電会社から提出され
るデータが必要であり、TRANSCOは、各機関との連携・調整が求められる。TDP策定は、
DOEによる需要予測シナリオと電源開発計画が確定しないと作業を開始できないが、DOE
での作業が遅れがちで、スケジュール的に非常に厳しい。効果的な計画策定のためには、

DOEとの協調体制づくりが喫緊の課題である。 
 
また、TRANSCOの売却プロセスは順調ではないが、遅かれ早かれ TRANSCOは民間企
業へと転換をすることとなる。民営化により系統運用の信頼性向上や供給安定性確保に支

障が生じないよう、DOEや ERCの監理監督機能の強化が求められる。 
 

(6) 地方電化に関する課題 
 

フィリピンにおける地方電化実施における最大の課題は、財源確保である。現在、地方

電化推進の財源は、1) DOEによるバランガイ電化プログラム（Barangay Electrification 
Program）、2) 国家予算による、NEAから電化協同組合（EC）に対する補助金、3) EPIRA
によるユニバーサルチャージ、4) ER-1-9414の規定による積立金、5) 各ドナーによる地方
電化プロジェクト、などである。セクター改革においては、ユニバーサルチャージが透明

性のある相互補助（Cross Subsidy）としての役割を果たしており、その一部が地方電化推
進の財源として期待されるが、現状では既設のミニグリッドの運転維持管理をまかなうだ

けで精一杯で、とても新規電化分まで期待できない。また、地方電化を推進するNPC-SPUG
                                                       
14 IPPはkWh売り上げあたり 0.01ペソをDOEに対して支払う。本システムにより積み立てた金額は 50％がグリッド延
伸と再生可能エネルギーによる電化推進に、25％を生計向上と社会開発、25％を環境、衛生当のために使用する。 
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もすべての遠隔地での電化を行うほど人材や財源はなく、むしろ地域に密着した地方政府

や電化組合などがより効果的かつ持続可能な形で地域の電化を推進できると考えられる。

これらの地方電化に関する問題について、既にJICAでも課題を認識しており、2004年度よ
り地方電化プロジェクトを実施して地方電化推進体制整備に関する支援を行う予定である。 

 
地方電化を持続可能な形で進めるための財源確保には、民間セクターからの参画をより

活性化させる必要がある。地方電化促進組織体制の整備・強化、全未電化 Barangayデータ
ベースの整備、投資促進のためのツール作成、再生可能エネルギー利用検討などが課題と

なる。電化組合は地域住民の参加オーナーシップを促進する有効な組織であるが、経営状

況の苦しいものが多いため、問題分析と打開策の検討も急務である。例えば、バングラデ

ィシュでは同じく電化組合を通じて地方電化を進めるほか、電化組合を包括する Rural 
Electricity Board（REB）は財政支援スキームも実施し、電化組合の財務健全性を支えてい
る。 
こうした他国での事例を検証し、フィリピンで可能な策は何であるのか、検討が必要で

ある。 
 

(7) 電力料金のアンバンドリングに関する課題 
 
料金のアンバンドリング（分割・アイテム化）は、特にERCが苦心している分野である。
効率的かつ合理的な料金システムの導入は、今後の電力産業への投資、海外事業者による

電力市場への参入の有無の命運も握る、きわめて重要な課題である。しかしながら、すべ

ての電力消費者の家計に直結する問題で国民的関心が高く、またNPCの負債処理の遅延や、
メラルコによる料金過徴収などといった話題が報道を賑わせており15、電力料金に関する

ERC決定はセンシティブな問題となっている。2001年のERC設立以後 2004年 2月 24日現
在までに、ERCへ提出された料金のアンバンドリングに関するケースは 141に上る。その
現状は、表 3.4.1-1の通りである。 
 

                                                       
15 メラルコが 1994年 2月から 2003年 5月までの間に総額 300億ペソ過分に徴収したとされ、最高裁決定により消費
者への払い戻しを命じられた。 
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表 3.4.1-1 アンバンドリング事例の現状報告書 
締結済み/決定済み    

NPC  2  
民間の公益事業  9  
電力業者協同組合  75  

  86  
    
締結予定    

民間の公益事業  1  
電力業者協同組合  31  

  32  
    
    
検討予定    

民間の公益事業  9  
電力業者協同組合  14  

  23  
    
DU提出の合計数   141 
    

 再審査申請提出 解決済み 再審査中 
2/24/2004現在 

NPC 1 1 0 
民間公益事業 5 2 3 
電力業者協同組合 28 14 14 
合計 34 17 17 

※2004年 2月 24日現在 

 
料金のアンバンドリングは、EPIRAの実施細則（IRR）Rule 15に明記されている。その
原則は、どのエンドユーザーに対しても、発電（Generation）送電（Transmission）、配電
（Distribution）、供給（Supply）の個々のサービスに関する料金を個別化・アイテム化
（Unbundle）すること。電力料金の透明性を高め、消費者にわかりやくすることが目的で
ある。 

Rule15の Section3には、Unbundling Rateのパラメーターとして、以下が示されている（要
約）。 

① 電力産業の参加者は、Rule 10に則って Rate, Charge, Costを明確に定義、分離、個
別化すること。 

② エンドユーザーに対する適切なサービス対価を決定するに当たって、ERCはSystem 
Loss, Interruption frequency rates parametersその他も含めた技術的、財務的、そして
顧客サービスに関するパフォーマンスクライテリアをカバーした Minimum 
Efficiency Standardを設定すること。 

③ TRANSCOあるいはそのバイヤー・コンセッショネア、そしてどの DUも、マネジ
メントの非効率を排除すること。 

④ 利子の支払いについては、許可された Return On Rate Base（RORB）からの差し引
きは許可されない。 

⑤ TRANSCOあるいはそのバイヤー・コンセッショネア、そしてどの DUも、その資
産を最大限利用するためのいかなる関連事業に直接および間接的に関与すること
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ができる。 
 
料金のアンバンドリングの中で、特に物議を醸しているのが、旧来使用されていたたPPA
（Purchased Power Adjustment）方式16/ Currency Exchange Rate Adjustment（CERA）の撤廃
と、代わって導入されGRAM方式（Generation Rate Adjustment Mechanism）17とIncremental 
Currency Exchange Rate Adjustment（ICERA）である。新しく導入されたGRAMとICERAは、
最終消費者に燃料や為替レートの変動による差損分をパススルーする前にERCによるレビ
ューを行うシステムであるため、価格変動を即座にパススルーできない配電事業者にとっ

ては、財務的に大きな負担となるとして反発を呼んでいる。発電事業の展開を検討する投

資家サイドから見れば、上述のGRAM方式の導入や料金決定プロセスにおける不透明性は、
配電会社の信用リスクを更に拡大させる問題として捉えられている。こうしたことから、

市場参加者が納得のいくリスク転嫁方式を検討することは、喫緊の課題と言える。 
 
GRAMと ICERAについては、ERCは 2004年 2月 23、24日の 2日間、公聴会を開催し、
システムロス率の定義などに関する意見徴収を実施している。すべてのステークホルダー

が納得する算出方法に落ち着くまでには、かなりの時間と労力が要されそうである。 
 

 
3.4.2. ベトナム電力セクターの課題 
 
(1) 電力セクター改革の制度設計に関する課題 

 
制度設計については、シングルバイヤー制度から段階的に競争を導入することが決まっ

た現在、まずは新電力法の早期制定が最重要課題である。これについては ADB が中心的
に支援を進めている。世銀や ADBの見込みでは 2005年ごろまでには施行に至るとみられ
ている。こうした意味で、制度設計については課題への取り組みが既に行われ、仕上げの

段階にあるといっても過言ではない。当面日本としては、PDPなど技術的な面のインプッ
トに勤め、あとは新電力法の結果を待ってその後の出方を検討する状況である。 
今後の課題としては、新電力法成立後、いかに効果的に改革を実施していくかが課題とな

るであろう。改革は、供給安定性の確保ともバランスをとりながら進めていく必要があり、

実施に当たっては運用面での関係機関の調整がカギとなる。特に、シングルバイヤー市場

ルール、グリッドコード最低コストリソースプランニングと入札ルールの確立が要求され

るほか、電力マスタープランとの整合性、継続性をどう図っていくか、検討が必要となる。 

                                                       
16 NPCがIPPから電力を購入する場合、係る燃料費や為替レートの変動に伴う費用は、2003年 2月まではPPA（Purchased 

Power Adjustment）と呼ばれる方式で配電会社により最終消費者から徴収され、NPCへ払い戻されていた。PPA方式
は、配電会社によってPPAの計算式が異なることや、最終消費者からの料金徴収を行った後でしかERCのチェック
が入らないこと、ERCのチェック・正式命令なしにPPA料金が変更されてしまうことなどといった欠点が指摘され
ていた。 

17 電力料金のアイテム化の精神にのっとり、発電部分の費用変動のみを調整するメカニズムであり、これまでPPA方
式に含まれていた送電コスト、系統ロスやフランチャイズ税などに相当する部分が削除されたもの。 
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(2) 独立規制機関に関する課題 
 

ADBや世銀が電力セクター改革の大前提として要求していること、それは、「政策決定
（Policy-making）」、「規制実施（Regulation）」「事業所有（Ownership）」を明確に分けるこ
とである。ADB「ロードマップ」TAの最終報告書ドラフト）では、独立規制機関のセクタ
ー改革における役割は、政府の決定する政策の「解説者」であり、「実施者」である、とし

ている。同時に、政府の介入を極力制限することを提案しており、「政策決定」における政

府の役割は、インフラの所有権をどうするか、マーケットの構造をどうするか、公的資金

の配分をどうするか、この 3点の問題のみに限るべきであるとしている。ADBはこのよう
な前提の下、ベトナム政府が現在作成している新電力法から、「政策決定（Policy-making）」、
「規制実施（Regulation）」「事業所有（Ownership）」の３つをいかに上手く、投資家にも納
得できる形で線引きするか、検討を行った結果、現在のタイにおける組織体制を提案して

いる18。 
 
タイでは、エネルギー政策関連の大臣・事務次官クラスをメンバーとした National Energy 

Policy Council（NEPC）がエネルギー政策決定を行う。NEPCの事務局として、エネルギー
省（MOE）の下に Energy Policy and Planning Office（EPPO）が存在し、NEPCが示す政策
に従って、EPPOがエネルギーセクター関連の政策、マネジメント、開発計画を実施する。
このモデルをベトナムでも起用することで、まず政策決定と規制実施の分割を行おうとい

う提案である。首相の下にハイレベル担当相による Inter-Ministry カウンシルを設置し、
MOIの下に EPPOのような事務局を設置する。そうすることで、新電力法が成立していな
い現在でも、スタッフを雇用し、組織的な準備を行うことができるだろう、という考え方

である。 
 
ADB「ロードマップ」TA の最終報告書（ドラフト）を注意深く読むと、提案している

EPPO のような組織がそのまま規制機関になるとは書かれておらず、このあたりはベトナ
ム側の意向を尊重する姿勢からか、敢えてはっきりさせていないようである。とはいえ実

質的には、新電力法の成立と同時にその事務局を独立化させて、規制機関としての役割を

担わせるという流れを念頭に準備を進めたいドナー側の意向を示唆している。EPPO のよ
うな事務局の設置および規制機関設置に関するベトナム側の正式な意向は、現時点では示

されていない。 
 
効果的な規制委員会とはどのようなものか。ADB「ロードマップ」TAの最終報告書（ド
ラフト）によると、以下の表のように定義している。 

 

                                                       
18 本報告書作成段階では、「ロードマップ」TA最終報告書はドラフトの段階であったため、正確にはADB委託のコン
サルタントの意見である。以降も同様。 
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表 3.4.2-1 効果的な独立規制機関のあり方（機能と特徴） 

機能(Function) 特徴(Characteristics) 

利害の衝突を避ける。特に政府所有

の比率が高い場合。 

1. 規制実施者は、セクターに関してまったく利害関係を持ち合わ

せない（Disinterested）。 

2. アクション、決定における透明性の確保。 

市場の規律を律し、法の遵守

（Compliance）を推進する 

3. 情報へのアクセス。 

4. 罰則を実施する権限。 

市場への新規参入を監督する 5. 電力ビジネスへのライセンス付与。 

6. 技術的ルールを設定・施行する 

市場支配を防止する 7. 市場ルールを設定・施行する 

独占価格とサービスレベルをコント

ロールする 

8. 料金規則を設定・施行する 

9. 経営計画、調達に関するルールを設定・施行する 

公益を守ることに対する信頼性 10. 市場参加者および一般は、規制委員会に対し法的手段に訴える

ことができる。 

11. 政府の政策方針に従う 

12. 公聴会を行う 

13. 一般への情報公開と広報活動をきちんと行う。 

 
上記機能と特徴を満たす独立規制機関の主な活動は、以下の通りである： 
 
① ルール作成とライセンス設定 
② 公聴会の開催と情報公開・広報 
③ ライセンス発行 
④ ルール実施・遵守状況のモニタリング 
⑤ 法的措置の実施（罰則など）、紛争の調停 
⑥ 上記すべてのプロセスの管理と組織マネジメント（会計、IT、書類管理、人事管理） 

 
今後規制機関が設置された場合、上記のような活動における支援が必要とされることが

見込まれる。 
 
(3) EVNの分割・民営化に関する課題 
 

EVN分割の背景には、その他のベトナム国有企業（State-owned Enterprises; SOE）改革の
流れが無視できない。ベトナムの国有企業改革は、1986 年のドイモイ政策から始まった。
軍事産業をはじめとする戦略的に重要かつ大規模なSOEについては国がコントロールし、
それ以外の小規模SOEを対象に改革が行われた。主たる目的は、政府の財政負担の軽減と
経済活動の効率化である。1991年、財務状況の厳しい小規模SOEは解散または合併すると
いうDecreeが施行され、改革前 12,300に上ったSOEは 1994年の 4月までに 6,000に減少し
た。更に、1994年には首相決定No.91（Prime Minister’s Decision No. 91 of 1994）により、
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電力、石炭、セメント、鉄鋼、石油、航空、たばこなど、主要産業における大規模（資本

金最低 1兆VND）国有企業が 18社設立された。これらはGeneral Corporationと呼ばれ、EVN
もそのひとつである19。1995年には国有企業法（Law on SOE）とEVN法が成立し、現在の
体制の法的裏づけとなっている。 

 
現在、MOIは国有企業の株式資本化（Equitization）を進めており、2005 年までに 2857

のすべての規模のSOEをリストラする計画を進めており、うち 2045 企業をEquitizeする計
画を進めている20。SOE法については、2003年 11月 26 日付けで国会において改正が承認
（施行は 2004年 7月 1日）され、SOE改革は一段と進むこととなる。改正された同法第 2
条によると、具体的な改正は、以下の通りである。 
第 2条 1項 
本法律の改正は、以下の事項が含まれる。 
① 国有企業の新設、再編成、解散、所有移転、マネジメント組織と活動に関する規定。 
② 国による所有（State ownership）と資本投下の再定義。具体的には、国がすべての
資本を所有する企業、国が株主資本の過半数以上を所有する企業、または登録資本

の 50％以上を国が保有する企業の定義を行った。 
 

EVNの分割に関して注目すべきは、SOE法第 80条、所有権の移転である。以下の通り
記載されている(要約)。 
第 80条 所有権移転の体裁 
国有企業の所有権は、以下の形で移転することが出来る： 
① 国有企業の株式資本化（Equitize） 
② 国有企業の完全売却。 
③ 国有企業の一部を売却し、2 人またはそれ以上のメンバーによる有限責任会社
（Limited Liability Company）を設立する。代表権のうち１つは国有資本による。 

④ 国有企業の所有権を労働者の集団（？）（Collective Laborers）に移転し、合資会社
(Joint-Stock Company)または協同組合（Cooperative）を設立する。 

 
こうした法的背景を受け、ADBによるベトナム電力セクター改革ロードマップTAでは、
工業省（MOI）を中心にハイレベルの改革ワーキンググループ（RWG）を設置し、RWG
をカウンターパートにセミナーやワークショップを行った。2004 年 2 月には、RWG関係
者やその他ベトナム政府関係者、主要ドナーを集め、今後のEVN分割の工程に関するワー
クショップを開催した。ワークショップでは、TAを実施したコンサルタントが提示する下
表の 3つのオプションについて関係者が意見交換を行い、セクター改革のスケジュールと
方向性について討議を行った。結果、オプション３が今後の改革に一番ふさわしいとの結

論に至っている21。 

                                                       
19 Sadrel Reza, Institutional Aspects of Privatization – The Case of Viet Nam, ADB Institute Working Paper Series No. 5, Dec. 

1999, Appendix A 
20 VNA/VNS, Government permits major State-owned corporations to go public, Feb, 21, 2004, 

http://my.reset.jp/~adachihayao/040221C.htm 
21 ベトナム側も決して意見が一致している訳でなく、EVNはじめとするRWG側がオプション３を推す一方で、Vinacol
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表 3.4.2-2 シングルバイヤー市場移行のための改革の道筋 3つのオプション 

 オプション１ オプション 2 オプション３ 

内容 • 新しい政府所有、Non-profit

のシングルバイヤー企業を

設立。 

• 現在の４つの送電ユニット

を、新たにひとつの独立し

た全国送電会社にする。 

• National Load Dispatch 

Center (NLDC)を、新たに独

立したシステムオペレータ

にする。 

• 新たに独立した全国送電会

社を設立し、その傘下にシ

ングルバイヤー子会社とシ

ステムオペレータ子会社を

置く。 

• EVN がホールディングカ

ンパニーとなり、子会社と

して、全国送電会社、シン

グルバイヤー、システムオ

ペレータの３つの有限会社

(Limited Liability Company; 

LLC)を所有する。 

 

長所 • 独立した組織として、市場

参加者からの評価が上が

る。（特に、非 EVN系の発

電事業者や潜在的な EVN

への投資家） 

• すべての発電事業者に対し

て、より公平であろう。 

• 電力セクターにおける

EVN 以外への投資を呼び

込むには、一番成功率の高

いオプションであろう。 

• 求められる反競争規制や法

律の施行について、厳しさ

の度合いが比較的緩やかで

もよいであろう。 

• SBが EVN所有の発電事業

体と直接結びついているわ

けではないので、比較的偏

りのない公平なシングルバ

イヤーだと見られるだろ

う。 

• 新しい送電会社が、新たな

投資を呼び込み非 EVN 発

電事業者との新たな PPA締

結を進める目的で、SBの信

頼性を高めるための財務的

サポートを供与するだろ

う。 

• 新たな発電事業投資の呼び

込みに成功するであろう。

• 現在の状況からの変革の度

合いが最小。 

• EVNが親会社として、新た

な PPA締結を進める上で必

要な SB の財務的信頼性を

付与することができる。 

• EVN が新たな発電プラン

トに関するコンセッショナ

リー・ローンへアクセスす

ることが出来る。 

• 新たな電力法が施行されな

くてもこのオプションを実

施できる。 

短所 • 現在の状況から一番大きな

変革が求められる。新たな

Non-Profit、政府所有のシン

グルバイヤーが創設されな

ければならない。 

• 国有 SB と全国送電会社と

いった新しい組織の設立を

オーソライズする電力法ま

たはその下部法が必要。 

• SB は政府保証などといっ

た信用供与が求められる。

• 現在の状況からかなり大き

な変革が求められる。送電

会社は送電サービスの供与

とは必然的に一致しないシ

ングルバイヤー子会社を所

有することとなる。 

• 公正な競争を促進するため

• 非 EVN 系の発電事業者や

投資家は、SBが電力調達に

おいて公平で偏りがないと

は思わないであろう。 

• 公正な競争を促進するた

め、求められる市場法制度

の整備と実施は一番厳しく

なる。 

• 厳格な反競争法整備がなさ

                                                                                                                                                               
からはオプション１が望ましいという意見も出された。結局MPIがオプション１を押し切る形で結論を出している。
（会議に参加したJICA長期派遣個別専門家の報告） 
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• SBの財務的信頼性を高め、

投資家の信頼を得るため、

新たな政府保証や信用供与

が求められる。 

 

の市場法制度の整備と実施

が求められる。 

れない限り、非 EVN系の投

資呼び込みが非常に難しく

なる。 

 
オプション 3 では、EVN は持株会社化し、SB,SO,TC の３つの子会社、発電会社、配電
会社、その他を新設することになる。改革のための具体的タスクは、以下の通り。 

 
① シングルバイヤー：シングルバイヤーは EVN の子会社として新設される。公正な
競争を促進するため、求められる市場法制度の整備と実施は厳しいものとなる。

EVNの既存の Commercial Department機能のうち、いくつかは新組織へ移行される
が、多くの機能は現在持ち合わせていないため、徹底したキャパシティビルディン

グが求められる。 
② システムオペレータ：既存の National Load Dispatch Centerが新たなシステムオペレ
ータとして機能しうる。システムオペレータの運営を統括するためのグリッドコー

ドが作成されることとなる。 
③ 火力発電所：EVNは、Dependent Accounting Unitの火力発電所を、完全子会社（Wholly 

Owned Subsidiary）または合資会社（Joint Stock Company）などの有限責任会社
（Limited Liability Company）へと変革すること。 

④ 水力発電所：EVN は、水力発電所を、株式資本化（Equitization）または完全子会
社または合資会社化することにより、独立化させること。これらの会社は、完全子

会社として、EVN が引き続き所有することが出来る。シングルバイヤー市場にお
いては、発電会社の数やマーケットシェアは卸競争市場におけるほど重要ではない。

というのは、シングルバイヤーが、公正な競争原則に基づいた政府の法規制に則り

公的機関の監視の下で調達を進めるからである。 
⑤ 送電機能：EVN は新たな全国送電会社を子会社として設立し、すべてのユーザー
に対し、公平でオープンなアクセスを保証すること。これは、既存の Dependent 
Accounting Unitである４つの送電会社を統合することで、実施できる。 

⑥ ノンコアビジネス：製造、エンジニアリング、トレーニングその他 EVN のノンコ
アビジネスは、新たに子会社化、資本化するか、必要に応じて売却する。そうする

ことで、EVN経営陣はコアビジネスのみに集中できる。 
 
改革後の EVNおよび電力セクターの構造は、以下の通りとなる。 
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図 3.4.2-1 ベトナム電力セクターの構造（改革後） 
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 （分割済） （今後） （今後） 

出所：ADB,EVNの資料により三菱総合研究所作成 

 
今後のEVN分割関連の動きは、当面、EVNが作成し首相承認待ちの”Overall Restructuring, 

Reform and Development Plan of State-owned Enterprise of EVN for the Period 2003-2005”（2003
年 8月作成、同年 11月改定）に則して進みそうである。この計画によると、配電会社PC1
の２つの支店Ninh Binh Power UtilityとHai Duong Power UtilityがSingle-member LLCとなる
ほか、PC3の支店Khanh Hoa Power Utilityも 2004年から 2005年の間に株式資本化されるよ
ていである。また、発電事業では、Can Tho 火力発電所がSingle-member LLCになるとされ
ている22。 
 
(4) 投資促進に関する課題 
 
ベトナムは、1986年末のドイモイ政策採択以降、計画経済から市場経済への移行に努め
てきた。1988年より外国投資受け入れを開始したが、投資環境の不備がたたり、90年代は
外国投資が進まなかった。このため政府は 1999 年には二重価格の是正、2000 年には外貨
バランス義務の撤廃や許認可を必要としない事業登録制を導入するなど、外国投資を推進

する政策を強化している。しかし、例えばタイなど他の ASEAN 諸国と比較すると、投資
促進策や投資環境が整っているとはいい難く、外国投資の呼び込みには一層の努力が必要

である。 
 
ベトナムの投資環境改善への協力の必要性については、既に日本政府も認識している。

2003年 12月には小泉首相とベトナムのファン・ヴァン・カイ首相が会談し、「競争力強化
のための投資環境整備に関する日越共同イニシアチブ」を立ち上げた。これによると、対

                                                       
22 ADB, Vietnam Roadmap for Power Sector Reform, TA 3763 VIE, Dec. 5, 2003, P.4-4 
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越投資の増大のためには、以下の 2つのアプローチがある23。 
 

① 投資促進戦略 ： 潜在的投資家をベトナムに着目させるため、いかに有利で魅力的
な投資条件を提示できるか 

② 投資環境の改善：投資家が実際に事業を実施するにあたって問題となる障壁を如
何に除去していくか 

 

その上で、具体的な外国投資促進の課題として、1) 投資関連規制の見直し、2) 実施機
関の能力向上（税関、税務署、知的財産権関連機関）、3) 投資関連・ソフトインフラの整
備（法体系・司法制度・法曹人材、工業標準化・計量制度、経済統計）、4) 経済インフラ
の整備、以上 4点を提示している。経済インフラの整備には、もちろん、電力分野も含ま
れる。 
 

2002年電力システム開発計画（M/P）によると、2005年には IPP、ジョイントベンチャ
ー、BOT の導入を進め、EVN のシェアを 70％程度にまでする予定である。こうしたこと
から、電力分野への投資促進策はクリティカルだと言っても過言ではない。民間資本の導

入を効果的に実現するかどうかは、政府が如何に魅力的な投資促進策・投資環境を電力分

野投資家に提示できるかどうかにかかってくるであろう。魅力的な投資促進策・投資環境

は、いかに市場の競争性、公平性、透明性を高めるかという市場の法制度・監視体制や、

セクターにおけるキャッシュフロー（つまり適切な電力料金設定）と密接な関係を持って

おり、それらを抜きにして取り組むことはできない。つまり、包括的な取り組みが求めら

れる。 
 
(5) 電力セクターの計画・政策立案に関する課題 
 
電力セクターの計画・政策立案については、現在明確な責任の線引きがなされていない。

この点は、新電力法の制定に伴ってカバーされる課題である。現在の体制では、MOIまた
は首相レベルのDecreeの発行によりベトナム政府が政策決定している。電源開発、システ
ムプランニングはEVN、MOI、MPIの間で責任の所在が分散している。ADBは、セクター
改革、効果的な競争導入に当たっては、こうした体制を見直す必要があると提言している。
24

 
また、エネルギー政策を統括している MOI内部でも、総合的な調整機能が欠如しており、
エネルギー政策も包括的アプローチが取られていない。発電燃料の効率的利用は、結果的

にはセクター全体のコスト低下と供給安定性強化に寄与し、最終需用家の利益につながる。

環境保全やエネルギー効率性向上の観点からも、現在のエネルギー資源毎に分断されたエ

ネルギー政策を改善していく必要がある。この点については、既に JICA でも課題として
認識されており、支援策を検討している。具体的支援策については、後述する。 
                                                       
23 「競争力強化のための投資環境整備に関する日越共同イニシアチブ」報告書、2003年 12月 4日 
24 ADB, Ibid, p.5-37 
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(6) 電力の安定供給のための送配電設備・系統運用に関する課題 
 
シングルバイヤー市場成立のための必要条件のひとつは、「既存電力会社に相互に協調し

た設備計画策定能力が備わっていること」である。加えて、強制プール市場を伴うシング

ルバイヤー市場の成立までを考慮した場合には、「送電における大きな制約がないこと」も

必要とされる。ベトナムの送電系統の特徴としては、1994年より運用されている南北縦貫
の 500kV の交流送電線が挙げられる。現在 2006 年の完成を目指してもう 1 回線を建設中
である。ただし、送電ロスが大きく系統安定性が低いため、設備効率を向上させるととも

に、地域バランスを考慮した電源のベストミックスを含む最適な需給計画を立案すること

が重要である。 
 
EVNの計画によると、2010年までの間に建設予定の送電線は、500kvが 2401km、220kV
が 5,174km、110kVが 6,949kmに上る。また、新設される送電変圧所は 38,265MVAに上る。
今後は系統の延長だけでなく、系統安定化装置（揚水発電所の周波数、電圧安定機能など）、

通信制御システムの高度化など、安定性向上のための系統増強も適切に行っていく必要が

ある。また、セクター改革に先駆けて、拡大・複雑化する電力システム運用のノウハウの

蓄積および人材の育成が必要となるであろう。 
 
(7) 地方電化に関する課題 
 
ベトナムの電化率は、2002年現在村落電化率 90.6％、世帯電化率 81.38％である25。政府

は 2010 年までに村落電化率 100％、世帯電化率 90％を目標としており、2000 年に”Rural 
Electrification Policy Statement”を発表している。それによると、 
 

① 地方電化における運営・維持費、減価償却費用は、電力料金収入でカバーする 
② 商業性がない場合は、政府が、地方電化のためのネットワークと供給インフラ投資
のための補助金を、透明性の高い形で供給する 

③ 地方の需要化向け小売料金については、最高限度額（Ceiling Price）を設定する 
 
といった方針を示している。 
 
地方電化を如何に進めるか、その詳細については、現在世銀による支援が実施されてい

る（Rural Energy Project, P056452）。2004年中には、バルクパワープライス（配電事業者へ
の売電価格）と地方電化の料金に関するTAが終了する予定である。また、ADBの「ロード
マップ」TAの最終報告書（ドラフト）でも、地方電化について記述されており、以下のよ
うな提言がなされている26。 
 
                                                       
25 EVN Annual Report 2002 
26 ADB, Ibid, p.5-35 
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① ベトナム政府は「アクセス」確保のための補助金を供与し、地方における配電ネッ
トワーク投資を支援すべきである。ただし、地方の電力料金は、維持管理のための

すべての費用をカバーできるレベルに設定するべき。 
② 補助金が供与される場合は、配電事業者が要求される利益率の計算に、政府補助金
による投資相当額を含めない。 

③ 配電事業者が地方電化ネットワークを所有する必要はない。政府は小売料金の最高
限度額を設定し、その範囲内で競争入札によるコンセッション契約を行えば、補助

金供与額も競争によって押し下げることが出来る。 
 
ベトナム政府は、セクター改革にあわせた地方電化のあり方やその具体的実施体制につ

いては、未だ明示していない。日本側としては、引き続きドナー側の提言やベトナム政府

の要望を聞き入れながら、今後の支援策を模索するべきであろう。 
 
(8) 電力料金に関する課題 
 
現在、ベトナムの電力料金は全国一律料金（National Uniform Tariff）である。今後セク

ター改革により配電会社の分割が進めば、この一律料金の実施は一層困難となる。また、

全国一律料金では、内部補助金の廃止といった改革目標とは逆行することになるため、コ

ストに応じた適正な電力料金の設定が急がれる。また、そうすることで、健全な投資促進

に寄与することとなる。 
 
2002年 10月現在の EVN電力料金は、5.6USセント/kWhであるが、世銀や ADBは、現

状のベトナム電力料金は、コストと比較すると安すぎるため、7USセント/kWhへの段階的
引き上げを求めている。ベトナム政府は、電源設備投資確保のため、今後年率 10％ずつの
料金値上げを行い、2005年までに平均単価を 7USセント/kWhとする予定である。ただし、
これまでも各方面の反発、特に産業界からの反対などから料金値上げはスケジュールどお

りに行われておらず、今後も同様に計画通りのペースで実施されるかどうかは予断を許さ

ない。 
 
EVNの発電所は、Dependent Accounting Unit、すなわち、年間予算の中でコストを管理し
ているに過ぎない。2002年 1月より新しい内部移転価格システム（Transfer Pricing System; 
TPS）が導入され、電力コストがどの程度のものか、やっと把握されるようになってきた
ところである27。今後は、このTPSを活用することで、シングルバイヤー市場へ移行した際
のPPA価格の把握に役立てることができるであろう。 

 
今後も、電力料金設定方法については、世銀や ADB などを中心に電力セクター改革支
援の一環で、検討される予定である。 

                                                       
27 ADB, Ibid, p.5-59 
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3.4.3. インドネシア電力セクターの課題 
 
インドネシアにおける電力セクター改革は、競争が地域限定で導入されること、しかも

発電を対象に限定的な競争を導入する地域の選定までに 5年間という、比較的緩やかなタ
イムリミットが設定されていること、競争地域以外は現体制が維持され PLNの果たす役割
が引き続き大きいこと、地方分権の流れが無視できないこと、といった特徴が挙げられる。

一方、供給力不足は深刻で、建設中の Tanjung Jati B発電所（1320MW）や Muara Karang
ガス発電所（600MW）などが運転を開始する 2006年まで、2004/2005年の 2年間は、需給
が逼迫する状況が深刻化すると見られている。また、PLN の収益率は 1997 年以後マイナ
スが続いており、世銀の見通しでも、2004/2005 年ごろまではこの状況が続くと見込まれ
ている。本項では、以上のようなインドネシア電力セクターの課題について詳しく分析す

る。 
 
(1) 電力セクター改革の推進に関する課題（規制機関の実施能力向上） 
 
セクター改革の制度設計については、既に新電力法で大枠が定義されているため、今後

のセクター改革実施における具体的制度設計、すなわち EMSAによる実施細則やグリッド
コード、市場ルールなどの設定が課題となる。そういった面から、EMSAの実施能力強化
はセクター改革推進における重要な課題である。 

 
EMSA については、前述の通り設立されてまもなく、現在は MEMR 担当部局が中心と
なって、EMSAスタッフの Job Description、Secretariat選定などの準備を進めている段階で
ある。Sectretariatの選任は、最終的には大臣の調印が必要である。EMSAの機能・権限は、
下表が示す通り、競争導入地域に限られる。非競争地域における規制機能・権限は、中央

政府と地方政府が担う。 
 

表 3.4.3-1 規制機能の役割分担 

No Function Non-Competitive Market Competitive Market 
1 Formulation policy Government Government 
2 Management & Supervision Local Govt. (off grid) 

Govt. (on grid) 
EMSA 

3 Privatization Local Govt.(on grid) 
Govt. (on grid) 
Govt. (State Own Enterprises ) 

EMSA 

4 Govt. at rural electricity & Sub Govt./Local Govt. Govt./Local Govt. 
5 Selling price of electricity Local govt. (off grid) 

Govt. (on grid) 
EMSA 

6 Supervision at electricity safety a 
statement protection 

Local govt. (off grid) 
Govt. (on grid) 

Local govt. (off grid) 
Govt. (on grid) 

出所：MEMR 

 
EMSA の組織構成は、Commissioner 5～11 名、Secretariat 50～80 名となる見込みで、

3-70 



 

Commissioner は、初期段階では 5 名とする。現在、議会より 10 名の候補者が挙がってお
り、その中からやはり議会が 5名の着任者を選定することになっている。 

 
EMSAの組織図は以下の通り。 

 
図 3.4.3-1 EMSA組織図 
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出所：MEMR 

 
Commissioner は、市場参加者（プレイヤー）以外であれば、特に所属は問われない。

Secretariatは主に鉱山資源省のスタッフとなる。準備を進めている MEMRは、EMSAに関
する政策の策定、市場監視の方法について海外からの支援が必要だとしており、既に各方

面に向けて支援要請の準備をおこなっている。 
 
今後バタム地域での競争が導入される際には、市場の監督・監視機関として EMSAが大
きな役割を担うことになる。電力料金の問題も、EMSAの重要な役割のひとつである。今
後の課題は、どのような競争形態・スキームがふさわしいか、市場参加者の数を増やし、

公正かつ透明性の高い市場を作り上げるため、投資環境をどのように整備するか、といっ

た点の検討であろう。また、MEMR担当者は、セクター改革によるソーシャル・インパク
トの評価を事前に実施しなければならない、としている。バタム地域での競争導入は、実

験的な意味合いも強いことから、JICAによるこの地域への支援も期待されている。具体的

3-71 



 

支援の可能性については、後述する。 
 
(2) PLN経営効率の改善と電力料金値上げに関する課題 
 

PLNは、競争地域においては分割される予定であるが、非競争地域では引き続き電力供
給事業を担う独占企業の位置づけに変化はない。従って、PLNの経営効率の改善は、イン
ドネシア国民への電力供給の安定化・効率化に大きな意義を持つ。電力料金の問題は、PLN
の収益性そのものに関わる問題であるため、同じ課題として扱う。 

 
PLNの支払能力・収益性は、1997年のアジア通貨危機以後危機的状況が続いている。そ
の大きな原因は、ルピア為替レートの下落にもかかわらず、国内経済や治安状況の悪化か

ら電力料金の値上げに踏み込めないインドネシア政府の政治的理由である。PLNの収益構
造は、収入はルピア建て、支出（燃料費や IPP事業者との PPA契約など）はほとんどドル
建てで、燃料費や為替レートの変動をすべて PLNが負担するため、ルピア下落による影響
をもろにかぶる形となっている。本来ならば、電力料金レベルも為替の変動に応じて適正

なレベルまで値上げされなければ正当なコストを反映していないことになるのだが、ルピ

アで換算すると大幅値上げとなるため、インドネシア政府も政治的な配慮から大胆な策を

講じられない事情があった。 
 
世銀によると、電力料金レベル（kWhあたり平均収入）は通貨危機前の 1996年は７US
セント/kWh であったが、以後 2003 年まで 2～4US セント台を低迷している。以下のグラ
フは、料金レベルの推移を示している。 
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図 3.4.3-2 インドネシア電力料金の推移 
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Electricity Rates by Customer Category 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
S. Social 6.10 5.97 5.69 5.51 2.83 2.40 2.71 1.88 1.80 2.01 2.12
R. Residential 10.10 9.72 9.26 8.97 4.60 3.50 4.05 4.21 4.03 4.49 4.74
C. Commercial 10.41 9.94 9.47 9.18 4.70 2.79 3.15 3.30 3.16 3.52 3.71
I. Industrial 5.65 5.39 5.14 4.98 2.55 2.36 2.66 3.17 3.03 3.37 3.56
G. Government 8.33 7.95 7.58 7.34 3.76 2.18 2.46 4.80 4.59 5.11 5.39

 
インドネシア政府は、2001 年に大規模な PLN の不良債権処理策を講じた。貸し倒れに

なっていた 5兆 2,000億ルピアに上る債務元本を新たに 20年のローンに借り換えを行った
ほか、29兆ルピアの利払い分を債務から資本へ転換を行った。そのほかにも、2001年末に
6兆 7000億ルピアを補助金として支出した。また次項で述べるが、IPP事業者との PPA契
約の見直しを実施して、27 件の PPA 契約料金の見直しを行い、PLN の財務状況の改善を
実施した。 

 
前述の通り、世銀や ADBなどは、PLNのブレイクイーブン、PLNの再評価純資産に対

する収益率（ROR）の 8％達成を対 PLN融資条件として課している。ブレイクイーブンを
達成するには、７US セント/kWh の電力料金が必要条件である。インドネシア政府は
2002-2003年の間に、四半期ごとに 6％ずつ値上げするとし、そのペースで順調に値上げが
実施されれば、2005 年にも７US セント/kWh が達成できる見通しであった。実際、2002
年に大統領令 89/2002が公布され、順次値上げ実施により 2004年 3月時点で 6.79 USセン
ト/kWh まで料金レベルは回復している。しかしながら、2004 年の大統領選挙を前に、政
治的にも極めてセンシティブな公共料金値上げは見送りとなるだろうという見方が強い。 

 
低迷する電力料金により、PLN の ROR は、1998 年以後、2001 年を除いて 2003 年（見
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込み）までマイナスが続いている。PLN は 2002 年に資産の再評価を行い、2001 年の 65
兆ルピアから一気に 184兆ルピアまで改善されている。電力料金の値上げが順調に進めば、
今後は RORの改善が期待されている。 
世銀が発表している PLN財務状況の見通しと改善目標を整理すると、下表のようになる。 

 
表 3.4.3-2 PLNの財務状況の見通しと改善目標 

改善策 2002 2003 2004 2005 2006 2007 備考 
RORターゲット (4.0%) 

(Actual) 
(1.10%) 

(Estimated)
2.5％ 4％ 5％ 6％ 

世銀融資条件 
(2007年に見直し)

kWh あたり平均収入
（Rupiah/kWh） 

442.49 544 613 648 684 684 

値上げ率 
 23% 13% 6% 6% 0% 

2002/2003 年はイ
ンドネシア政府も

値上げ実施約束。

以後は世銀の仮

定。 
為替予測 9000 9000 9000 9000 9000 9000 世銀の仮定 
kWh あたり平均収入
（米セント/kWh） 

 6.0 6.8 7.2 7.6 7.6 
 

その他     自動料金調

整メカニズ

ムの導入 

 世銀融資条件 

出所： 世銀、Project Appraisal Document, Java-Bali Power Sector Restructuring and Strengthening Project, June 4, 

2003, Report No: 25414-IND 

 

世銀は ROR ターゲットとして 2004 年で 2.5％、2007 年には 6％を融資条件に設定して
いるほか、燃料費、電力購入費、為替レートの変動に伴う自動電力料金調整メカニズムの

2006年 1月 1日までの導入（再開）も融資条件としてインドネシア政府との間で合意され
ている。 

 
同様に、ADBも、PLNの財務状況と改革の進捗に関する 11の事項を融資の条件として

おり、表 3.4.3-3ような評価をしている。 
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表 3.4.3-3 ADBにおける対 PLN融資の条件 

条件 2002年末時点での ADBの評価 
① 新電力法の公布 （Met）条件を満たしている 
② 実施細則の策定 （Partially met）ドラフト版しか完成していないが、政府

が 2003年 6月 30日までに策定準備をしているとして評
価。 

③ Java-Bali 送電会社の設立 
 

（Partially met）現状、Strategic Business Unit（SBU）は
形成されているものの、依然 PLN の一部門となってい
る。2005年 12月までには PLNとは別法人の送電会社を
設立しなければならない 

④ Regional Electricity Company (REC)の設立 （Not relevant）インドネシア政府はこの構想を断念した
⑤ PLNの月間キャッシュバランスの維持 （Met）PLNの月間キャッシュバランスは 1兆ルピアを

超えている。 
⑥ 電気料金の 18%値上げ （Met）2000年 4月 1日、値上げ実施。 
⑦ 電気料金の 20%（6%／四半期）値上げ （Met）2001 年 7 月 1 日と 10 月 1 日の 2 回に分けて合

計 17％の値上げ実施。2002年は四半期ごとに 6％ずつ値
上げ。  

⑧ IPP 契約の再交渉（少なくとも１IPP 事業
者につき 1度の会合を持つ） 

（Met）すべての 27IPP 事業者と交渉の会合を進めてい
る。 

⑨ IPP再交渉、progress report作成（2002年末）（Met）2001年 11月レポート提出 
⑩ Consultative Framework Plan（CFP）の提出 （Met）電力改革に関するすべてのステイクホルダーと

の情報公開フォーラムを設置する 
⑪ PLN の 人 員 削 減 等 に 対 す る Social 

Protection Planの確立 
（ Substantially Met） PLN は社員と相談の上 Social 
Protection Planを策定し、2001年 11月 21日に ADBに提
出した。 

 
PLNは非競争導入地域においては引き続き電力供給事業のメインプレイヤーである。今
後は地方政府の自治・ガバナンス強化や電源開発計画策定におけるキャパシティビルディ

ングなどといった新たなニーズも発生している。次項で地方自治強化について論述する。 
 
(3) 投資促進と地方自治強化に関する課題 
 
競争導入の成否は、民間資本による投資が進み、市場参加者の数が増えるかどうかが鍵

である。インドネシアにおける IPP 導入は、1989 年の政令第 10 号（改正電気事業法）に
PLNに対し全量売電を目的とする IPPの設立、認可に関する規定が盛り込まれたことをき
っかけに、1992 年の大統領令 37 号で民間企業の発電プロジェクト進出が認められたこと
で民間参入が一気に加速した。しかし、この IPP導入策には大きな問題が内包されていた。
すなわち、IPPとの PPAもすべて基本的にドルベースであったこと、開発時期、規模、燃
料種別などデベロッパー主導の Unsolicited IPP システムで進められたこと、IPP の開発が
予定通り進まなくてもペナルティがないこと、など、総じてデベロッパー側にのみ一方的

に有利な形であった。 
 
アジア通貨危機後の PLN財務状況悪化を受け、インドネシア政府は、27件すべての IPP
の PPA について、買電価格の再交渉を余儀なくされた。再交渉は 2003年 6 月に終了し、
その結果 PLNにベターな条件で価格交渉が落ち着いたものの、約束反故にもあたる行為に
投資家からの信用は地に堕ちてしまっている。インドネシア政府は、今後の IPPはすべて
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Solicitedとする方針を表明しているものの、PLNは 1990年代後半から新規開発地点の F/S
をほとんど実施しておらず、Solicited IPP スキームのベースとなる電源開発長期計画（マ
スタープラン）が作成できないのが実情である。ましてや、電力供給に責任を持つ地方政

府においてはそうしたノウハウは皆無に等しい。州政府の権限強化の動きにあわせて、既

に州政府や県政府との間で IPP 調査に関する MOU を締結する IPP デベロッパーが現れる
など、投資家側でも様々な動きが始まっている。財政状況の改善や投資促進を目論む地方

政府からすれば、IPP 進出は大歓迎であろうが、プロセスが整理されないままでは、結果
として前回と同じ轍を踏むことになりかねない。地方政府自治の信頼性や透明性、ガバナ

ンスの適切性についても、現状では危うい状況である。今後 IPP案件形成から投資に至る
プロセスを如何に推進するか、インドネシア政府や MEMR は、早急に固める必要があろ
う。 
 
(4) 電力セクターの計画・政策立案に関する課題 
 
前述の通り、新電力法では、各地域での電源開発計画（RUKD）策定の役割が PLNから
州政府へ移行させている。MEMRは各州政府において RUKD策定教育を実施しているが、
計画策定の現場においては、かなりの混乱が伴うことが予想される。ジャワ－バリ系統を

除く地方においては、州の境界線と PLNの供給区域の分割が一致していないケースもあり、
PLNの供給計画を州政府がどう把握し、どのように州の RUKDに反映させていくか、関係
各期間の連携プロセスを明確にしていくことが必要である。 

 
上記の投資促進の問題とも関連してくるが、州政府が主導する電源開発計画では、資金

調達の方策がはっきりしていない点が問題である。これまでは、PLNが外国援助・借款の
受け皿となってきたが、中央政府（特に BAPPENAS）は、今後地方政府に対して直接借款
を受けることを認める方針は示していない。ドナー側も、地方政府の債務返済能力やガバ

ナンス機能に不安があることから、援助供与には簡単には踏み込まないであろう。こうし

たことから、州政府が策定した電源開発計画が、計画通りに実施されない恐れがある。 
 
州政府が現実的な電源開発計画を策定するため、PLNとの協調体制を確立し、電源開発
に必要な資金の調達手順・方法を中央政府が早急に確立することが課題である。 
 
(5) 電力の安定供給のための送配電設備・系統運用に関する課題 
 
ジャワ－バリ地域での競争導入については、まず送電系統の｢ボトルネック｣の改善が緊

急課題である。主系統は 500 kVだが、系統安定上送電容量を制限しているため、約 1000
ＭＷ程度が送電できない状況である。現在 JBIC の支援により、南回りの 500kV 送電線を
建設中であるが、用地問題により滞っている。この南回り 500kV送電線が完成すれば、系
統運用上の制限が大幅に緩和される予定である。150kVの送電線についてもボトルネック
があるほか、事故時短絡容量の問題、電圧降下等の問題が指摘されている。これらボトル

ネックの解消については、後述する通り世銀と ADBがリハビリ支援を行っている。 
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配電設備に関しては、都市部はPLNの予算、地方電化用は国からの委託を受けて国家予
算を利用してPLNが敷設を行っている。都市部については 2000年以降十分な予算が割り振
られておらず、配電線のロス率が悪化している。2001年の送配電ロスは、配電－11.7％、
送電 2.4%、全体で 14.1％であった。28

 
全般的には、PLNの財務状況が非常に厳しいため、送配電設備、特に配電設備のメンテ

ナンス費の確保、パーツ交換などが十分に行われていない。競争地域において、PLNがシ
ングルバイヤーとしての役割を担うのであれば、安定した系統運用に対する信頼性を確固

たるものにしなければ、競争地域への投資拡大は見込めない。こうした意味でも、系統運

用の安定は重要な課題である。 
 
(6) 地方電化に関する課題 
 
新電力法では、地方電化の責任は中央政府および地方政府が担うものとなっており、

RUKDまたは RUKNの中で地方電化計画を含め、実施することとなる。競争の導入されな
い地域では、電力供給事業を行う企業体として国営企業（PLN）のほかにも、地方公営企
業、協同組合、NGO、民間企業などにも門戸が開かれている。地方電化プロジェクトのた
めの資金については、中央政府・地方政府が確保するものと、送配電線に課せられる徴収

金である Non Tax Revenueが利用される。しかし、新電力法では、地方電化の推進につい
て具体的な方策・体制については明記されていない。 

 
地方電化の受益者層はほとんどが貧困世帯である。そうした世帯は、オングリッドの場

合 PLN の全国一律料金における最下層で、いわゆる社会福祉料金層（R1 料金）である。
Ｒ1料金層は、収入面でも PLNのマージナルコストを下回る需要家層であるため、今後民
間企業としての財務パフォーマンスを求められる PLNが、積極的に関与をしていくインセ
ンティブは極めて小さいであろう。現実的には、オングリッドでの地方電化を実施するの

は、スタッフの能力などを勘案しても PLN 以外の組織では難しいかもしれない。しかし、
長期的視野に立って、地方電化を推進する協同組合や地方公営企業の設立・キャパシティ

ビルディングを行うことも、住民のオーナーシップを高める観点から検討に値するであろ

う。 
 
従って、地方電化の今後の課題としては、①PLNによる地方電化の推進に、どうインセ
ンティブを与えるか、②PLN以外の組織（地方公営企業や協同組合など）のキャパシティ
ビルディングをどう進めるか、③地方電化費用（開発資金調達と運用、O&M に対する補

助金制度）を誰がどう負担するのか、といった点が挙げられる。 
 
オフグリッドの地方電化については、主役は地方政府であろう。地方自治法施行によっ

                                                       
28 PLN Statistics 2001 
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て、地方開発の責任も地方政府が負うこととなり、貧困削減における地方政府の責務もこ

れまで以上に大きくなった。オフグリッドの地方電化は、世銀や ADB のグラントなどに
よって、再生可能エネルギーを利用したプロジェクトが進められているが、日本を含めた

援助機関がこの分野において果たす役割は今後も重要度を増すであろう。オングリッド同

様、地方公営企業、協同組合、NGOなど、地方電化を推進する組織のキャパシティ・ビル
ディングや、地域経済の活性化や雇用促進、地域開発にも資するようなプロジェクト設計

などに、ニーズが高まっていると考えられる。 
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